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＊この冊子では、「県民」、「県」及び「神奈川」を次の意味で使用しています。＊ 

「県 民」：神奈川県で活動する者すべてを含む総称とし、住民、勤務者、法人、団体を含みます。 
（なお、一人ひとりの個人や住民の活動に着目する場合は、「県民」を個人の意味で用い、「県民、企業」

などと列記します。） 

「 県 」 ：行政としての神奈川県を指します。 
「神奈川」：行政だけではなく、県民や県土などを含む県全体を指します。
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策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

県では、県政運営の総合的・基本的指針を示す総合計画として、2012年に「かながわグラン

ドデザイン基本構想」（以下「基本構想」という。）及び「かながわグランドデザイン実施計

画」（以下「第１期実施計画」という。）を策定するとともに、2015年には「第２期実施計

画」を策定し、超高齢社会への対応や確実に到来する人口減少社会への備え、また東日本大震

災の教訓を生かした防災対策の強化など、様々な課題への対応を着実に進めてきました。 

そうした中で、「第２期実施計画」は、2018年度に最終年度を迎えたことから、総合的な点

検を行いました。その結果、県内においては、少子高齢化、グローバル化、技術革新の動きな

どに進展はあるものの、「基本構想」策定時の社会環境については、変化の傾向が継続してい

ることが確認できました。また、2015年９月には国連においてＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）が採択されましたが、その理念とこれまで県が進めてきた取組みは軌を一にするものであ

ることもあわせて確認できました。 

こうしたことから、県は今後も現行の「基本構想」の方向性に沿って政策を推進することと

し、「かながわグランドデザイン 第３期実施計画」（以下「第３期実施計画」という。）を

策定して取り組むこととしました。 

２ 計画の性格と役割 

「第３期実施計画」は、2025年を目標年次とした「基本構想」の実現に向けて、2019～2022

年度の４年間に取り組む政策を示したものです。 

喫緊の課題に対応するため先進性や発展性などをもった重点施策を分野横断的にまとめ、ね

らいや具体的な取組みなどを示した「プロジェクト編」と、県の政策の全体像を総合的・包括

的に示す「主要施策」などをまとめた「主要施策・計画推進編」で構成しています。 

「第３期実施計画」を示すことにより、県民、ＮＰＯ、企業、大学、団体、市町村などと、

県の政策について情報や目的の共有化を図り、県民総力戦により協働して取組みを進めます。 

基 本 構 想 

●基本理念 

「いのち輝くマグネット神奈川」を実現する 

●神奈川県の将来像 

・行ってみたい、住んでみたい、人を引きつける魅力あふれる神奈川 

・いのちが輝き、誰もが元気で長生きできる神奈川 

・県民総力戦で創る神奈川 

第 １ 期 実 施 計 画 

●プロジェクト編 

・柱Ⅰ 神奈川からのエネルギー政策の転換 

・柱Ⅱ 災害に強く安全で安心してくらせるまち 

づくり 

・柱Ⅲ いのちが輝き誰もが自分らしくくらせる 

社会づくり 

・柱Ⅳ 次世代を担う心豊かな人づくり 

・柱Ⅴ 人を引きつける魅力ある地域づくり 

・柱Ⅵ 神奈川のポテンシャルを生かした活力 

創出 

●主要施策・計画推進編 

・主要施策（政策分野別の体系／地域別の体系） 

・計画推進

第 ２ 期 実 施 計 画 

●プロジェクト編 

・柱Ⅰ 健康長寿 

・柱Ⅱ 経済のエンジン 

・柱Ⅲ 安全・安心 

・柱Ⅳ ひとのチカラ 

・柱Ⅴ まちづくり 

●主要施策・計画推進編 

・主要施策（政策分野別の体系／地域別の体系） 

・計画推進
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第 ３ 期 実 施 計 画 

●プロジェクト編（重点政策） 

・柱Ⅰ 健康長寿 

・柱Ⅱ 経済のエンジン 

・柱Ⅲ 安全・安心 

・柱Ⅳ ひとのチカラ 

・柱Ⅴ まちづくり 

・かながわグランドデザインとＳＤＧｓ 

・神奈川の戦略 

・計画推進のための行政運営 

・プロジェクトの指標・ＫＰＩ 

・プロジェクトと主要施策との関係 

・参考 神奈川をとりまく状況 

●主要施策・計画推進編（政策の包括的な全体像） 

・主要施策（政策分野別の体系／地域別の体系） 

・計画推進 

2019 

2012 

2015 

2022 

2025 

東日本大震災の

発生

かながわ 

グランドデザイン

基本構想 

2011 

いのち輝く 

マグネット 

神奈川の実現

めざすべき 

４年後の姿 

第２期 

実施計画 

(2015～2018) 

第１期 

実施計画 

(2012～2014) 

第３期 

実施計画 

(2019～2022) 

第３期 

実施計画 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編 

第３期 

実施計画 

概要版 

第３期 

実施計画 

主要施策編 

東京2020 

オリンピック・ 

パラリンピック 

競技大会
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計画策定の主な背景 

計画策定に当たって考慮すべき特徴的な社会事象をまとめました。 

１ 人口構造と医療・福祉の状況 

神奈川は全国屈指のスピードで高齢化が進むとともに少子化が進行しており、2020 年頃に

人口のピークを迎え、その後減少していくことが見込まれています。一方、平均寿命は延伸し

ており、長寿社会のあり方について関心が高まっています。こうした中、県では、超高齢社会

を乗り越えていくため、「最先端医療と最新技術の追求」と「未病の改善」の２つのアプロー

チを融合し、健康寿命の延伸をめざす「ヘルスケア・ニューフロンティア」の取組みや、人生

100歳時代において県民の一人ひとりに多様な生き方を考えていただくための取組みを進めて

います。また、高齢になっても住み慣れた地域で笑って元気に生き生きとくらせる社会の実現

に向けて、住民同士が支え合うコミュニティの機能に再び注目が集まっており、「ともに生き

る社会かながわ憲章」の理念である誰もがその人らしくくらすことができる地域社会の実現も

求められています。 

２ 産業・経済の状況 

ＡＩ（人工知能）、ＩｏＴ※、ロボット、ビッグデータなどの第４次産業革命による技術革

新やイノベーションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決

を両立する「Society5.0」の実現が国において提唱されています。こうした中、自動走行、

自動配送、キャッシュレスなどの最先端技術を活用したまちづくりを可能とする「スーパー

シティ構想」を巡る動きも活発化してきました。また、グローバル化の一層の進展や東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京2020大会」という。）の開催など

により、世界とのつながりが深くなる一方、産業やくらしを支えるエネルギーに関する課題、

高齢化や人口減少による事業承継や人手不足といった課題など、経済をとりまく環境にも変

化が生じています。このような動きを踏まえながら、国家戦略特区制度なども活用し、経済

のエンジンを回していくことが求められています。 

■神奈川の人口ピラミッドの変化         ■ヘルスケア・ニューフロンティア 
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３ 災害・犯罪の状況 

南海トラフ地震や首都直下地震のほか、豪雨や暴風、高潮、噴火など自然災害に対する脅

威が高まっており、減災への取組みが一層求められています。また、県内の刑法犯認知件数

は減少傾向にあり、犯罪情勢には一定の改善が見られるものの、高齢者を狙った特殊詐欺や、

子ども、女性が被害者となる県民が身近に不安を感じる犯罪は依然として後を絶たない状況

です。さらに、自転車交通事故の多発、日常生活の一部となったサイバー空間における犯罪

の増加、インターネット取引の増加に伴う消費者トラブルの増加なども懸念されています。

こうした状況を踏まえ、災害に強いまちづくりや、県民が安全で安心できる社会を実現して

いくことが求められています。 

４ くらしをとりまく状況 

家族形態の変化や生活様式の多様化などにより、家族や地域社会とのつながりが希薄化す

る中、一人暮らしの高齢者、不本意に非正規で働く若者、ひとり親家庭など生活上の様々な

課題を抱える人が、年齢を問わず社会的な孤立に陥りやすくなっています。様々な分野で女

性の活躍が進む一方、長時間労働などにより、育児・介護と仕事の両立は容易ではなくなっ

ており、柔軟な働き方やワーク・ライフ・バランスを実現し、誰もが支え合いながら活躍で

きる社会の実現が求められています。また、子育て家庭を支えるしくみづくりや、虐待、い

じめ、貧困など、様々な困難に直面する子どもたちへの支援が急務となっています。さらに、

生涯にわたる学びの機会やスポーツ、文化芸術に親しむ機会を確保することで、誰もが生き

生きとくらせる社会を実現していくことが求められています。 

５ まちづくりをとりまく状況 

高齢化の進展や人口減少が見込まれる中、行政、医療・福祉、商業など、生活に必要なサ

ービスを維持していくため、各種機能を一定の地域にコンパクトに集約し、各地域をネット

ワークで結ぶ「コンパクト＋ネットワーク」の都市づくりが求められるとともに、老朽化す

るインフラを適切に管理していくことが課題となっています。また、地球温暖化をはじめと

する気候変動、限られた資源の有効活用、生物多様性の損失など、地球環境をめぐる課題へ

の対応が引き続き求められています。こうした中、各地域では、豊かな自然環境、歴史、文

化などを生かした地域活性化が期待されているとともに、今後も増加が見込まれる外国籍県

民等にとってくらしやすい環境づくりが求められています。さらに、地域課題が複雑化・多

様化する中、その解決に当たっては、ＮＰＯ※、企業、大学、団体、市町村など多様な主体

との協働連携がより一層重要となっています。 

■未病を改善する

病気健康 未 病
SickHealthy ME-BYO

人間の健康状態は、ここまでは健康、ここからは病気

と明確に区別できるわけではなく、健康と病気の間で

連続的に変化しており、その状態を「未病」と言いま

す。病気になってから対処するのではなく、普段の生

活において心身を整え、健康な状態に近づける。 

それを、「未病を改善する」と表現しています。 

※Non-Profit Organization（民間非営利団体）の略称。本計画では、ＮＰＯ法人だけでなく、公益を目的とする非営利の民間の

自主的な活動を行う法人及び法人格を持たない団体を指す。
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めざすべき４年後の姿 

～ コミュニティの再生による笑いあふれる100歳時代 ～

超高齢社会や人口減少社会における課題を乗り越え、一人ひとりのいのちが輝く持続可能な地

域社会を実現するためには、その人らしく生き生きと活躍できる環境づくりとともに、互いに認

め合い、支え合いながらいつまでも地域でくらしていける環境を整えることが重要です。 

そこで、コミュニティの再生による笑いあふれる100歳時代に向けて、５つの「めざすべき姿」

を掲げ、「第３期実施計画」に示したプロジェクトなどに着実に取り組みます。そして、「かな

がわグランドデザイン」の基本理念である「いのち輝くマグネット神奈川」の実現をめざします。 

未病を改善し、誰もが笑って生き生きとくらし、 

健康で長生きできる神奈川を実現します。 

⇒ 柱Ⅰ「健康長寿」 

技術革新やグローバル化に積極的に対応するとともに、 

国家戦略特区制度などを活用して経済のエンジンを回し、 

活力あふれる神奈川を実現します。 

⇒ 柱Ⅱ「経済のエンジン」 

大規模地震などの自然災害、犯罪や交通事故などへの対策を 

より一層強化し、県民のいのちを守り、安全で安心して 

くらせる神奈川を実現します。 

⇒ 柱Ⅲ「安全・安心」 

年齢や性別にかかわらず誰もが自らのチカラを発揮し、 

一人ひとりが輝いて、心豊かに躍動する神奈川を実現します。 

⇒ 柱Ⅳ「ひとのチカラ」 

地域の個性が輝き、人を引きつけ、次世代に引き継げる 

魅力にあふれた神奈川を実現します。 

⇒ 柱Ⅴ「まちづくり」 

未未病病をを改改善善しし健健康康長長寿寿のの神神奈奈川川

経経済済ののエエンンジジンンにによよるる活活力力ああふふれれるる神神奈奈川川

安安全全でで安安心心ししててくくららせせるる神神奈奈川川

ひひととののチチカカララをを最最大大限限にに生生かかすす神神奈奈川川

地地域域のの個個性性がが輝輝きき魅魅力力ああふふれれるる神神奈奈川川
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プロジェクト 

柱柱ⅠⅠ 健健康康長長寿寿

柱柱ⅤⅤ ままちちづづくくりり

柱柱ⅢⅢ 安安全全・・安安心心

柱柱ⅣⅣ ひひととののチチカカララ

柱柱ⅡⅡ 経経済済ののエエンンジジンン

１ 未病     12 

２ 医療     14 

３ 高齢者      16 

４ 障がい児・者    18 

５ エネルギー    22 

６ 産業振興     24 

７ 観光     26 

８ 農林水産     28 

９ 減災     32 

10 治安           34 

11 安心         36 

12 男女共同参画   40 

13 子ども・青少年   42 

14 学び・教育     44 

15 文化芸術     46 

16 スポーツ      48 

17 雇用          50 

18 地域活性化    54 

19 多文化共生    56 

20 協働連携     58 

21 自然         60 

22 環境         62 

23 都市基盤     64 
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凡 例

※各プロジェクトのページの右上に、プロジェクトを実施する局などをマークで示しています。 

※プロジェクトをとりまとめる局などを、一番左に表示しています。 

警 

福祉子ども 

みらい局 

政策局 

産業労働局 

スポーツ局 
くらし安全 

防災局 

警察本部 

県土整備局 教育委員会 企業庁 

環境農政局 総務局 国際文化 

観光局 

全部局 

健康医療局 

政 安 国 環 

福 健 

プロジェクト番号 

プロジェクト名称 

及びプロジェクトのサ

ブタイトル 

柱の名称 

プロジェクトの

「とりまとめ局な

ど」及び「関連局

など」をマークで

示しています。 

（詳細は、下記を

参照。） 

プロジェクトに関

連する写真などを

掲載しています。 

【指標】 

プロジェクトが達成すべき

目的（めざす姿）の達成の

度合いを象徴的に表す数値

を、参考に示しています。 

県民、ＮＰＯ、企業、大

学、団体、市町村などの

多様な主体による活動

や、社会・経済状況など

様々な要因によって変動

する可能性があります。

プロジェクトの背景や

ねらいを示していま

す。 

土 企

全

総

教

ス

産

柱の番号 
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＜指標・ＫＰＩの数値について＞ 

①数値の区分 

指標・ＫＰＩの内容により、以下の区分を表示しています。 

・単年度：当該年度１年間における数値 

・累計：計画期間以前も含め、単年度の数値を合計した数値 

・計画期間中の累計：計画期間中(2019～2022)の単年度の数値を合計した数値 

・総数：当該年度の特定時点における数値（累計と異なり、時点更新により対象 

から外れた場合は数から除く） 

※表示の無い指標・ＫＰＩは、「単年度」を示しています。 

※「現状」の数値は、一部見込みのものを含みます。実績値が判明した際には、 

指標・ＫＰＩの数値を見直す場合があります。 

②年度・暦年の区分 

 「暦年」で調査している統計等は【暦年】と表示しています。 

※表示の無い指標・ＫＰＩは、「年度」で集計している数値です。 

※「暦年」で調査している統計などであっても、計画上は年度ごとに目標を 

設定しているため、「年度」と表記している箇所があります。 

構成施策 

プロジェクトのねらいの達成

に向けた具体的な取組みの柱 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

の17のゴール（目標）のうち、プ

ロジェクトに関係するゴールを示

しています。 

構成施策に位置付く、具体的な

事業などを示しています。 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

Key Performance indicator の略

称で、実施した施策・事業の進捗

状況や達成の度合いを測るため、

毎年度の目標値を示しています。 

県の取組みによる直接的な成果の

ほか、県の取組みが間接的に影響

し達成される成果もあります。 

＜「市町村」の表記について＞ 

本計画書の中で、「市町村」と表記している箇所

は、原則として県内の全ての市町村を対象としてい

ます。政令市等を除く場合には、「市町村（政令市

を除く）」などと表記しています。 
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白紙 

・
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柱Ⅰ 健康長寿

食・運動・社会参加の実践によるライフステージに応じた未病改善、

地域医療の充実や、介護・福祉サービスの充実、

障がいに対する理解促進などに取り組み、福祉先進県をめざすことにより、

誰もが笑って生き生きとくらし、

健康で長生きできる神奈川を実現します。

○A  ライフステージに応じた未病対策
○B  未病改善を支える社会環境づくり
○C  健康情報の活用による効果的な施策の推進

○A  最先端医療の推進・最新技術の追求
○B  地域医療の推進
○C  医療人材の育成・確保

未病 

医療 

○A  地域包括ケアシステムの推進
○B  認知症の人にやさしい地域づくり
○C  健康・生きがいづくり

○A  障がい児・者の生活を支えるサービスの充実
○B  障がい児・者をとりまく社会的障壁の排除
○C  障がい及び障がい児・者に対する理解促進

高齢者 

障がい 

児・者 

いくつになっても笑いがあふれ元気に生き生きとくらせる神奈川 

最先端医療・最新技術の追求と安心できる地域医療の充実 

高齢者が安心して、元気に、生き生きとくらせる神奈川をめざす 

誰もがその人らしくくらせる地域社会の実現に向けて 

１ 

２ 

３ 

４ 
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柱 

Ⅰ 
健康長寿 

プロジェクト

１
未病 
～いくつになっても笑いがあふれ元気に生き生きとくらせる神奈川～

超高齢社会を迎えている中、子どもから高齢者まで誰もが笑って元気に生き生きとくらせる

ことが重要であり、ＳＤＧｓの目標にも通じています。 

そこで、すべての世代が未病を自分のこととして考え、「かながわ未病改善宣言」に基づ

き、「食・運動・社会参加」の３つを柱とする未病改善に取り組めるよう、企業、団体、市町

村などと連携しながら、ライフステージに応じた対策や、気軽に実践するための環境づくりな

どを推進します。推進に当たっては、ヘルスケア分野において社会システムの革新を起こす人

材の育成や、健康に関する様々なデータ分析や活用を行うなど、より効果的なものとなるよう

取り組みます。 

未病バレー「ビオトピア」（me-byo エクスプラザ） 認知症リスク軽減に向けた取組み

土 教福 産政 ス

指 標 

◆平均自立期間（日常生活動作が自立している期間の平均）【暦年】 ＜厚生労働科学研究＞

2022 年度 男性 81.85 年、女性 85.08 年 ［ 2016 年度実績 男性 79.98 年、女性 83.91 年］ 

◆特定健康診査・特定保健指導の実施率 ＜厚生労働省調査＞ 

特定健康診査の受診率  

2022 年度 67.2％ ［ 2016 年度実績 51.0％ ］ 

    特定保健指導の実施率  

2022 年度 40.6％ ［ 2016 年度実績 13.6％ ］

環 健 国
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

「未病改善」の取組みを行っている人の割合 

（県民ニーズ調査、健康増進課調査）                 （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

58.3 70.0 75.0 80.0 85.0 

オーラルフレイル健口（けんこう）推進員（8020 運動推進員）数（総数） 

（健康増進課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,335 1,395 1,455 1,515 1,575 

Ｋ Ｐ Ｉ 

未病センターの利用者数 

（健康増進課調査）                         （人）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

338,766 369,000 381,000 393,000 405,000 

県立保健福祉大学などにおける公開講座・市民大学受講者数 

（健康増進課調査、保健人材課調査）                 （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

2,746 3,020 3,100 3,180 3,270 

Ｋ Ｐ Ｉ 

未病指標利用者数（累計） 

（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調査）          （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― ― 10,000 50,000 150,000

ＣＨＯ構想推進事業所登録数（総数） 

（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調査）        （事業所）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

400(見込) 600 1,000 1,500 2,000 

A ライフステージに応じた未病対策

○子どもには運動などの重要性、女性には女性特有の健康

課題、高齢者には 8020 運動及びオーラルフレイル(口腔

機能の虚弱)対策を啓発するとともに、医食農同源によ

る食生活の改善やくらしの中に運動の習慣化を取り入れ

る 3033 運動の推進など、県民のライフステージに応じ

た未病改善の取組みをきめ細かく進めます。 

○かながわ糖尿病未病改善プログラムなどの生活習慣病対

策や認知症のリスク軽減に向けた取組みを推進するほ

か、メンタル面で悩みを抱える方へのこころの未病改善

の取組みなどを進めます。 

○健康に無関心や無行動な方々が未病改善に取り組めるよ

う、効果的な普及啓発を進めます。

B 未病改善を支える社会環境づくり

○県民が未病改善に取り組めるよう、企業や市町村などと

連携し、自らの健康状態をチェックでき、専門家の助言

も受けられる未病センターの設置や利用を促進します。 

○県西地域の資源を活用し、未病を改善するため、県西地

域が「未病の戦略的エリア」であることをアピールする

拠点施設である未病バレー「ビオトピア」や未病いやし

の里づくりなどの取組みを推進します。 

○県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科

（ヘルスイノベーションスクール）において、ヘルスケ

ア分野における社会システムの革新を起こす人材の育成

に取り組みます。

○県民自らが健康情報を入手して理解し、適切に活用でき

るよう、公開講座などを開催し、健康リテラシーの向上

に取り組みます。 

〇笑いと社会参加の関連性の実証を踏まえ、社会参加を促

進することにより、笑いあふれるコミュニティの実現を

図り、未病改善を推進します。 

○県営住宅の「健康団地」としての再生、多世代居住のま

ちづくり、未病改善の場としての商店街魅力アップなど

の取組みを推進するとともに、学びから活動の場につな

ぐしくみを創出するなど、県民一人ひとりの社会参加を

促進し、市町村とともに、県民、ＮＰＯ、団体などと連

携して、コミュニティの再生に向けて取り組みます。 

C 健康情報の活用による効果的な施策の推進

○ＩＣＴ（情報通信技術）やビッグデータを活用し、個人

の現在の未病の状態や将来の疾病リスクを数値で見える

化する「未病指標」の構築・活用や、マイＭＥ－ＢＹＯ

カルテの活用、ＣＨＯ（健康管理最高責任者）構想の推

進など、未病改善に向けた個人の行動変容を促す取組み

を行います。

○国民健康保険の制度改革により都道府県が財政運営の責

任主体となったことを踏まえ、県民の健康寿命の延伸や

地域における健康格差の縮小に向けて、保健医療データ

の活用により、県と市町村が連携して地域の健康課題を

分析し、市町村が行う健康づくり事業への積極的な支援

に取り組みます。
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柱 

Ⅰ 
健康長寿 

プロジェクト

２
医療 
～ 最先端医療・最新技術の追求と安心できる地域医療の充実 ～

超高齢社会が到来している中で、県民が必要な最先端医療を含む医療サービスを受けなが

ら、慣れ親しんだ地域で笑いがあふれる生活ができる社会の構築が求められています。 

そこで、再生医療等製品などの実用化・普及の促進や重粒子線治療など最先端医療の推進に

取り組むとともに、地域に根ざした医療の充実や医療人材の育成・確保を図るなど地域医療構

想の推進に取り組み、介護とも緊密に連携する中で、誰もが必要なときに身近な地域で質の高

い医療を安心して受けられる医療先進県をめざします。 

県立がんセンター重粒子線治療室 県立よこはま看護専門学校における授業の様子 

教 産 福 政 健 

指 標 

◆地域医療が充実している二次保健医療圏の数（県内の二次保健医療圏は９圏域）(総数) ＜医療課調査＞

2022 年度 ９圏域 ［ 2015 年度実績 ３圏域］ 

◆75 歳未満の 10 万人当たりのがんによる死亡数【暦年】＜国立がん研究センターがん対策情報センター調査＞ 

2022 年度 63.1 人 ［ 2018 年度実績 69.8 人（推計値） ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

県の支援を受けて、県内に集積する最先端医療関連のベンチャー企業数（総数） 

（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調査）          （社）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

25（見込） 30 50 55 60 

重粒子線治療患者数 

（地方独立行政法人神奈川県立病院機構調査）              （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

340 500 660 760 780 

Ｋ Ｐ Ｉ 

訪問診療を実施している診療所・病院数（総数） 

（厚生労働省調査）                        （箇所）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,698 1,782 1,876 1,962 2,057 

風しんの予防接種者報告件数（累計） 

（健康危機管理課調査）                       （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

88,000 137,000 201,000 264,000 275,000 

Ｋ Ｐ Ｉ 

地域枠医師の県内就業人数（総数） 

（医療課調査）                          （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

36 52 68 86 102 

在宅医療に携わる看護職員の養成数 

（県内の訪問看護ステーションに従事する看護職員数）（総数） 

（厚生労働省調査）                        （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

3,161 3,411 3,661 3,911 4,161 

A 最先端医療の推進・最新技術の追求

○最先端医療の提供を促進するため、国家戦略特区などの

活用とともに「ライフイノベーションセンター（殿町地

区）」や村岡・深沢地区などの最先端のイノベーション

拠点間で連携し、再生医療等製品や革新的医薬品などの

実用化・普及を促進します。

○最新技術を活用し、患者や医療関係者の利便性を改善す

るため、遠隔診療などの実用化に取り組みます。 

○県立病院をはじめとする医療機関において、重粒子線治

療やゲノム医療などの最先端医療や先進的な臨床研究を

推進し、最適な医療を提供します。

〇最先端医療などを目的に来日する外国人を受け入れる医

療ツーリズムについて、地域医療との調和が図られるよ

う、関係団体や市町村と連携して検討を進めます。 

B 地域医療の推進

○身近な地域で安心して医療が受けられるよう、地域医療

構想に基づき、医療機関や関係団体、市町村と連携し

て、病床の機能分化・連携を進め、在宅医療の充実や医

療と介護の連携強化に取り組むとともに、救急、小児・

周産期の医療体制整備、病院前救護の普及や情報提供の

推進に取り組みます。 

○県民がより適切な医療提供を受けられるよう、県立病院

をはじめとする医療機関などで医療情報等を共有するネ

ットワークの構築に取り組みます。 

○「がんを知り、がんと向き合い、がんの克服をめざす神

奈川づくり」を実現するため、がん検診受診促進、がん

医療提供体制の充実、就労支援などのがん患者への支

援、がん教育などのがんとの共生に取り組みます。 

○風しんや新型インフルエンザなどの感染症の予防とまん

延防止のため、「風しん撲滅作戦」に基づく企業への働

きかけや感染症の発生状況等の情報収集、調査・検査、

広報など、感染症対策の推進に取り組みます。 

○うつ病などの精神疾患の患者数が増加する中、精神科医

療の充実に取り組みます。 

C 医療人材の育成・確保

○県民が安心できる地域医療提供体制を整備するため、県

内の医科大学や付属病院と連携し、地域医療支援センタ

ーの運営などを通じた医師の確保・定着に取り組むとと

もに、自治医科大学や医師修学資金を活用した医師の地

域偏在の解消や、医療従事者の勤務環境の改善に取り組

みます。 

○多様な医療ニーズに対応できる質の高い看護師などの確

保に向けて、看護専門学校等での養成や離職防止、再就

業支援に取り組むとともに、今後増大が見込まれる在宅

医療に携わる訪問看護職員の養成・確保・質の向上に取

り組みます。 
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柱 

Ⅰ 
健康長寿 

プロジェクト

３
高齢者 
～ 高齢者が安心して、元気に、生き生きとくらせる神奈川をめざす ～

神奈川は全国屈指のスピードで高齢化が進んでいます。支援が必要な高齢者が増えることが

予想される一方、高齢者も支えられる側としてだけではなく、地域共生社会の実現に向けて、

コミュニティの担い手としてその経験、知識、意欲を生かして活躍していくことが求められて

います。 

 そこで、地域包括ケアシステムの推進、認知症の人にやさしい地域づくり、未病改善などの

健康・生きがいづくりに取り組み、高齢者が住み慣れた地域で安心して、元気に、生き生きと

笑ってくらせる社会の実現をめざします。

介護ロボットを活用したレクリエーション かながわシニアスポーツフェスタ・なぎなた大会

健 政 福 

指 標 

◆死亡者のうち在宅で看取りを行った者の割合（在宅看取り率） ＜高齢福祉課調査＞ 

2022 年度 15.2％ ［ 2018 年度実績 14.6％ ］ 

◆長い人生を充実させるため、コミュニティなど、地域社会との関わりを大切にしている人の割合 

 ＜県民ニーズ調査＞  

2022 年度 60.0％ ［ 2018 年度実績 48.8％ ］ 

国 ス 産 土 教
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

地域包括支援センター職員養成研修（現任者研修）の修了者数 

（高齢福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

160 180 180 180 180 

主任介護支援専門員養成者数（累計） 

（地域福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,167 1,767 2,367 2,967 3,567 

Ｋ Ｐ Ｉ 

認知症サポート医の養成数（累計） 

（高齢福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

320 340 360 380 400 

認知症キャラバンメイト養成者数（計画期間中の累計） 

（高齢福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 200 400 600 800 

Ｋ Ｐ Ｉ 

住民主体の通いの場への参加者数 

（高齢福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

62,800 63,600 64,300 64,700 65,100 

「かながわ人生 100 歳時代ポータル」のページビュー数 

（総合政策課調査）                        （ＰＶ）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 48,000 54,000 60,000 66,000 

A 地域包括ケアシステムの推進 

○地域包括支援センターが地域包括ケアシステムの中核的

な機関として機能を発揮できるよう、人材養成や医療な

ど関係機関との連携強化を支援するとともに、虐待など

権利侵害に適切に対応できるよう、権利擁護のしくみを

充実します。 

○高齢者が安心してくらせる住まいの確保を図るため、サ

ービス付き高齢者向け住宅などの普及や健康団地の取組

みを進めるとともに、介護保険施設などの基盤整備を進

めます。 

○介護サービスを支える人材の養成、確保と資質の向上を

図るため、介護職員や主任介護支援専門員などの養成や

介護分野への参入促進などに取り組むほか、介護職員の

負担軽減に資する介護ロボットの導入やＩＣＴ化を推進

します。 

B 認知症の人にやさしい地域づくり 

○早期診断・早期対応のため、認知症サポート医や認知症

疾患医療センターを中心として、地域の実情に応じて、

認知症初期集中支援チームなどとの連携を強化し、適切

な医療・介護を提供するための体制を整備します。 

○若年性認知症の人に対し、経済的課題や就労・社会参加

など様々な分野にわたり支援するため、若年性認知症支

援コーディネーターを配置するとともに、関係機関と連

携し、自立支援のネットワークを構築します。 

○認知症の人の意思を尊重した支援のため、認知症サポー

ターの講師となるキャラバンメイトの養成を進めるとと

もに、オレンジパートナーなど認知症サポーターの活動

を支援するなど、本人や家族の視点を踏まえた施策を進

めます。 

C 健康・生きがいづくり 

○高齢者が健康で生き生きとした生活を送ることができる

よう、認知症などの未病改善を推進するため、コグニサ

イズなど、市町村が行う「介護予防事業」を支援しま

す。 

○コミュニティの再生に向けて、地域に住む人が互いに協

力し、支え合って生活する地域共生社会のしくみづくり

を市町村とともに、県民、ＮＰＯ、団体などと連携して

進めます。 

○人生 100 歳時代において、ＳＤＧｓのゴールにもなって

いる誰もが健康な社会づくりを実現するため、高齢者が

地域社会で積極的な役割を果たし、生きがいのある生活

を送ることができるよう、高齢者への就業支援や社会参

画活動、生涯学習への支援を進めるとともに、2021 年

に本県で開催する全国健康福祉祭（ねんりんピックかな

がわ 2021）をはじめとした生涯スポーツなどへの支援

に取り組みます。 
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柱 

Ⅰ 
健康長寿 

プロジェクト

４
障がい児・者 
～ 誰もがその人らしくくらせる地域社会の実現に向けて ～

「施設から地域へ」という障がい福祉施策の大きな流れの中で、障がい者の意思決定支援及

び障がい児・者の生活を支える人材の育成やサービスの充実とともに、情報、移動、就労など

の各分野で社会参加を妨げる様々な障壁（バリア）を取り除くことが課題となっています。さ

らに、2016 年７月に津久井やまゆり園で発生した痛ましい事件を機に、障がいに対する理解促

進の重要性が改めて認識されることとなりました。 

そこで、県では、園の再生に取り組むとともに、障がい児・者の生活を支えるサービスの充

実や障がい児・者を取り巻く社会的障壁の排除、さらに、障がいに対する理解促進に取り組

み、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念である誰もがその人らしくくらすことのできる

地域社会の実現を、県民総ぐるみの体制でめざします。 

ともに生きる社会かながわ憲章 医療的ケア児に対する支援 

国福 

指 標 

◆相談支援専門員による障害サービス等利用計画等作成率 ＜厚生労働省調査＞ 

2022 年度 障がい者 63.4％ 障がい児 55.8％ 

［ 2018 年度実績 障がい者 55.3％(見込) 障がい児 47.8％(見込) ］ 

◆障がい者に配慮した行動をとる人が増えたと思う人の割合 ＜県民ニーズ調査＞

2022 年度 50.0％［ 2018 年度実績 46.1％ ］ 

ス 健 土 企 教産
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

県内のグループホームサービスの利用者数（４月～２月の平均値） 

（障害福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

8,820 9,296 9,806 10,325 10,872 

県内のホームヘルプサービスの利用者数（４月～２月の平均値） 

（障害福祉課調査）                        （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

16,772 17,775 18,969 20,164 21,434 

相談支援従事者数（総数） 

 （厚生労働省調査）                         （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,288 1,418 1,548 1,678 1,808 

Ｋ Ｐ Ｉ 

手話講習会の実施事業所数 

 （地域福祉課調査）                       （事業所） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

30 30 30 30 30 

就労系３サービス（就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂ）のサービス利用者数 

（４月～２月の平均値） 

（障害福祉課調査）                         （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

16,413 17,871 19,502 21,237 23,127 

一般就労への年間移行者数 

（障害福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,430 1,612 1,794 2,055 2,316 

Ｋ Ｐ Ｉ 

「ともに生きる社会かながわ憲章」を「知っている」または「言葉は聞いたことが

ある」と答えた人の割合 

（県民ニーズ調査）                         （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

17.0 26.0 34.0 42.0 50.0 

障がい者への差別・偏見があると思う人の割合 

（県民ニーズ調査）                         （％） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

48.4 47.0 46.0 45.0 44.0 

心のバリアフリー推進員養成者数 

（障害福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

70 50 50 50 50 

A 障がい児・者の生活を支えるサービスの充実 

○障がい児・者の地域生活移行を支援するとともに、その

生活を支えるため、障がい福祉サービスを支える人材の

育成やグループホームなどのくらしの場の確保に取り組

みます。 

〇誰も取り残さない、切れ目のない支援を図るため、医療

的ケア児や盲ろう者、難病の方など、ライフステージや

障がい特性に応じた支援に取り組みます。 

〇地域包括ケアシステムを推進するため、医療・介護など

と連携した支援に取り組みます。 

〇障がい児・者の自己決定を尊重し、意思決定支援を推進

するため、相談支援専門員の養成確保や基幹相談支援セ

ンターの設置促進など、相談支援体制の強化に取り組み

ます。 

B 障がい児・者をとりまく社会的障壁の排除 

○障がい児・者の人権を尊重し、権利擁護と虐待防止に取

り組みます。 

〇障がい児・者が安心して自由に移動できるよう、公共施

設などのバリアフリー化に取り組みます。 

〇障がい児・者が必要なサービスを受けられるよう、障が

い特性に応じた情報アクセシビリティの向上や、手話な

どの多様な意思疎通支援に取り組みます。 

〇障がい者の社会参加の促進や日中活動の充実を図るた

め、ライフステージに応じたその人らしい働き方を選択

できるよう、就労相談や訓練などの就労支援に取り組み

ます。 

C 障がい及び障がい児・者に対する理解促進 

○「ともに生きる社会かながわ憲章」の普及啓発に取り組み

ます。 

〇障がい及び障がい児・者に対する差別や偏見を解消し、障

がい児・者がコミュニティの一員としてその人らしくくら

せるよう、文化芸術やスポーツに触れる機会を充実させる

とともに、障がいに対する理解のさらなる促進に取り組み

ます。 

〇障がいへの社会的障壁を取り除くのは社会の責務であると

いう「社会モデル」を理解し、それを自分たちの意識や行

動に反映させる心のバリアフリーの推進に取り組みます。 

〇すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び、共に育つ

ことをめざし、小学校から高校まで連続したインクルーシ

ブ教育を推進します。また、県立特別支援学校において

は、自立と社会参加に向けた教育を進めます。 
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柱Ⅱ 経済のエンジン

安定した分散型エネルギーシステムの構築、

国家戦略特区制度などを活用した成長産業の創出、

観光資源の発掘・磨き上げの促進、

農林水産業の活性化などに取り組むことにより、

経済のエンジンを回し、活力あふれる神奈川を実現します。

○A  再生可能エネルギー等の導入促進
○B  安定した分散型エネルギー源の導入促進
○C  省エネルギーの促進とスマートコミュニティの形成

○A  成長産業の創出・育成
○B  企業誘致などによる産業集積
○C  県内企業の活性化

エネルギー 

産業振興 

○A  観光資源の発掘・磨き上げ
○B  戦略的プロモーションの推進
○C  受入環境の整備

○A  持続可能な経営基盤の確立
○B  農林水産物のブランド力の強化による利用拡大

観光 

農林水産 

かながわスマートエネルギー計画の推進 

明日の県内経済を担う産業づくり 

観光立県かながわの実現をめざして 

農林水産業の活性化による地産地消の推進 

５ 

６ 

７ 

８
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柱 

Ⅱ 
経済のエンジン 

プロジェクト

５
エネルギー 
～ かながわスマートエネルギー計画の推進 ～

東日本大震災を契機に導入が進んできた再生可能エネルギー等については、固定価格買取制

度の見直しなどにより普及が厳しい状況にありますが、国が「第５次エネルギー基本計画」に

おいてその主力電源化を掲げたほか、自然災害による大規模停電をきっかけに、改めて再生可

能エネルギー等の一層の導入と集中型電源から分散型電源への転換が求められています。 

そこで、再生可能エネルギー等の導入加速化や、固定価格買取制度を活用しない自家消費型

の太陽光発電への転換などに取り組み、災害時も停電のない、エネルギー自立型の住宅・ビ

ル・街の実現をめざします。

エネルギー自立型の住宅・ビル・街の実現 横浜綱島水素ステーション 

（出典：FujisawaSST 協議会）

警 企土環 総政 産

指 標 

◆県内の年間電力消費量の削減率（2010 年度比） ＜エネルギー課調査＞ 

2022 年度 11.0％削減 ［ 2016 年度実績 9.3％削減 ］ 

◆県内の年間電力消費量に対する分散型電源による発電量の割合 ＜エネルギー課調査＞ 

2022 年度 25.0％以上 ［ 2016 年度実績 13.5％ ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

太陽光発電設備の導入量（総数） 

（エネルギー課調査）                       （万 kW）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

85（速報値） 320 365 410 455 

太陽光発電に係るイベントなどへの来場者数 

 （エネルギー課調査）                        （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

35,000（見込） 36,000 37,000 38,000 40,000 

Ｋ Ｐ Ｉ 

ガスコージェネレーションの導入量（総数） 

（コージェネ財団調査）                      （万kW） 

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

58（速報値） 92 108 113 118 

水素ステーションの設置数（総数） 

（エネルギー課調査）                       （箇所） 

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

13 19 25 30 35 

Ｋ Ｐ Ｉ 

地球温暖化防止活動推進員の人数（総数） 

（環境計画課調査）                         （人）

 現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

228 250 260 270 280 

ＺＥＨの設置数（総数） 

（エネルギー課調査）                        （件）

 現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

1,559 20,000 35,000 50,000 65,000 

A 再生可能エネルギー等の導入促進

○再生可能エネルギー等の導入を促進し、災害時も停電の

ないくらしを実現するため、自家消費型太陽光発電への

導入支援や、民間事業者と連携した太陽光発電の共同購

入による導入拡大に取り組むとともに、普及啓発を進め

ます。また、農地を活用するソーラーシェアリングの普

及拡大を促進します。 

○多様な再生可能エネルギーの導入と地産地消を図るた

め、小水力発電などの導入の促進に取り組みます。 

B 安定した分散型エネルギー源の導入促進

○発電出力が不安定な太陽光発電などの再生可能エネルギ

ーの安定した利用などを図るため、蓄電池の導入支援

や、電気自動車（ＥＶ）を蓄電池として活用可能とする

Ｖ２Ｈ（Vehicle to Home）、ガスコージェネレーショ

ンの普及に取り組みます。 

○水素エネルギーを日常の生活や産業活動で利活用する

「水素社会」の実現に向けて、水素需要の拡大に不可欠

な、燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入促進や、水素ステ

ーション、産業車両用水素供給設備の整備促進を図ると

ともに、普及啓発に取り組みます。 

C 省エネルギーの促進とスマートコミュニティの形成

○地球温暖化を防止するため、地球温暖化防止活動推進員

による普及啓発活動など、事業者や家庭に向けた省エネ

ルギー対策などに取り組むとともに、県民一人ひとりの

ライフスタイルの転換を促進します。 

○ＳＤＧｓのゴールであるエネルギーや気候変動対策など

の推進につながるスマートコミュニティの形成に向け

て、エネルギー自立型の住宅・ビル・街の実現を図るた

め、ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）及びビ

ル（ＺＥＢ）の導入促進や、ＺＥＨ化が困難な既存住宅

の省エネ化の促進に取り組みます。 
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柱 

Ⅱ 
経済のエンジン 

プロジェクト

６
産業振興 
～ 明日の県内経済を担う産業づくり ～

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなどの第４次産業革命の波は、あらゆる産業・社会生活を劇的に変

革する可能性を秘めており、経済発展と社会的課題解決を両立する新たな社会「Society5.0」

が国において提唱されている中、産業構造の転換が一層進んでいくことが予測されます。 

また、少子高齢化の進展による人手不足や海外との競争の激化などから、企業経営は楽観視

できない状況が続くと見込まれ、さらなる県内経済の活性化が求められています。 

そこで、国家戦略特区をはじめとした特区制度なども活用し、最先端医療やロボットなどの

成長産業の創出・育成を図るとともに、ベンチャー支援や企業誘致、企業経営の未病改善によ

り、県内産業の活性化を図り、持続可能な県内経済の実現をめざします。 

江の島プロジェクト 自動運転バス 企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート 

福 政 産

指 標 

◆企業経営の未病が改善した企業の割合 ＜中小企業支援課調査＞ 

（「未病ＣＨＥＣＫシート」をもとに、支援機関に相談した企業のうち、改善した企業の割合） 

2022 年度 80％ ［ 2018 年度実績 ― ］ 

◆開廃業率の差（開業率から廃業率を引いた差） ＜中小企業支援課調査＞ 

2022 年度 4.4 ポイント [ 2017 年度実績 3.9 ポイント ］

土

24



具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

未病産業研究会を通じた未病産業関連商品の事業化件数（累計） 

  （ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調査）           （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

50（見込） 75 100 125 150 

生活支援ロボットの商品化件数 

（産業振興課調査）                         （件） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

５ ５ ５ ５ ５ 

Ｋ Ｐ Ｉ 

企業立地支援件数（計画期間中の累計） 

（企業誘致・国際ビジネス課調査）                  （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 50 100 150 200 

県内で進められている地域経済牽引事業件数（総数） 

（産業振興課調査）                         （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

７ 18 27 27 27 

A 成長産業の創出・育成

○最先端医療関連産業の創出・拡大を図るため、国家戦略

特区や京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特

区などの活用とともに、「ライフイノベーションセンタ

ー」をはじめとする最先端のイノベーション拠点間で連

携し、製品などの市場展開に必要な基盤的取組み、再生

医療等製品、革新的医薬品などの実用化を推進します。 

○神奈川発の未病産業の創出・拡大を図るため、未病産業

研究会を中心に産学公連携を促進し、地域課題解決手法

の検討や商品開発支援などを促進します。 

○海外機関との覚書（ＭＯＵ）などにより構築した協力体

制を活用し、ライフサイエンス関連の県内企業・大学な

どの海外展開などを促進するため、最新動向セミナーの

場を活用したマッチングなどの取組みを推進します。 

○ドローンや自動運転など様々な生活支援ロボットの実用

化・普及を図り、関連産業の成長を促すため、「さがみ

ロボット産業特区」の取組みを推進します。

○成長性の高いベンチャー企業の創出や育成を図るため、

大学生などの起業準備者による事業の立ち上げ、スター

トアップビザなどを活用した外国人による起業活動の促

進などに取り組みます。 

B 企業誘致などによる産業集積

○県内経済の活性化と雇用の創出を図るため、経済的イン

センティブによる支援やプロモーション活動の重点的な

展開などにより、県外・国外からの企業誘致や県内企業

の投資の促進に取り組みます。 

○地域の成長発展の基盤強化を図り、県内経済の健全な発

展に資するため、ライフサイエンスなどの成長分野にお

いて、地域の特性を生かして高い付加価値を創出する地

域経済牽引事業の促進・支援に取り組みます。 

C 県内企業の活性化

○中小企業・小規模企業が、経営状況が下降する前から兆

しに気づき、早期に必要な対策を講じることにより企業

経営をより健全な状態に近づけていく、「企業経営の未

病改善」の取組みを推進します。 

○県内中小企業の海外展開を支援するため、民間企業等と

連携し、セミナーや商談会を開催するとともに、「神奈

川インダストリアルパーク事業※」などにより進出の準

備段階から操業後までの総合的な支援に取り組みます。 

※進出要望の多いベトナムにおいて、民間企業が整備・運営する集合貸

工場の一部を活用するもの。 

○県内産業界のイノベーションを促すため、地方独立行政

法人神奈川県立産業技術総合研究所を中心に基礎研究か

ら事業化までの一貫した支援を行うほか、大企業、大学

などと連携して、県内中小企業の技術高度化の促進に取

り組みます。 

Ｋ Ｐ Ｉ 

企業経営の未病に気づき支援機関に相談する企業数 

（中小企業支援課調査）                      （企業）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 10,000 10,000 10,000 10,000 

神奈川発新技術の実用化件数（累計） 

（（地独）神奈川県立産業技術総合研究所調査）            （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

134 143 154 166 179 

企業への技術支援件数（累計） 

（（地独）神奈川県立産業技術総合研究所調査）            （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

87,123 132,299 178,551 225,880 274,285 
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柱 

Ⅱ 
経済のエンジン 

プロジェクト

７
観光 
～ 観光立県かながわの実現をめざして ～

観光産業は裾野が広く、神奈川の経済において重要な役割を担うことが期待されています。 

ラグビーワールドカップ 2019TMや東京 2020 大会の開催に向けて、国内外から観光客を呼び込

む取組みを加速するとともに、その後の展開も見据えて、地域の活性化や雇用の促進などにつ

なげるため、持続可能で発展的な観光施策に取り組む必要があります。 

そこで、魅力ある観光地の形成など、観光資源の発掘・磨き上げを進めるとともに、戦略的プ

ロモーションの推進、受入環境の整備など、観光消費額の一層の増加につながる取組みを推進し

ていくことで、誰もが訪れたくなる「観光立県かながわ」の実現をめざします。

観光地（箱根） 外国人目線による観光資源の発掘・磨き上げ 

教土政 国

指 標 

◆観光消費額総額【暦年】 ＜観光庁「観光入込客統計に関する共通基準」＞ 

2022 年度 １兆 3,500 億円 ［ 2017 年度実績 １兆 610 億円 ］ 

◆入込観光客数【暦年】 ＜神奈川県入込観光客調査＞ 

2022 年度 ２億 1,200 万人 ［ 2017 年度実績 ２億 69 万人 ］ 

 ◆延べ宿泊者数【暦年】 ＜観光庁「宿泊旅行統計調査」＞ 

2022 年度 2,600 万人泊  ［ 2018 年度実績 2,035 万人泊（速報値） ］ 

 ◆外国人延べ宿泊者数【暦年】 ＜観光庁「宿泊旅行統計調査」＞ 

   2022 年度 320 万人泊   ［ 2018 年度実績 252 万人泊（速報値） ］

環 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

新たな観光の核づくり地域入込観光客数【暦年】 

（神奈川県入込観光客調査）                    （万人）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

344 356 362 368 374 

ナイトタイムエコノミー・早朝型観光向け観光資源数（総数） 

（国際観光課調査）                         （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 100 150 180 200 

Ｋ Ｐ Ｉ 

民間事業者と連携したプロモーション事業数（計画期間中の累計） 

（観光部調査）                           （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 40 80 120 160 

「観光かながわＮＯＷ」宿泊施設紹介のページビュー数 

（観光企画課調査）                        （ＰＶ）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 100,000 400,000 500,000 600,000 

アンテナショップ「かながわ屋」来店者数 

（観光企画課調査）                        （万人）

現状(2018) 

（７月 10日～）
2019 2020 2021 2022 

７（見込） 10 11 12 13 

Ｋ Ｐ Ｉ 

観光客満足度 

（神奈川県観光客消費動向等調査／神奈川県外国人観光客実態調査）   （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

60.0 63 66 70 70 

おもてなし人材育成人数（計画期間中の累計） 

（観光部調査）                           （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 1,000 2,000 3,000 4,000 

A 観光資源の発掘・磨き上げ

○横浜、鎌倉、箱根に次ぐ海外にも強力に発信できる魅力

的な観光地の創出をめざすため、新たな観光の核づくり

地域（城ヶ島・三崎地域、大山地域、大磯地域）の主体

的な取組みの支援や県内の他の観光地と組み合わせた広

域周遊の促進など、魅力ある観光地の形成に取り組みま

す。 

○観光消費の拡大につなげるため、県内の観光資源のさら

なる発掘・磨き上げを行い、参加者の消費単価の高いＭ

ＩＣＥ※１の誘致を進めるとともに、ナイトタイムエコ

ノミー※２や早朝型観光など宿泊客を呼び込むコンテン

ツや、マグカル（マグネット・カルチャー）など地域の

魅力を生かしたコンテンツづくりなどを推進します。 

〇多様なニーズに対応した 1,000 通りの周遊型・体験型ツ

アーの企画・商品化を促進するとともに、新たなニーズ

に対応するため、既存の観光コンテンツに体験型の要素

を付加するなど、さらなる磨き上げを行います。 

B 戦略的プロモーションの推進

○観光消費額を引き上げるため、ＭＩＣＥ参加者や富裕

層、国内外から東京に集まる観光客など、民間事業者と

連携しながら、ターゲットを明確化した戦略的プロモー

ションに取り組みます。 

○宿泊客を呼び込むため、ナイトタイムエコノミーや早朝

型観光向け観光資源などの地域の魅力と合わせて、宿泊

施設の魅力を発信します。

○観光客の情報入手手段の多様化に対応するため、ホーム

ページやＳＮＳなど多様なデジタルツールを活用した観

光情報の発信を進めるとともに、アンテナショップを拠

点に、「かながわの名産 100 選」など魅力的な産品の情

報を発信します。 

C 受入環境の整備

○国内外から神奈川を訪れる観光客が、快適で安全・安心

な旅ができる環境づくりを進めるため、観光関連施設等

における多言語化やキャッシュレスの促進など、観光客

の利便性向上を図るとともに、安全・安心の確保に向け

た取組みを充実します。 

○おもてなしの向上を図るため、観光関連事業者などを対

象にした人材育成講座や研修会を開催するほか、観光ボ

ランティアガイド団体の活動などを支援します。 

※１ 企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive 

Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント

(Exhibition/Event）の頭文字から成る造語。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなど

の総称。 

※２ 「夜間経済の活性化」を意味し、日没から翌朝までの間も、昼間と同様の経済活動を行うこと

で地域経済の活性化を行う取組み。 
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柱 

Ⅱ
経済のエンジン 

プロジェクト

８
農林水産 
～ 農林水産業の活性化による地産地消の推進 ～

神奈川の農林水産業は、担い手不足や高齢化による経営体の減少が続いており、このままで

は、県民の身近で営まれる農林水産業のメリットを生かした地産地消が立ち行かなくなる可能

性があります。 

そこで、持続可能な農業の促進などＳＤＧｓの目標にも資する取組みとして、新規就業の促

進や意欲ある経営体の育成支援、ＩＣＴやロボット技術を活用した生産技術の開発・普及など

持続可能な経営基盤を確立するとともに、県民ニーズに応じた新鮮で安全・安心な農林水産物

の提供を支援します。また、ブランド力の強化により、農林水産物の利用拡大を図ります。こ

うした取組みにより、農林水産業の活性化を図り、地産地消を推進します。

酪農業の担い手 かながわブランドフェア 

産環 

指 標 

◆農林水産物の産出額【暦年】 ＜農林水産省調査、水産課調査＞ 

  2022 年度 911 億円 ［ 2017 年度実績 911 億円※］ 

＜内訳＞ 

農産物 2022 年度 675 億円 ［ 2017 年度実績 675 億円 ］ 

畜産物 2022 年度 163 億円 ［ 2017 年度実績 163 億円 ］ 

水産物 2022 年度  72 億円 ［ 2016 年度実績  72 億円※ ］ 

林産物 2022 年度   1 億円 ［ 2016 年度実績   1 億円※ ］ ※ 水産物、林産物については、2016 年度産出額 

◆「地元でとれた新鮮な野菜や魚を食べられること」に満足している人の割合 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 28％ ［ 2018 年度実績 26.9％ ］
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

農林水産業への新規就業者数 

（農業振興課調査、森林再生課調査、水産庁新規漁業就業者数等調査、水産課調査）

（人）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

121 136 137 141 141 

スマート農業技術導入戸数（累計） 

（農政課調査、農業振興課調査）                   （戸）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

80 121 137 153 164 

資源管理に取り組む魚種数 

（水産課調査）                           （種）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

16 17 18 19 20 

認定農業者等への農地集積率（総数） 

（農地課調査）                           （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

20 21 22 23 24 

Ｋ Ｐ Ｉ 

県産農畜水産物の販路拡大件数 

（農政課調査、畜産課調査、水産技術センター調査）          （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

26 26 26 26 26 

県産木材の利用量 

（森林再生課調査）                         （ ）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

「かながわブランド」の認知度 

（県民ニーズ調査）                         （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

72 74 76 78 80 

A 持続可能な経営基盤の確立

○意欲ある持続可能な経営体を育成するため、就業相談や

マッチング会、研修・教育を実施するとともに、就業後

も経営感覚に優れた担い手を育成するための技術・経営

指導や研修会などを行うことにより、農林水産業の新た

な担い手の確保と育成支援に取り組みます。 

〇農業経営の発展に向けた法人化や持続可能性を確保する

ための農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入支援に取り組

みます。また、畜産農場における飼養衛生管理向上の取

組み（農場ＨＡＣＣＰ）を推進します。 

○かながわらしい新品種などの育成、品質や収穫量の向上

や省力化など生産性を高めるためのＩＣＴやロボット技

術などを活用したスマート農業技術、畜舎からの臭気対

策など環境に配慮した生産技術、機能性表示食品制度を

活用するための生産技術などの開発と普及に取り組みま

す。また、海洋資源の持続可能な利用を推進するため、

科学的根拠に基づく魚種ごとの資源評価などに取り組み

ます。

○生産基盤の整備・保全を進めるため、農地中間管理機構

などと連携した担い手への農地の集積、ほ場、林道、漁

港などの整備や生産緑地などの農地の保全に取り組みま

す。 

○県民ニーズに応じた新鮮で安全・安心な農林水産物を提

供するため、農林漁業者に対する生産技術・経営指導に

取り組みます。また、生産者と小売業者や食品加工業者

などの実需者とマッチングするための商談会の開催、水

産加工品の開発、６次産業化の取組みや、卸売市場への

支援に取り組みます。 

○かながわ認証木材の安定利用を図るため、県産木材の生

産から消費までの流通過程における認証制度の活用促進

に取り組みます。 

○県内産農林水産物のブランド力を高めるため、かながわ

ブランドやかながわブランドサポート店の登録を推進

し、県民の認知度向上を図ります。また、かながわブラ

ンドサポート店と連携したＰＲ・販売促進活動を展開

し、百貨店やレストランなどにおける利用拡大に取り組

みます。 

B 農林水産物のブランド力の強化による利用拡大
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柱Ⅲ 安全・安心

自助・共助・公助の連携をさらに推進し、

大規模地震などの自然災害等への対策、

犯罪や交通事故などの治安上の課題への対応、

県民のくらしの不安の解消などに取り組むことにより、

安全で安心してくらせる神奈川を実現します。

○A  自助・共助の取組みの促進
○B  災害対応力の強化
○C  災害に強いまちづくり

減災 

○A  県民に不安を与える犯罪の抑止・検挙
○B  交通事故の防止

○A  犯罪などの起きにくい地域社会づくり
○B  犯罪被害者などへの支援
○C  消費者トラブルへの対応と未然防止に向けた取組み

治安 

安心 

災害に強いかながわ 

犯罪や事故のない安全で安心なまちづくり 

日常生活における安心の実現 

９ 

10 

11 
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柱 

Ⅲ 
安全・安心 

プロジェクト

９
減災 
～ 災害に強いかながわ ～

 豪雨や台風による土砂災害や、洪水、高潮など、風水害による甚大な被害が全国各地で発生

しています。また、神奈川では、切迫性が懸念されている南海トラフ地震や首都直下地震など

の地震や津波、さらに火山噴火への対策も必要です。 

 そこで、災害発生時に県民や観光客などのいのちを守るため、地震災害対策推進条例に基づ

く自助・共助の取組みを促進するほか、防災関係機関の災害対応力の強化や、河川、土砂災害

防止施設の整備、上下水道施設の耐震化などの防災・減災対策に取り組み、災害に強いかなが

わをめざします。

ビッグレスキューかながわでの医療救護活動訓練 総合防災センターでの子どもへの防災教育 

全安 

指 標 

◆大地震などの災害がおきても３日間はくらせるように、防災の準備ができている人の割合 

＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 42％ ［ 2018 年度実績 38.8％ ］ 

◆「地震、台風、火災などへの対策が十分に整っていること」に関する満足度 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 17％ ［ 2018 年度実績 13.5％ ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

「かながわシェイクアウト（いっせい防災行動訓練）」の参加人数（事前登録者

数） 

（災害対策課調査）                        （万人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

207 200 200 200 200 

ディザスターシティを使用した訓練への消防団員及び自主防災組織の延べ参加人数 

（消防学校調査）                          （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 2,300 2,300 2,300 2,300 

迅速・円滑な避難を支える津波避難施設を整備拡充した県内沿岸市町数（累計） 

（災害対策課調査）                        （市町） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

10 11 12 13 14

Ｋ Ｐ Ｉ 

津波の被害が想定される県内沿岸市町の津波避難訓練の実施率 

 （災害対策課調査）                         （％） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

80 100 100 100 100 

ビッグレスキュー、かながわ消防などの訓練参加人数 

（くらし安全防災局総務室調査）                    （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 

Ｋ Ｐ Ｉ 

護岸の整備延長（累計） 

（河川課調査）                          （Ｋｍ） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

90.4 90.7 91.0 91.3 91.6 

洪水調節施設の供用箇所数（累計） 

（河川課調査）                          （箇所） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

５ ５ ６ ７ ７ 

土砂災害防止施設の整備箇所数（計画期間中の累計） 

 （砂防海岸課調査）                        （箇所） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 10 19 29 39 

A 自助・共助の取組みの促進

○災害への備えや災害発生時の行動などの防災に関する知

識を普及するため、総合防災センターの体験施設の活用

や学校での防災教育、シェイクアウト訓練などに取り組

むとともに、要配慮者、外国人を含む県民などへの県ホ

ームページやＳＮＳを活用した情報提供による啓発を進

め、防災意識の向上を図ります。 

○消防防災力の強化や災害への備えを充実するため、消防

団・自主防災組織の強化など、市町村やコミュニティの

自助、共助の取組みを支援します。 

B 災害対応力の強化

○災害発生時の迅速・的確な応急活動や県民の避難行動に

つなげるため、防災行政通信網の再整備などによる災害

時などの被害情報の的確な収集・伝達体制の強化や、海

岸・港湾監視カメラと道路監視カメラの整備による情報

提供の体制の充実を図ります。 

○地震、火山活動、津波、高潮、土砂災害などの災害に備

え、ビッグレスキューかながわなどの関係機関が連携し

た訓練や、かながわ消防の初動対応力の強化、かながわ

版ディザスターシティ（県消防学校の災害救助訓練施

設）の活用などを通じて、防災関係機関の災害救助対応

力の強化を図るとともに、地域の医療救護体制の強化、

帰宅困難者対策、災害用備蓄資機材の整備、災害対応ロ

ボットの実証実験の支援などに取り組みます。 

C 災害に強いまちづくり

○自然災害から県民の生命や財産を守るため、河川、土砂

災害防止施設などの整備と維持管理を進め、「山・川・

海」の連続性をとらえた総合的な土砂管理に取り組みま

す。 

○災害時における応急対応機能を確保するため、県有施設

や橋りょう、上下水道施設の耐震化などを推進するとと

もに、建築物の倒壊による人的被害の軽減を図るため、

民間の大規模建築物などの耐震化を促進します。 
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柱 

Ⅲ 
安全・安心 

プロジェクト

10
治安 
～ 犯罪や事故のない安全で安心なまちづくり ～

少子高齢化が進展する中、高齢者を狙った特殊詐欺や子ども・女性に対する犯罪の被害は依

然として後を絶たず、また、コミュニケーションやビジネスにおける情報通信技術の活用が不

可欠となる中でサイバー空間における脅威が増大しています。 

加えて、ストーカーや、配偶者からの暴力、児童虐待など、個人的な関係や家庭内などの私

的領域で生じる事案に対しても、一人ひとりの安全を確保していくために、的確な対処が必要

です。 

そこで、犯罪の抑止・検挙活動の強化、人身安全関連事案に対する的確な対処を行うととも

に、安全で快適な交通環境を整備することにより、県民が安全で安心してくらせる地域社会の

実現をめざします。

サイバー犯罪の取締り 

県民の安全・安心を守るパトカー 繁華街をパトロールする警察官 

安 警 

指 標 

◆「犯罪や交通事故がなく安全で安心してくらせること」に関する満足度 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 27.0％ ［ 2018 年度実績 26.6％ ］ 

◆「今住んでいる地域は、夜、一人歩きをしても安全だ」と思う人の割合 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 66.0％ ［ 2018 年度実績 65.9％ ］ 

教健 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

地域住民と連携した地域安全活動等の実施回数【暦年】

（県警察本部調査）                         （回） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

4,919 5,000 5,000 5,000 5,000 

サイバー犯罪の被害防止に向けた広報啓発活動【暦年】                 

（県警察本部調査）                         （回） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,291 1,300 1,300 1,300 1,300 

Ｋ Ｐ Ｉ 

交通事故死者数【暦年】                             

（県警察本部調査）                         （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

162 150 以下 150 以下 150 以下 150 以下 

交通安全教育の実施回数【暦年】                                    

（県警察本部調査）                         （回） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

8,660 9,400 9,400 9,400 9,400 

A 県民に不安を与える犯罪の抑止・検挙

○特殊詐欺をはじめ、県民が不安に感じる犯罪などを抑

止・検挙するため、警察官などによる街頭パトロールを

強化するとともに、ＡＩを含むＩＣＴなどを活用した治

安基盤の整備を推進します。 

○ストーカー、ＤＶ、児童虐待などの事案に的確に対処す

るため、関係行政機関などとの連携を一層強化します。 

○県民の日常生活の一部となっているサイバー空間の安

全・安心を確保するため、サイバーセキュリティ対策に

係る体制を強化し、取締活動や官民一体となった被害防

止活動を推進します。 

○組織犯罪を撲滅するため、組織犯罪情報の集約・分析を

徹底し、暴力団による犯罪、薬物銃器犯罪及び外国人犯

罪の取締りや犯罪収益対策※を推進します。 

○東京 2020 大会の開催など、我が国に国際的な注目が集

まる中、多数の人が利用する公共交通機関、大規模集客

施設などの管理者や重要インフラ事業者などと連携し、

官民一体となったテロ対策を推進します。 

※犯罪によって得た収益（犯罪収益）の移転防止やはく奪などの諸対策 

B 交通事故の防止

○交通事故から県民を守るため、社会情勢や県内の交通事

故実態の分析結果などを踏まえ、交通事故抑止に資する

交通指導取締りを行います。 

○認知機能検査や運転免許の自主返納制度などの効果的な

推進など、高齢運転者に対する交通安全対策を徹底しま

す。 

○交通弱者である高齢者や子どもなどに対して、対象に応

じた効果的な交通安全教育を推進します。

○安全で快適な交通環境を整備するため、交通実態に対応

した総合的な交通規制などを推進するとともに、交通安

全施設の整備を適切に推進します。

35



柱 

Ⅲ 
安全・安心 

プロジェクト

11
安心 
～ 日常生活における安心の実現 ～

県内の刑法犯認知件数は減少していますが、高齢者を狙った特殊詐欺が多く発生するなど、

県民のくらしへの不安は依然として高いことから、地域における防犯活動の活性化をはじめと

した県民が犯罪に遭わないための対策が必要です。そして万一犯罪などに遭われた場合には、

早期に平穏な日常生活を取り戻すための支援が必要です。 

また、悪質商法の被害など消費者トラブルの未然防止や成年年齢の引下げに伴う消費者教育

の充実も重要です。 

そこで、犯罪の起きにくい地域社会づくりの取組みを推進するほか、犯罪被害者などへの支

援や、消費者トラブルへの対応など、県民が安心してくらせる社会の実現をめざします。

安全・安心キャンペーンの取組み 成年年齢引下げへの対応啓発資料 

警 安 

指 標 

◆安全・安心なまちづくりのための地域活動に参加したい人の割合 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 52.0％ ［ 2018 年度実績 48.6％ ］ 

◆安全で安心な消費生活の確保に関する施策に満足している人の割合 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 21.0％ ［ 2018 年度実績 17.1％ ］ 

教
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

各種防犯キャンペーンの参加人数                                    

（くらし安全交通課調査）                      （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ディスカッション方式の防犯セミナーの受講者数                          

（くらし安全交通課調査）                      （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 330 330 330 330 

自主防犯活動団体の登録数（総数）                                            

（くらし安全交通課調査）                      （団体）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

2,334 2,345 2,350 2,355 2,360

Ｋ Ｐ Ｉ 

犯罪被害者などに対する理解促進講座の実施回数 

 （くらし安全交通課調査）                       （回） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

９ 10 10 10 10 

「いのちの大切さを学ぶ教室」の実施回数【暦年】 

（県警察本部調査）                          （回） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

52 80 80 80 80 

Ｋ Ｐ Ｉ 

県の消費生活相談員及び行政職員が行う市町村支援件数 

（消費生活課調査）                         （件） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

30 36 36 36 36 

消費者教育を担う様々な主体と連携した消費者教育の場の設定           

（消費生活課調査）                         （回） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

６ ７ ７ ７ ７ 

高校などに対する新たな教材を活用した出前講座の開催回数 

（消費生活課調査）                               （回） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 15 30 30 30 

B 犯罪被害者などへの支援

A 犯罪などの起きにくい地域社会づくり

○防犯意識の向上に向けて、子どもへの防犯対策などの情

報発信や普及啓発に取り組みます。また、自転車の安全

で適正な利用に向けた条例による取組みを促進します。 

○コミュニティにおける主体的な防犯活動が継続・活性化

するよう、防犯ボランティア活動の人材の育成や理解促

進に取り組みます。 

○地域の防犯力を高めるために、防犯カメラなどの有効性

を広く呼び掛けるとともに、設置を検討している団体な

どに対するアドバイスを行うなど、県民による安全・安

心なまちづくりを支援し、防犯体制の充実に取り組みま

す。

○社会全体で特殊詐欺撲滅の機運を高めるため、官民一体

となった対策を推進します。 

○犯罪被害者などが受けた被害を回復、軽減し、平穏な日

常生活をとり戻すことができるよう、かながわ犯罪被害

者サポートステーションや 24 時間体制で相談・支援を

行うかながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援セ

ンター「かならいん」などにおける支援を充実するとと

もに、県民・事業者の犯罪被害者などに対する理解促進

や支援人材の育成などに取り組みます。 

○次世代を担う子供たちに被害者を思いやり、加害者にな

らない意識を育むため、中学・高校生を対象とした「い

のちの大切さを学ぶ教室」を実施します。 

C 消費者トラブルへの対応と未然防止に向けた取組み

○複雑・多様化する消費者問題に対応するため、かながわ

中央消費生活センターの機能向上を図るとともに、県内

のどこでも同じ水準の消費生活相談を受けられるよう、

県全体の相談機能の充実に向けて、市町村を支援しま

す。 

○市町村や消費者団体、企業、ＮＰＯなど消費者教育の担

い手となる、様々な主体と連携して、県民への消費者教

育の充実や情報提供に取り組むとともに、悪質事業者へ

の指導を強化するなど、消費者被害未然防止に向けて取

組みを推進します。 

○民法改正により、2022 年４月から成年年齢が 18 歳以上

となることから、成年年齢の引下げを見据えた若年者へ

の消費者教育などを充実します。 
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白紙 

・

38



柱Ⅳ ひとのチカラ

女性の活躍支援、子ども・子育てへの支援、

生きる力を高める学びや学校教育、文化芸術やスポーツに親しむ機会の充実、

産業人材の育成や就業支援などに取り組むことにより、

誰もが自らのチカラを発揮し、一人ひとりが輝いて、

心豊かに躍動する神奈川を実現します。

○A  あらゆる分野における男女共同参画 
○B  職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの実現 
○C  暴力や差別のない健やかで安心なくらし 

誰もがお互いを尊重し、共に参画し活躍できる社会づくり 

男女 

共同参画 

○A  結婚から育児までの切れ目ない支援
○B  支援を必要とする子どもを守る体制づくり
○C  青少年の健全育成と自立の支援

○A  生涯にわたる学びの推進
○B  生涯にわたる学びを支える環境づくり

○A  県民の文化芸術活動の充実
○B  文化資源を活用した地域づくりの推進
○C  文化芸術の振興を図るための環境整備

子ども・

青少年 

学び・教育 

文化芸術 

○A  誰もが生涯を通じて楽しめるスポーツ活動の推進
○B  スポーツ活動を拡げる環境づくりの推進
○C  大規模なスポーツイベントを盛り上げ、レガシーを創出・継承する取組み

○A  就業支援の充実
○B  産業を支える人材育成
○C  外国人材の育成・活躍支援

スポーツ 

雇用 

子ども・青少年が健やかに成長できるかながわをめざして 

生涯を通じたかながわの人づくり 

文化芸術の魅力で人を引きつけ、心豊かで活力ある地域の実現 

誰もが生涯にわたりスポーツに親しめる社会の実現 

一人ひとりが輝きながら働ける神奈川 

12 

13

14 

15 

16 

17 
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柱 

Ⅳ 
ひとのチカラ 

プロジェクト

12
男女共同参画 
～ 誰もがお互いを尊重し、共に参画し活躍できる社会づくり ～

様々な分野で女性の活躍が進む一方、長時間労働をはじめとする男性中心型労働慣行や性別

による役割分担意識は依然として根強く残っており、出産や介護に伴う女性の就業継続やキャ

リア形成を難しくするとともに、家庭や地域活動への男性の参画を阻む大きな壁となっていま

す。 

 そこで、あらゆる分野における男女共同参画を一層進めるため、固定的な役割分担意識の解

消や企業における働き方改革の取組みを促進するとともに、配偶者等からの暴力防止や、様々

な困難を抱えた女性などに対する支援に取り組み、誰もが互いの人権を尊重し、性別にかかわ

りなく、共に生き、共に参画し、笑ってくらせる社会をめざします。 

かながわ女性の活躍応援団リーフレットより 次世代を担う農業者をめざすかながわ

農業アカデミーの学生 

土産環 安 福 

指 標 

◆「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」という考え方について「そう思わない」人の割合 

                                   ＜県民ニーズ調査＞

2022 年度 82.0％ ［ 2018 年度実績 81.4％ ］ 

◆25～44 歳の女性の就業率 ＜神奈川県労働力調査＞ 

2022 年度 76.0％  ［ 2018 年度実績 72.0％ ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

県の審議会等における女性委員の割合 

（内閣府調査）                           （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

36.4（見込） 38.9 40.0 40.4 40.8 

民間事業所の女性管理職（課長相当職以上）の割合 

（かながわ男女共同参画センター調査）                （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

7.8 9.1 10.4 11.7 13.0 

Ｋ Ｐ Ｉ 

ワーク・ライフ・バランスのセミナー等への参加者数 

（労政福祉課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

150（見込） 150 150 150 150 

民間の介護休業利用事業所割合 

（かながわ男女共同参画センター調査）                （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

26.8 27.9 29.0 30.1 31.2 

Ｋ Ｐ Ｉ 

デートＤＶ防止啓発講座開催数 

（かながわ男女共同参画センター調査）                （回）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

４ ４ ５ ５ ６ 

母子家庭等就業・自立支援センター事業による就業者数 

（子ども家庭課調査）                        （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

80 80 80 80 80 

A あらゆる分野における男女共同参画

○かながわ女性の活躍応援団や神奈川なでしこブランド事

業などの女性活躍推進の取組みにより、ＳＤＧｓのゴー

ルにも掲げられているあらゆる分野における男女共同参

画を進めます。 

○女子高校生などの理系志望や、女性農業者の経営参画な

ど、女性の参画が進んでいない分野への女性の参画を支

援します。 

○性別を理由とした固定的な役割分担の概念、例えば「男

は仕事、女は家庭」といった意識を解消するため、ライ

フキャリア教育の普及促進や様々な啓発活動を通じて、

男女共に仕事と家庭の責任を分かち合える社会をめざし

ます。 

B 職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの実現

○子どもを産み育てながら働き続けたい女性や再就職を希

望する女性に対して、一人ひとりのニーズに合わせた支

援を行うとともに、誰もが多様で柔軟な働き方ができる

よう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた企業の

職場環境づくりを促進します。 

○育児・介護を理由とした本人の意に反する離職をなく

し、男女が共に責任を分かち合い、仕事と家庭の両立が

可能となるよう、保育所の整備などを進める市町村の取

組みへの支援や、介護保険施設の整備など、育児・介護

などの基盤整備を図ります。 

C 暴力や差別のない健やかで安心なくらし

○配偶者等からの暴力を含むあらゆる暴力の根絶をめざし

て、若年層に向けたデートＤＶ防止の啓発や、配偶者暴

力相談支援センターにおける各種相談及び被害者の緊急

一時保護、自立支援を行います。また、ＳＮＳを活用し

た配偶者等からの暴力に関する相談窓口の設置を検討し

ます。 

○ひとり親家庭や高齢単身女性など、様々な困難を抱えた

女性の自立を支援します。また、性的マイノリティの

方々が周囲の無理解や偏見に苦しむことのないよう「か

ながわＳＯＧＩ※派遣相談」などの事業を実施し、多様

な性のあり方について理解を深め、人権が尊重される社

会をめざします。 

※Sexual Orientation & Gender Identity の略称。性的指向（好きにな

る性別）と、性自認（自分がどんな性別だと思うかという認識）のこ

と。
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13
子ども・青少年 
～ 子ども・青少年が健やかに成長できるかながわをめざして ～ 

女性の就業率が上昇し、保育所や放課後児童クラブへのニーズが増加する中、核家族化や地

域のつながりの希薄化に伴い、子育ての悩みや不安を相談できる相手が身近にいないことなど

が課題となっています。多くの若者が家庭を持つ希望をかなえるためにも、社会全体で子育て

を支えるしくみの充実が重要です。 

また、児童虐待、子どもの貧困、ひきこもり、インターネットトラブルなど、子ども・青少

年をとりまく環境は厳しさを増しています。 

そこで、結婚から育児までの切れ目ない支援を通じて少子化対策に取り組むとともに、支援

を必要とする子どもを守る体制づくりや、青少年の健全育成と社会的自立の支援を行い、すべ

ての子ども・青少年が健やかに成長できるかながわをめざします。

子どもたちに絵本の読み聞かせをする保育士 夏休みロボットプログラム 

警 教健 土福 

指 標 

◆「安心して子どもを生み育てられる環境が整っていること」に関する満足度 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 20％ ［ 2018 年度実績 16.2％ ］ 

◆保育所等利用待機児童数 ＜次世代育成課調査＞ 

2022 年度 0 人 ［ 2018 年度実績 867 人 ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

保育士・保育所支援センターを利用して就職に結びついた保育士数 

（次世代育成課調査）                        （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

136 152 158 164 170 

かながわ子育て応援パスポートの協力施設数（総数） 

（次世代育成課調査）                       （施設）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

3,487 3,565 3,640 3,715 3,790 

Ｋ Ｐ Ｉ 

里親の新規認定登録数 

（子ども家庭課調査）                        （組）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

22 24 26 28 30 

いじめ認知件数のうち、「解消」した割合 

（神奈川県児童・生徒の問題行動等調査）               （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ｋ Ｐ Ｉ 

神奈川県青少年保護育成条例の内容を知っている保護者の割合 

（青少年課調査）                          （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

63.2 64.0 66.0 68.0 70.0 

地域若者サポートステーションで支援を受けた人の就職率 

（青少年課調査）                          （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

40.0（見込） 44.0 46.0 48.0 50.0 

A 結婚から育児までの切れ目ない支援

○安心して子育てができる環境の整備を図るため、市町村

と連携して保育所などの多様な教育・保育サービスの充

実や県独自地域限定保育士試験の実施をはじめとする保

育士確保対策に取り組み、待機児童ゼロの早期実現をめ

ざします。また、小学生の放課後対策の充実を図りま

す。 

○結婚支援、小児・周産期医療体制の整備、市町村の子育

て世代包括支援センターへの支援など切れ目なく支援を

行うとともに、かながわ子育て応援パスポートの拡大な

どにより、社会全体で子育てを応援し、子どもの笑いが

あふれる社会をめざします。 

B 支援を必要とする子どもを守る体制づくり

○児童虐待の防止を図るため、児童相談所、市町村、学

校、警察などが連携して、子どもや家族の支援に取り組

みます。また、様々な理由で家族とくらすことができな

い子どもが、家庭と同様の環境で養育されるよう、里親

センターを中心に里親の確保を推進します。 

○貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境整備

や教育の機会均等の確保を図るため、子どもの貧困に関

する理解を促進するとともに、生活保護世帯の子どもや

生活困窮の懸念が高いひとり親家庭への支援などに取り

組みます。 

○いじめや暴力行為、不登校など課題を抱えた児童・生徒

を支援するため、スクールソーシャルワーカー及びスク

ールカウンセラーの配置、ＳＮＳを含む多様な教育相

談、「いのちの授業」の取組みを充実させ、学校や地

域、家庭、関係機関などとの連携強化を図ります。 

C 青少年の健全育成と自立の支援

○社会全体で協力し、青少年をとりまく社会環境の健全化

を図るため、有害な社会環境に対する規制や自主規制の

推進、スマートフォンなどの適正利用の促進など、青少

年保護育成条例などに基づく取組みや啓発活動を推進し

ます。 

○青少年の社会的自立を図るため、ひきこもりやニートな

ど困難を有する青少年の様々な悩みに対する総合的な相

談や、ＮＰＯへの活動支援、ひきこもり支援ウェブサイ

トの運営、演劇などを活用した取組みなど自立に向けた

支援を進めます。また、地域若者サポートステーション

において職業的な自立を支援します。
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14
学び・教育 
～ 生涯を通じたかながわの人づくり ～

少子化による児童・生徒数の減少、グローバル化の進展、ＡＩなどをはじめとする技術革新

やそれに伴う産業・就業構造の変化など、社会環境は急速に変化しています。また、健康寿命

が延びており、人生 100 歳時代を迎えています。そうした中、人生を豊かに、笑って生きるた

め、社会環境の変化に対応し、生涯にわたって能動的に学び続けることで自らの能力を高める

とともに、それを様々な場面で発揮することが期待されています。 

そこで、県立高校改革をはじめとした一人ひとりの「生きる力」を高める学校教育の充実、

県民の生涯にわたる学びの機会の提供、学校などを核として地域におけるコミュニティの形成

を図るなど学びを支える環境づくりに取り組み、生涯を通じたかながわの人づくりを進めま

す。

ＡＬＴ（外国語指導助手）による授業 県立歴史博物館の古文書講座 

警 福 政 教 

指 標 

◆高校生活を振り返って満足した生徒の割合 ＜高校教育課調査＞

2022 年度 90.0％ ［ 2018 年度実績 83.9％ ］ 

◆教師が、自分のよいところを認めてくれていると思う生徒の割合（中学校） ＜文部科学省調査＞ 

2022 年度 90.0％ ［ 2018 年度実績 79.6％ ］ 

◆教師が、自分のよいところを認めてくれていると思う児童の割合（小学校） ＜文部科学省調査＞ 

2022 年度 90.0％ ［ 2018 年度実績 83.1％ ］ 

◆県立社会教育施設の利用者が満足と回答した割合  ＜生涯学習課調査＞ 

2022 年度 90.0％ ［ 2018 年度実績 － ］

産
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

県立学校施設開放の利用回数 

（生涯学習課調査）                          （回）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

16,000 16,300 16,600 17,100 17,250 

問題解決能力が向上したと回答した生徒の割合 

（高校教育課調査）                          （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 

Ｋ Ｐ Ｉ 

求められる英語力（ＣＥＦＲ※ Ｂ２レベル以上）を有する英語担当教員（高等学校）

の割合（総数）

（英語教育実施状況調査）                      （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

67.5（推計値） 70.0 72.0 74.0 75.0 

県立高校の耐震化率（累計） 

（教育施設課調査）                          （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

76.8 79.4 82.7 87.8 94.4 

A 生涯にわたる学びの推進 

○県民に生涯にわたる学びの機会を提供できるよう、県立

社会教育施設での展示や講座の開催、県立学校での施設

開放などに取り組むとともに、ＮＰＯ・大学などと連携

しながら学びの機会の充実を図ります。 

○子どもたちの学びや成長を地域で継続的に支えられるよ

う、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動を推進

します。 

○学校における組織的な授業改善や体力向上に関する取組

み、キャリア教育、シチズンシップ教育などを通じて、

子どもたちの「生きる力」を育み、高めます。 

○これからの社会をたくましく生きる力を育むため、グロ

ーバル化や情報化などに対応した教育を推進します。ま

た、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）による持続

可能な社会の創り手の育成や、「逆さま歴史教育」、

「いのちの授業」、科学への興味・関心を高め、理解を

深める取組みなども推進します。 

○共生社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同

じ場で共に学び、共に育つことをめざし、小学校から高

校まで連続したインクルーシブ教育を推進します。ま

た、医療的ケアを必要とする児童・生徒の支援を行いま

す。 

○県立特別支援学校においては、自立と社会参加に向けた

教育を進めるとともに、ＩＣＴを活用した授業などを通

じて、教育の充実を図ります。 

Ｂ 生涯にわたる学びを支える環境づくり 

○県民に快適な学びの環境を提供し、資料の展示・保存に

適した環境を維持するため、県立社会教育施設の老朽

化・長寿命化対策を進め、魅力向上に取り組みます。 

○学校教育の質の向上を図るため、教員採用試験の改善や

教職員研修の充実・改善を進めるなど、意欲と指導力の

ある教職員の確保・育成に取り組みます。 

○魅力あふれる公立学校づくりを進めるため、県立高校で

の舞台芸術科や建設科の新設など生徒や社会のニーズを

踏まえた学科改編、生徒数や地域バランスなどに配慮し

た再編・統合などに取り組みます。また、私立高校のさ

らなる魅力向上を図るため、公立高校との連携・協調な

どを通じて、活性化の促進に取り組みます。 

○県立特別支援学校については、横浜北部方面特別支援学

校の開校や小田原養護学校湯河原・真鶴方面分教室の開

設に向けた整備を進めます。 

○安全・安心で快適に学べる教育環境の整備を図るため、

県立学校の校舎などの耐震化・老朽化対策、トイレ環境

の整備、特別教室などへの空調設備の設置や災害対応力

の強化などに取り組むとともに、生徒のＩＣＴ環境の整

備を進めます。また、教員の業務の見直しや外部人材な

どの活用を図り、教員の働き方改革を推進します。 

※Common European Framework of Reference for Languages の略称。外国語の学習

者の習得状況を示す際に用いられる枠組み。教員に求められているＢ２レベル

は、「自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題

でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張しない

で普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について、明

確で詳細な文章を作ることができる。」（ブリティッシュ・カウンシル、ケンブ

リッジ大学英語検定機構）とされている。 
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15
文化芸術 
～ 文化芸術の魅力で人を引きつけ、心豊かで活力ある地域の実現 ～

文化芸術により真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな県民生活と、活力に満ちた地域づく

りの実現が求められています。特に、東京 2020 大会に向け、伝統芸能を含む文化芸術により地

域のにぎわいを創出するとともに、その成果をレガシーとして、大会後もコミュニティの活性

化に生かしていくことが必要です。

 そこで、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグカル（マグネ

ット・カルチャー）の取組みのさらなる展開を図るとともに、笑いがあふれる社会の実現を後

押しします。また、年齢や障がいなどにかかわらず、子どもから大人まで、あらゆる人の文化

芸術活動の充実を図ることで、共生社会づくりに寄与するとともに、心豊かな県民生活の実現

に向けて取り組みます。

セーリングワールドカップシリーズ江の島大会 

における和太鼓の演奏 
神奈川芸術劇場 

教福 国

指 標 

◆県文化芸術事業参加者数 ＜文化課調査＞ 

2022 年度 1,694,000 人 ［ 2018 年度実績 1,283,000 人（見込）］ 

◆神奈川県民ホール、神奈川芸術劇場、県立音楽堂、かながわアートホール及び神奈川近代文学館の

利用者満足度 ＜文化課調査＞ 

2022 年度 97％ ［ 2018 年度実績 97％］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

伝統芸能の体験・ワークショップ等の回数 

（文化課調査）                           （回）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

12 13 13 14 14 

共生共創事業の公演等の参加者数 

（文化課調査）                           （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

2,800(見込) 5,000 5,400 5,700 6,000 

マグカルシアター等参加者数 

 （文化課調査）                           （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

7,000(見込) 10,000 10,200 10,400 10,500 

Ｋ Ｐ Ｉ 

神奈川文化プログラム認証件数 

（文化課調査）                           （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

400(見込) 420 450 450 450 

県文化芸術振興審議会が選定した質の高い文化芸術活動を行う非営利活動団体数 

（文化課調査）                          （団体）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

36 37 38 39 40 

Ｋ Ｐ Ｉ 

県立文化施設で育成した文化芸術を担う人材数（計画期間中の累計） 

（文化課調査）                           （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 133 266 399 532 

「マグカル・ドット・ネット」のページビュー数 

（文化課調査）                          （ＰＶ）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

357,231 364,600 372,200 379,800 387,400 

A 県民の文化芸術活動の充実

○県内各地域の伝統的な文化芸術を次代に継承していくた

め、市町村との連携による地域の伝統芸能の発表の場を

設け、県内外に発信していくとともに、技術・技能の継

承者の育成に取り組みます。 

○年齢や障がいなどにかかわらず、子どもから大人まで、あら

ゆる人が文化芸術に親しめるよう、鑑賞・参加機会を確保す

るとともに、年齢や障がいなどで異なる鑑賞・参加の手法な

どを整理し、文化芸術を通じた共生社会実現の環境づくりを

進めます。 

○神奈川の文化芸術の将来を担う人材を輩出するため、県

立施設などにおいて、あらゆる人を対象とした鑑賞事

業、体験事業を実施していきます。特に、県立青少年セ

ンターではマグカルシアターなどの取組みを軸として舞

台芸術の裾野を広げるとともに、神奈川芸術劇場では国

際的に通用する人材を育成する取組みを推進します。 

B 文化資源を活用した地域づくりの推進

〇文化資源を活用した地域づくりを進めるため、文化芸術

の魅力を発信する文化プログラムについて、官民一体と

なったオール神奈川による展開と定着を図ります。特に

東京 2020 大会を契機に、インバウンドも意識した展開

を図り、その後もレガシーとして地域の継続的な活性化

につなげます。 

〇県内の文化資源の発掘に努め、その具体的な活用を進め

ます。また、地域の活性化などに活用可能な文化資源に

ついては、市町村、文化芸術団体、芸術家などとの連携

により有効活用を図ります。 

C 文化芸術の振興を図るための環境整備

○地域からの持続的な文化芸術の振興が図られるよう、市

町村との会議による情報交換や、市町村や文化芸術団体

と協力した事業の実施や人材育成の支援に取り組みま

す。 

○県内外にマグカルのファンが広がるよう、芸術・文化イ

ベントなどの情報を一元的に発信するポータルサイトで

ある「マグカル・ドット・ネット」による情報発信や情

報誌を発行するなど、情報発信の強化に取り組むととも

に、ホームページや情報誌などでの多言語による情報提

供を推進します。 
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柱 

Ⅳ 
ひとのチカラ 

プロジェクト

16
スポーツ 
～ 誰もが生涯にわたりスポーツに親しめる社会の実現 ～ 

ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 大会、ねんりんピックかながわ 2021 が３年続け

て順次開催されます。これらを契機にスポーツに対する関心の高まりが見込まれる中、誰もが

生涯にわたりスポーツに親しむことができる地域社会の実現とともに、スポーツイベントの成

果を次世代へも継承していくことが求められています。 

そこで、この機会を捉え、乳幼児から高齢者までのライフステージに応じたスポーツ活動を

推進し、未病の改善や健康寿命の延伸につなげていくとともに、スポーツ環境の基盤となる

「人材」の育成と「場」の充実など、スポーツ活動を拡げる環境づくりを一層推進します。 

また、東京 2020 大会等を成功に導くことで、それらのレガシーの創出継承に取り組みます。

こうした取組みを通して、すべての人が自分の運動機能などに応じて、スポーツを「する」

「観る」「支える」ことができるよう「かながわパラスポーツ」を推進し、誰もが、いつで

も、どこでも、いつまでもスポーツに親しみ、笑いがあふれる生涯スポーツ社会の実現をめざ

します。

ラグビー教室 東京 2020 大会２年前イベント 

教土健 福 国ス

指 標 

◆子どもの週３回以上のスポーツ実施率 ＜保健体育課調査＞ 

2022 年度 55％ ［ 2018 年度実績 46.5% ］ 

◆成人の週１回以上のスポーツ実施率 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 65％ ［ 2018 年度実績 50.6% ］ 

政 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

体力テスト総合評価５段階評価のうち、Ｄ、Ｅの児童の割合 

（保健体育課調査）                          （％） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

31.9 30.5 29.5 28.5 27.5 

成人が一週間に３回以上１日 30 分程度のスポーツを習慣的に行っている割合 

(県民ニーズ調査)                                                  （％） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

28.2 29 30 31 32 

高齢者のスポーツ等の交流大会である、かながわシニアスポーツフェスタの参加者数 

(スポーツ課調査)                         （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

3,088  3,800 3,900 4,000 4,100 

Ｋ Ｐ Ｉ 

ＰＤＣＡサイクルなどにより運営改善を図る総合型地域スポーツクラブの割合 

（スポーツ課調査）                          (％)

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

32.5 50.0 60.0 70.0 75.0 

かながわパラスポーツ関連事業への参加者数 

 (スポーツ課調査)                          (人) 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

12,000(見込) 13,000 14,000 14,500 15,000 

Ｋ Ｐ Ｉ 

東京 2020 大会等の機運醸成や、大会後のレガシーとなるスポーツ推進に資する 

取組みを主体的に実施する市町村数(累計)  

（オリンピック・パラリンピック課調査)                           (市町村） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

15 23 33 33 33 

県民スポーツ月間の参加者数 

(スポーツ課調査)                         （人） 

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

379,394 390,000 400,000 410,000 420,000 

A 誰もが生涯を通じて楽しめるスポーツ活動の推進

〇子どもの頃からスポーツに親しむ意欲や態度を育成し、

生涯を通じて豊かなスポーツライフの基礎作りができる

よう取り組みます。 

〇スポーツを日頃行う機会が少ない成人期においても、１

日 30 分・週３回・３か月間継続して運動やスポーツを

行う「3033運動」の推進などを通じて、くらしの中にス

ポーツを習慣として取り入れることをめざします。 

〇2021年に本県で開催する高齢者を中心とするスポーツな

どの総合的祭典である全国健康福祉祭（ねんりんピック

かながわ2021）や、かながわシニアスポーツフェスタの

開催などを通じて、健康・生きがいづくりに取り組みま

す。 

〇地域で子どもから高齢者まで世代を超えて、ラジオ体操

やウォーキングなどを行うことにより、運動習慣を確立

し、基礎体力の向上や、地域交流を図ります。 

B スポーツ活動を拡げる環境づくりの推進

○県民の誰もが生涯を通じて様々な形でスポーツ活動に親

しむことができるよう、スポーツ環境の基盤となる「人

材」の育成と、公共スポーツ施設や県立学校体育施設な

どの活用促進などスポーツをする「場」の充実に取り組

むとともに、総合型地域スポーツクラブの質的充実を図

ります。 

〇障がい者がスポーツに関心をもち、日常的にスポーツに

親しむことができるよう、障がい者スポーツの推進に取

り組みます。 

〇神奈川育ちのアスリートの活躍を通して、県民が誇りと

喜び、夢と希望を持ち、スポーツへの関心を高めること

ができるよう、全国レベルで活躍するアスリートの育成

と競技力向上に取り組みます。 

〇スポーツ医・科学の知見を活用して、スポーツによる未

病の改善の実践と検証を行います。 

C 大規模なスポーツイベントを盛り上げ、レガシーを創出・継承する取組み

〇ラグビーワールドカップ 2019TMや江の島で開催されるセ

ーリング競技をはじめとした東京 2020 大会等の開催準

備、聖火リレー、事前キャンプの受入れを通じた機運醸

成などに取り組み、大会を成功に導くことで、その価値

を次の世代へも継承し、スポーツの普及推進につなげま

す。 
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柱 

Ⅳ 
ひとのチカラ 

プロジェクト

17
雇用 
～ 一人ひとりが輝きながら働ける神奈川 ～

人生 100 歳時代において、超高齢社会を乗り越え経済のエンジンを回していくためには、働

き方改革を進め、働く意欲のあるすべての人がその能力を発揮し、生き生きと働くことができ

る社会の実現が求められています。 

そこで、ワーク・ライフ・バランスの実現や労働環境の整備を支援し、若年者、中高年齢

者、女性、障がい者などの多様なニーズに対応した就業支援、企業と求職者のニーズに対応し

た人材育成を進めるとともに、新たな労働の担い手として外国人材の育成・活躍支援などに取

り組み、一人ひとりが輝きながら働くことができる神奈川の実現をめざします。 

職業訓練（溶接） 職業訓練（機械ＣＡＤ） 

教 健 福 政 産

指 標 

◆完全失業率【暦年】 ＜神奈川県労働力調査＞ 

2022 年度 ２％台  ［ 2018 年度実績 2.3％ ］ 

◆１人当たり月所定外労働時間(事業所規模 30 人以上）【暦年】 ＜神奈川県毎月勤労統計調査＞ 

2022 年度 10.5 時間  ［ 2017 年度実績 12.6 時間 ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

「かながわ若者就職支援センター」でキャリアカウンセリングを利用した者の就職

等進路決定率 

（雇用対策課調査）                          （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

35.0（見込） 39.0 43.0 46.5 50.0 

「シニア・ジョブスタイル・かながわ」でキャリアカウンセリングを利用した者の

就職等進路決定率 

（雇用対策課調査）                          （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

25.0（見込） 30.0 35.0 40.0 45.0 

「マザーズハローワーク横浜」でキャリアカウンセリングを利用した者の就職等進路

決定率 

（労政福祉課調査）                             （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

18.0（見込） 18.5 19.0 19.5 20.0 

障がい者雇用率 

（厚生労働省障害者雇用状況報告）                    （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

2.01 2.09 2.19 2.30 2.32 

Ｋ Ｐ Ｉ 

産業技術短期大学校への外国人材の受入れ人数 

（産業人材課調査）                         （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― ― 10 10 10 

外国人家事支援人材の雇用人数 

（労政福祉課調査）                         （人）

現状 
（2019.1.1現在）

2019 2020 2021 2022 

457 550 610 660 700 

A 就業支援の充実

○不本意ながら非正規雇用で働き続けている方や就業意欲

の高い高齢者、子育て中の女性などの多様なニーズに対

応するため、国と連携して、「かながわ若者就職支援セ

ンター」、「シニア・ジョブスタイル・かながわ」及び

「マザーズハローワーク横浜」においてキャリアカウン

セリングなどによる就業支援に取り組みます。 

○働き方改革を進めるため、仕事と生活の両立の実現に向

け、企業に対してワーク・ライフ・バランスの重要性に

ついて普及啓発するとともに、テレワーク導入などによ

る労働環境の整備支援に取り組みます。 

○2018年４月から法定雇用率の算定基礎に加わった精神障

がい者を含め、障がい者の雇用を促進するため、障害者

雇用促進センターにおいて中小企業への個別訪問などの

支援を行うとともに、フォーラムの開催などによる普及

啓発に取り組みます。また、障害者職業能力開発校にお

いて職業能力開発を実施します。 

B 産業を支える人材育成

○地域の産業を支える人材の確保、優れた技術･技能の継

承、さらに、ＡＩやＩoＴなど技術革新の進展を見据え

た人材育成を図るため、職業技術校や産業技術短期大学

校において、企業や求職者のニーズに応じた職業能力開

発や就職支援、中小企業の在職者のスキルアップ支援な

どに取り組むとともに、農業、工業や商業などの県立の

専門学科高校における教育内容を充実します。 

C 外国人材の育成・活躍支援

○出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）

の改正により、外国人材の受入れが進められる中、県で

は、産業技術短期大学校への留学生の受入れなど、外国

人材の育成・活躍支援を行うとともに、女性の活躍を推

進するため、国家戦略特区における規制改革を活用した

家事支援外国人受入事業の適正かつ確実な実施を進めま

す。 

○国の制度を踏まえ、外国人介護福祉士を養成・確保する

しくみづくりを行うほか、経済連携協定に基づく外国人

看護師・介護福祉士候補者の学習支援などの取組みを進

めます。 

Ｋ Ｐ Ｉ 

総合職業技術校における修了者の３か月後の就職率 

（産業人材課調査）                           （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

94.5 95.0 95.0 95.0 95.0 

総合職業技術校などにおいて新たに実施する求職者訓練及び在職者訓練のコース数 

（産業人材課調査）                        （コース）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

２（見込） ２ ２ ２ ２ 
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柱Ⅴ まちづくり

魅力的な地域づくり、多文化理解の推進、

多様な主体による協働連携の推進、自然環境の保全、環境問題への対応、

交通ネットワークの充実などに取り組むことにより、

地域の個性が輝き、人を引きつけ、

次世代に引き継げる魅力にあふれた神奈川を実現します。

○A  人を呼び込む地域づくり
○B  関係人口の創出を通じた移住・定住の促進
○C  地域産業の振興支援

地域資源を生かした地域活性化をめざして 

地域活性化 

○A  多文化理解の推進
○B  外国籍県民等も安心してくらせる地域社会づくり
○C  外国人が活躍できる環境づくり

○A  多様な主体による協働連携の推進
○B  ＮＰＯの自立的活動に向けた支援

○A  生物多様性の保全        ○C  都市のみどりの保全と活用 
○B  森林と里地里山の保全と活用   ○D  動物愛護管理の推進 

多文化共生 

協働連携 

自然 

○A  気候変動への対応
○B  循環型社会づくり
○C  大気・水環境の保全

○A  交流と連携を支える交通ネットワークの充実 
○B  活力と魅力あふれる強靭なまちづくりの推進 

環境 

都市基盤 

多文化共生の地域社会づくり 

NPOなど多様な主体による協働型社会の実現 

多様な生物を育む自然環境の保全と活用 

次世代につなぐ、いのち輝く環境づくり 

次世代に引き継げる持続可能な県土の形成をめざして 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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柱 

Ⅴ 
まちづくり 

プロジェクト

18
地域活性化 

～ 地域資源を生かした地域活性化をめざして ～

神奈川は、首都圏に位置し、都市化が進んでいる一方で、森・川・海が連なる豊かな自然環

境にも恵まれており、それぞれの地域に魅力ある資源やライフスタイルがあります。 

そこで、こうした地域の特性や資源を活用し、人口減少が進む三浦半島地域や県西地域を中

心に人を呼び込むプロジェクトを推進するとともに、将来の移住につながるよう、来訪した人

と地域の人との多様な交流機会を創出するほか、コミュニティの核となる商店街の活性化や地

域産業の振興を進めることで、新たな活力と住む人・訪れる人の笑いを生み出し、地域の活性

化を図ります。

未病バレー「ビオトピア」 ちょこっと田舎でオシャレな神奈川 

産国 ス 

指 標 

◆三浦半島地域（鎌倉市を除く）における観光客消費額【暦年】 ＜観光企画課調査＞ 

2022 年度 30,800 百万円 ［ 2017 年度実績 25,545 百万円 ］ 

◆県西地域における観光客消費額【暦年】 ＜観光企画課調査＞ 

2022 年度 124,000 百万円 ［ 2017 年度実績 119,909 百万円 ］ 

 ◆人口が転出超過の市町村数【暦年】（総数） ＜総務省調査＞ 

2022 年度 10市町村 ［ 2018 年度実績 14 市町村 ］ 

環 政 土 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

未病バレー「ビオトピア」の来場者数 

（地域政策課調査）                         （万人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

50(見込) 55 60 65 70 

水源地域への交流人口 

（土地水資源対策課調査（指定管理者調査を含む））             （万人）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

89.0 97.3 98.6 100.6 102.6 

三浦半島地域における各種イベント参加人数【暦年】 

（地域政策課調査）                          （人） 

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

124,945 132,000 135,000 138,000 141,000 

Ｋ Ｐ Ｉ 

市町村で実施した関係人口に関するイベント等への参加者数 

（地域政策課調査）                          （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 1,500 3,000 4,500 6,000 

県や市町村の相談を経由して移住した人数 

（地域政策課調査）                          （人）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

16 53 72 89 96 

Ｋ Ｐ Ｉ 

県内外から人を引きつけるために魅力を高める取組みを行う商店街団体の数 

（商業流通課調査）                         （団体）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

29(見込) 30 30 30 30 

中小企業が作成した「地域産業資源を活用した地域活性化のための事業計画」が、

国に認定された件数 

（中小企業支援課調査）                       （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

２(見込) ２ ２ ２ ２ 

A 人を呼び込む地域づくり

○未病の戦略的エリアである県西地域の活性化を図るた

め、未病バレー「ビオトピア」を核として、「未病の改

善」をキーワードに、県西地域における食、運動、いや

しなどの多彩な地域資源を生かした「県西地域活性化プ

ロジェクト」を推進します。 

○神奈川最大の水がめである宮ヶ瀬湖をはじめ、神奈川の

豊かな水を育み守ってきた水源地域の活性化を図るた

め、ダム湖と周囲の自然環境を生かしたイベントの実施

や魅力の発信などに取り組みます。 

○神奈川の海の魅力を発信する「かながわシープロジェク

ト」の取組みなど、国内外から多くの観光客を呼び込む

ための新しい観光魅力づくりを進展させます。 

○三浦半島地域の活性化を図るため、「海」や「食」な

ど、三浦半島地域の多様な資源の魅力を生かした「三浦

半島魅力最大化プロジェクト」を推進します。また、湘

南国際村ににぎわいを生み出すことで、三浦半島全体の

活性化につなげていきます。 

○魅力ある観光地の形成に向けて、新たな観光の核づくり

をはじめ、各地において地域主体で取り組む魅力づくり

を支援し、観光地の魅力向上を推進します。 

B 関係人口の創出を通じた移住・定住の促進

○地域や地域の人と多様にかかわる関係人口※に着目し、

将来の移住につなげるため、都心に近く繰り返し訪れや

すいという神奈川の強みを生かし、伝統行事やボランテ

ィア活動、農業体験などを通じた多様な交流機会の創出

に取り組みます。 

※移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、その中間

の、地域や地域の人々と多様にかかわる方 

〇県内各地の魅力を生かした個性的なライフスタイルを発

信し、県内への移住・定住の促進に取り組みます。 

C 地域産業の振興支援

○県内外から人を引きつけるために商店街の魅力を高める

事業など、地域商業の持続的な活性化への取組みを支援

するとともに、商店街をめぐる観光ツアーを展開しま

す。 

〇消費者の利便性と事業者の生産性を向上させるキャッシ

ュレスを推進するため、商店街などの導入希望のある事

業者を支援します。 

○伝統的工芸品、農林水産物、観光資源など、神奈川にあ

る魅力的な地域資源の発掘・活用を促進し、地域の特色

ある産業の振興を図ります。 

○地域が自律的に成長発展していくため、地域経済を牽引

する中核企業の創出を支援します。 
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19
多文化共生 
～ 多文化共生の地域社会づくり ～

 神奈川には、多岐にわたる国籍の外国籍県民等がくらしています。また、入管法の改正もあ

り、今後さらなる増加が見込まれます。そうした中で、外国籍県民等が抱える課題は教育や子

育て、高齢化など多様化、複雑化しています。また、県内の大学などには多くの留学生が在籍

しており、就職・生活・交流など留学生の様々なニーズへの対応も求められています。 

 そこで、外国籍県民等がくらしやすい環境づくり、神奈川でくらし学ぶ留学生への支援、地

域における多文化理解の推進などに取り組み、国籍にかかわらず、お互いが理解し合い、県民

一人ひとりが生きがいを持って共に笑い、心豊かにくらすことができる多文化共生の地域社会

づくりを進めます。

世界の子どもたち 多文化共生イベントの一幕 

教産福 国

指 標 

◆「外国人と日本人が国籍、民族、文化の違いを理解し、認め合ってともに暮らすこと」を重要だと 

思う人の割合 ＜県民ニーズ調査＞   

2022 年度 70％  ［ 2018 年度実績 64.9％ ］ 

◆国内に就職した留学生数 ＜神奈川県内大学等在籍留学生調査＞   

2022 年度 1,710 人［ 2018 年度実績 980 人 ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

多文化共生イベントの参加者の満足度 

（国際課調査）                             （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

69 72 75 78 80 

地球市民かながわプラザの利用者数 

（国際課調査）                            （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

461,000(見込) 462,000 463,000 464,000 465,000 

Ｋ Ｐ Ｉ 

医療通訳実施率 

（国際課調査）                            （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

91.5(見込) 92.0 92.5 93.0 93.5 

多言語支援センター対応件数 

（国際課調査）                            （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

2,860 3,045 3,230 3,415 3,600 

Ｋ Ｐ Ｉ 

県内大学等在籍留学生数（総数） 

（国際課調査）                            （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

13,239 14,000 16,000 18,000 20,000 

「かながわ国際ファンクラブ」会員数（総数） 

（国際課調査）                            （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

7,328 7,960 8,635 9,315 10,000 

A 多文化理解の推進

○国籍などの違いを越えて、多様性を理解し、一人ひとり

が互いに認め合うことができる社会を実現するため、

「あーすフェスタ」や「ベトナムフェスタ」など多文化

共生関連イベントを実施するとともに、友好交流先との

国際交流を推進します。

○地域における多文化理解を推進するため、地球市民かな

がわプラザを中心とした学習機会や情報の提供を行いま

す。 

○多様性を理解し、外国籍県民等の人権を尊重するため、

学校などにおける人権教育や、ヘイトスピーチ解消に向

けた取組みを実施します。 

B 外国籍県民等も安心してくらせる地域社会づくり

○外国籍県民等も、言葉の壁などにより不便や疎外感を感

じることなく、コミュニティの一員として共にくらす環

境を整えるため、日本語講座、医療通訳、県立高校など

における通訳支援や災害時における多言語支援などを実

施します。 

○外国籍県民等が安心・安全に過ごすことができる環境を

つくるため、多言語支援センターなどの相談窓口の運営

や外国籍県民等を支援する人材の育成により、総合的な

相談体制を整えます。 

C 外国人が活躍できる環境づくり

○留学生が安心して学べる環境を整えるため、神奈川に親

しみを持つ国内外の外国人の方々及びその方々を支える

人々の集まりである「かながわ国際ファンクラブ」を活

用し、神奈川ゆかりの外国人などのネットワーク化を推

進します。また、「かながわ国際ファンクラブ」の拠点

である「ＫＡＮＡＦＡＮ ＳＴＡＴＩＯＮ」を活用し、

大学・企業などと連携して、留学生へ就職・生活・交流

などニーズに応じた支援などを行います。 

○外国人が学び、活躍できる環境を整えるため、神奈川の

強みを生かして海外からの研修員を受け入れるととも

に、日本語を母語としない方への県立高校進学に関する

支援を実施します。 
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20
協働連携 
～ ＮＰＯなど多様な主体による協働型社会の実現 ～

複雑化・多様化する地域課題や社会課題に対し、県民、ＮＰＯ、企業、大学、行政など多様

な主体による協働連携や、コミュニティによる助け合いがますます重要になっています。ま

た、休眠預金などを活用して民間主導による民間公益活動を促進する制度がスタートし、課題

解決に向けた活動の拡大や多様化が期待されています。県内では、従来から多くのＮＰＯが地

域課題の解決に取り組んでいますが、その一方で、依然としてその活動基盤は不安定な状況に

おかれています。 

そこで、多様な主体の交流の場づくりなどにより協働連携を推進するとともに、ＮＰＯが県

民の参加や寄附を得ることで自立的・安定的に活動できるように、ＮＰＯの認知度向上などに

取り組み、ＳＤＧｓが掲げるパートナーシップの推進にもつながる協働型社会を実現し、笑い

あふれる神奈川をめざします。 

多様な主体の交流会 「寄付月間」マスコットアンバサダー 

になったにゃ！ 

全政 

指 標 

◆「公益活動を行うＮＰＯなどに寄附をしてみたい」と思う人の割合 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 22.0％ ［ 2018 年度実績※ 19.5％］※ 2018 年度は「ＮＰＯ法人に寄附をしてみたい」と思う人の割合 

◆県と企業・大学との連携事業数 ＜総合政策課調査＞ 

2022 年度 2,540 件 ［ 2018 年度実績 2,420 件（見込）］
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

県と連携事業を行っている企業・大学数 

（総合政策課調査）                           （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

1,003(見込) 1,015 1,027 1,039 1,051 

交流の場で協働連携のきっかけを得られた参加者の割合 

（ＮＰＯ協働推進課調査）                        （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

29.0(見込) 30.0 31.0 32.0 33.0 

Ｋ Ｐ Ｉ 

県が実施するかながわコミュニティカレッジ受講者の満足度 

（かながわ県民活動サポートセンター調査）              （点）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

77.6(見込) 78.0 78.5 79.0 80.0 

寄附金税制優遇の対象となるＮＰＯ法人の県指定・認定件数 

（ＮＰＯ協働推進課調査）                         （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

10(見込) ８ ８ ９ 10 

Ｂ ＮＰＯの自立的活動に向けた支援

○複雑化・多様化する地域課題などを解決するために、県

は県民、ＮＰＯ、企業、大学など多様な主体と積極的に

連携し、互いの強みを生かした協働を推進します。 

○かながわボランタリー活動推進基金 21を活用し、県と 

ＮＰＯの協働を進めます。 

○多様な主体が強みを生かして協働連携していくために、

ＮＰＯを中心に企業や大学、行政など多様な主体の協働

につながる交流の場づくりを中間支援組織（ＮＰＯを支

援するＮＰＯなど）と協働で進めます。 

○県内の市民活動支援施設（中間支援組織）との連携を進

め、ＮＰＯ支援のネットワーク強化に取り組みます。 

〇ＳＤＧｓの推進に向け、ＮＰＯや企業、大学、行政など

と連携したネットワークの構築や普及啓発などにより、

各主体の取組みを後押しします。

〇世界的なＥＳＧ投資※拡大の潮流を踏まえ、社会的課題の

解決に取り組む事業の社会的効果を「見える化」するし

くみを構築し、ＳＤＧｓの達成につながる社会的投資を

促進します。

※従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・

ガバナンス（Governance）要素も考慮した投資のこと。 

Ａ 多様な主体による協働連携の推進

○多様な県民ニーズに応じた課題解決に取り組むボランタ

リー団体等への助成のほか、活動に関する相談や情報提

供など、ＮＰＯの活動基盤の強化に向けた支援に取り組

みます。 

○地域の活性化や課題解決に取り組む人材を育成するた

め、県民の学びの場である「かながわコミュニティカレ

ッジ」を運営します。 

○ＮＰＯが寄附や信頼などを得て、自立的・安定的に活動

していくことができるよう、ＮＰＯと県民の距離を縮め

るためのキャラクター「かにゃお」を活用してＮＰＯの

認知度向上を図るとともに、ＮＰＯや企業などと連携し

て寄附促進のためのイベントの開催などに取り組みま

す。 

○寄附者が個人県民税の優遇を受けられる「県指定ＮＰＯ

法人」や所得税の優遇を受けられる「認定ＮＰＯ法人」

の取得を促進します。 

59



柱 

Ⅴ 
まちづくり 

プロジェクト

21
自然 
～ 多様な生物を育む自然環境の保全と活用 ～

 私たちの生活は、生態系から得られる様々な恵みに支えられており、またＳＤＧｓの推進を

図るためにも、生態系全体を生物多様性として捉え、保全することが求められています。 

 また、生物多様性の保全に不可欠な野生鳥獣との共存や、丹沢大山地域などにおける自然環

境の保全・再生、里地里山や都市のみどりの保全と活用などの対策には、長い時間をかけて取

り組むことが必要です。 

そこで、こうした取組みを一つひとつ時間をかけて着実に進めていくとともに、新たに創設

された森林環境税・森林環境譲与税の目的の達成に向け、市町村及び県が一体となって県内す

べての森林の保全・再生を図り、自然のもたらす恵みを次の世代に着実に引き継いでいきま

す。 

さらに、「ペットのいのちも輝く神奈川」をめざし、動物愛護管理にも取り組みます。

間伐により下草や低木が豊かになった森林 里地里山の活用（田植え体験） 

土環 政 健 

指 標 

◆生物多様性の認知度 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 70％ ［ 2018 年度実績 48.5％ ］ 

◆水源の森林づくり事業で行った森林整備の延べ面積（累計） ＜水源環境保全課調査＞ 

2022 年度 45,675ha ［ 2018 年度実績 34,955ha ］ 
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

生物多様性アドバイザーの派遣回数 

（自然環境保全課調査）                       （回）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

６ ７ ８ ９ 10 

地域ぐるみの鳥獣被害対策の重点取組地区数 

（自然環境保全課調査）                      （地区）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

11 18 21 24 27 

Ｋ Ｐ Ｉ 

森林づくりボランティア参加者数 

（自然環境保全課調査）                       （人）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

10,100 10,200 10,300 10,400 10,500 

市町村と連携して保全活動団体への支援に取り組む里地里山保全等地域数 

（農地課調査）                          （地域）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

21 22 23 24 25 

Ｋ Ｐ Ｉ 

県民参加による保全活動が行われている県有緑地の数 

（自然環境保全課調査）                      （箇所）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

10 11 12 13 14 

小網代の森における年間の環境学習機会の回数 

（自然環境保全課調査）                       （回）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

71 75 80 85 90 

Ｋ Ｐ Ｉ 

動物愛護センターに保護された犬猫の譲渡会の回数 

（生活衛生課調査）                         （回）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

12（見込） 14 16 22 24 

動物愛護センターにおける年間の子ども向け普及啓発事業の回数 

（生活衛生課調査）                         （回）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

20（見込） 30 35 35 35 

A 生物多様性の保全

○生態系全体を生物多様性として捉え保全するため、「か

ながわ生物多様性計画」に基づき、専門アドバイザーの

派遣や県版レッドデータブックの更新、外来生物の防除

など、県民の生物多様性への理解と保全行動の促進や地

域の特性に応じた生物多様性の保全に取り組みます。 

○人と鳥獣のすみ分けをめざし、野生鳥獣による生態系へ

の影響や農林業被害などの軽減を図るため、ＩＣＴやド

ローンなどの新技術を活用するとともに、各地域の状況

に応じた鳥獣被害対策への支援及び人材の確保・育成に

取り組みます。 

B 森林と里地里山の保全と活用

○良質な水を将来にわたり安定的に確保していくため、健

全な水循環の維持又は回復に努め、水源かん養などの公

益的機能の高い活力ある森林づくりを、県民とともに進

めます。 

○ブナ林の再生など、丹沢大山の自然環境の保全・再生を

図るため、土壌保全対策、ニホンジカの管理捕獲、県民

との連携・協働の取組みなど様々な自然再生施策に取り

組みます。 

○里地里山の有する自然とのふれあいの場などの多面的機

能を発揮させ、次世代への継承を図るため、里地里山の

保全などが必要と認められる地域を「里地里山保全等地

域」として選定し、里地里山の保全、再生及び活用を促

進します。 

C 都市のみどりの保全と活用

○都市の貴重なみどりを次世代へ継承するため、地域制緑

地やトラスト制度の運用により、残された緑地を保全

し、適切な維持管理に取り組みます。 

○貴重な自然環境を有する小網代の森を環境学習の場とし

て活用するため、イベントの実施や学校による利用促進

に取り組みます。 

○都市のみどりを保全・活用するため、県立都市公園の整

備・管理や三浦半島国営公園の誘致などに取り組みま

す。 

D 動物愛護管理の推進

○「ペットのいのちも輝く神奈川」の実現をめざし、動物

愛護センターに保護された犬と猫の殺処分ゼロを継続す

るとともに、いのちを守りつなぐ取組みを推進します。 

○保護した犬猫の返還・譲渡の推進及び保護される犬猫を

減らすため、「ペットのいのち基金」を活用した治療や

馴化（人に慣れさせること）、犬猫へのマイクロチップ

装着の普及、及び動物愛護センターを拠点とした普及啓

発事業などに取り組みます。 
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22
環境 
～ 次世代につなぐ、いのち輝く環境づくり ～

地球温暖化をはじめとする気候変動の影響に対するリスクの低減及び影響への適応、循環型

社会の実現、良好な大気・水環境の保全に向け、具体的な対応が求められています。 

これら地球規模の環境に係る課題の解決は、企業や消費者など様々なステークホルダーと連

携しつつ、地域における取組みを一つひとつ進めることが必要であり、ＳＤＧｓの達成に向け

ても重要です。 

そこで、省エネルギー対策の推進や、３Ｒ（排出抑制、再使用、再生利用）の推進、大気・

水環境の監視や事業所指導などに積極的に取り組むことで、将来世代に良好な環境をつなぐ、

持続可能な社会の実現をめざします。

大切な地球 海岸美化活動 

警 教企土産政 環 

指 標 

◆神奈川県における温室効果ガス排出量の削減割合（2013 年度比） ＜環境計画課調査＞ 

2022 年度 12.4％削減 ［ 2016 年度実績 6.1％削減（速報値）］ 

◆生活系ごみ１人１日当たりの排出量 ＜資源循環推進課調査＞ 

2022 年度 623ｇ ［ 2016 年度実績 660ｇ ］ 

 ◆光化学スモッグ注意報発令日数 ＜大気水質課及び大気汚染防止法政令市調査＞ 

2022 年度 ６日 ［ 2018 年度実績 ８日 ］

健
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

気候変動の影響への適応の関心度 

（県民ニーズ調査）                         （％）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

－ 48 52 56 60 

マイエコ 10（てん）宣言の宣言者数 

（環境計画課調査）                         （人）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

20,015 20,100 21,000 22,000 23,000 

Ｋ Ｐ Ｉ 

家庭から排出される食品ロス調査を実施したことのある市町村数（累計） 

（資源循環推進課調査）                     （市町村）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

13 15 17 20 23 

かながわプラごみゼロ宣言に賛同した企業・団体・学校などの数（累計） 

（資源循環推進課調査）                       （件）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

104 350 600 850 1,100 

Ｋ Ｐ Ｉ 

PM2.5 の有効測定局のうち環境基準を達成した測定局の割合 

（大気水質課調査）                         （％）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

100 100 100 100 100 

河川における環境基準（ＢＯＤ）を達成した測定地点の割合 

（大気水質課調査）                         （％）

現状(2017) 2019 2020 2021 2022 

100 100 100 100 100 

A 気候変動への対応

○地球温暖化を防止するため、事業者などの温室効果ガス

排出量削減に向けた取組みの促進や、家庭における省エ

ネルギー対策の促進などに取り組みます。 

○気候変動の影響による被害の防止又は軽減を図るため、

地域気候変動適応センターで収集・分析した情報に基づ

き、暑熱対策など各分野における適応の取組みを推進す

るとともに、気候変動への適応に関する普及啓発を行い

ます。 

○県民一人ひとりのライフスタイルの転換を促すきっかけ

とするため、個人や団体が取り組む内容を自ら宣言し、

実践する「マイエコ10（てん）宣言」への参加を促しま

す。 

B 循環型社会づくり

○循環型社会を実現するため、食品ロスの削減に向けた普

及啓発や、県民及び事業者などに対する各種リサイクル

制度の普及啓発など、３Ｒ（排出抑制、再使用、再生利

用）の推進に取り組みます。 

○「かながわプラごみゼロ宣言」に基づき、リサイクルさ

れない、廃棄されるプラスチックごみゼロをめざすた

め、民間企業などと連携し、プラスチック製ストローや

レジ袋の利用廃止や回収を行うなど、プラスチックごみ

対策に取り組むほか、マイクロプラスチックに関する調

査研究など、ＳＤＧｓの達成にもつながる取組みを推進

します。 

C 大気・水環境の保全

○大気環境の保全を図るため、PM2.5、光化学オキシダン

ト(光化学スモッグ)及びＮＯ2 などの低減に向けて、

PM2.5 及び光化学オキシダントの原因物質である揮発性

有機化合物(ＶＯＣ)の事業者による自主的な排出抑制対

策の促進や旧式ディーゼル車の取締り(運行規制)を行う

など、ＳＤＧｓの達成にもつながる取組みを推進しま

す。 

○水環境の保全を図るため、河川及び湖沼における生物化

学的酸素要求量（ＢＯＤ）又は化学的酸素要求量（ＣＯ

Ｄ）の環境基準の達成に向けて、立入検査による工場・

事業場の指導や水質事故防止のための啓発など、ＳＤＧ

ｓの達成にもつながる取組みを推進します。 

63



柱 

Ⅴ 
まちづくり 

プロジェクト

23
都市基盤 
～ 次世代に引き継げる持続可能な県土の形成をめざして ～

県民生活の利便性向上や地域経済の活性化、安全・安心の確保とともに、リニア中央新幹線

の開業によって、三大都市圏が約１時間で結ばれ、世界を先導するスーパー・メガリージョン

が形成されることによる効果を広く波及させていくため、道路や鉄道などの交通ネットワーク

の充実が求められています。また、自動運転やドローンなどの進展する新たな技術の活用によ

り、コミュニティの活性化を支えるスマートモビィリティ社会の実現が期待されています。 

一方で、老朽化するインフラの戦略的なメンテナンスによる既存インフラの活用や都市機能

を集約化したコンパクトなまちづくりが求められています。 

そこで、「コンパクト＋ネットワーク」の都市づくりの観点から、交流と連携を支える交通

ネットワークの充実や、コミュニティの形成、活力と魅力あふれる強靭（レジリエント）なま

ちづくりの推進に取り組み、次世代に引き継げる持続可能な県土の形成を図ります。 

リニア中央新幹線 新東名高速道路 伊勢原ジャンクション 

企環 福 政 土 

指 標 

◆「道路の渋滞がないなど、自動車で県内各地へスムーズに移動できること」に関する 

満足度 ＜県民ニーズ調査＞ 

2022 年度 20.0％ ［ 2018 年度実績 19.2％ ］ 

◆インターチェンジまでの距離５km 以内の地域の割合（累計） ＜道路企画課調査＞ 

2022 年度 97％   ［ 2018 年度実績 86％ ］ 

産
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具体的な取組み

Ｋ Ｐ Ｉ 

自動車専用道路などの供用箇所数（計画期間中の累計） 

（道路企画課、道路整備課調査）                    （箇所）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― ５ 13 14 14 

１日当たりの平均利用者数10万人以上の鉄道駅におけるホームドアの設置駅数（累計） 

（交通企画課調査）                            （駅）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

13 19 20 20 26 

Ｋ Ｐ Ｉ 

市街地再開発事業の完成地区数（計画期間中の累計） 

（都市整備課調査）                        （地区）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― ０ ３ ４ ５ 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録戸数（総数） 

（住宅計画課調査）                         （戸）

現状（2018） 2019 2020 2021 2022 

212 400 800 1,200 1,600 

道路施設（橋りょう、トンネル・洞門、横断歩道橋、門型標識・門型道路情報提供

装置）の点検施設数（計画期間中の累計） 

（道路管理課調査）                         （施設）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 220 440 800 1,100 

河川構造物（堰・水門等）の長寿命化計画に沿った計画的な維持管理施設数 

（河川課調査）                           （施設）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

25 25 25 25 25 

流域下水道の幹線管渠の点検延長（計画期間中の累計） 

（下水道課調査）                           （km）

現状(2018) 2019 2020 2021 2022 

― 31.0 53.8 78.1 100.4 

A 交流と連携を支える交通ネットワークの充実

○県民生活の利便性の向上や地域活性化と災害時等におけ

る県民の安全・安心の確保のため、自動車専用道路(新

東名高速道路など)やインターチェンジ接続道路などの

幹線道路ネットワークの整備を図ります。  

〇道路をより使いやすくするため、スマートインターチェ

ンジや「道の駅」の整備促進など、道路を有効に活用す

る取組みを推進します。 

○全国との交流連携を促進するため、リニア中央新幹線県

内駅を核とする「北のゲート」と、東海道新幹線新駅を

核とする「南のゲート」の形成を図るとともに、神奈川

東部方面線の整備や東海道本線の大船駅・藤沢駅間に村

岡新駅(仮称)の実現など、在来線を活用した鉄道ネット

ワークの充実強化に取り組みます。  

〇鉄道駅のホームからの転落を防止し、鉄道の安定輸送の

確保を図るため、県内鉄道駅へのホームドアの設置を促

進します。 

〇様々な移動を一つのサービスとして捉える「ＭａａＳ

（Mobility as a Service）」※の概念などを踏まえ、市

町村と連携し、スマートモビリティ社会の実現に向けた

取組みを促進します。 

※ 出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシーム

レスに一つのアプリで提供するなど、移動を単なる手段としてではな

く、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念。

B 活力と魅力あふれる強靭なまちづくりの推進

○人を引きつける魅力あるまちづくりを進めるため、鉄道

駅周辺などにおける市街地再開発事業による都市機能の

集約化、東海道新幹線新駅の受け皿となる環境共生モデ

ル都市ツインシティの整備などの地域の新たな拠点づく

りに取り組みます。  

〇利活用可能な空き家などへの対策を進めるため、新たな

住宅セーフティネット制度により、高齢者、障がい者な

どの住宅確保要配慮者の居住の安定確保に取り組みま

す。 

○個性豊かなまちづくりを進めるため、良好な景観の形成

や、邸宅・庭園及び歴史的建造物を、官民協働により、

新たな文化発信や地域住民と来訪者による多彩な交流の

場として保全活用するなど、地域の特色を生かしたまち

づくりに取り組みます。 

○誰もが安全で快適に住み続けられるよう、中長期的な視

点に立って、道路、河川、上下水道など、インフラの戦

略的なメンテナンスに取り組みます。 

○我が国の国際競争力を強化するとともに、県内経済の活

性化や県民の利便性の向上につなげるため、羽田空港の

機能強化の促進を図るとともに、川崎市殿町地区と対岸

の大田区を結ぶ橋りょう（羽田連絡道路）の整備促進な

ど羽田空港の国際化を生かしたまちづくりに取り組みま

す。 
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かながわグランドデザインとＳＤＧｓ

2015年９月に国連で採択された持続可能な開発のための2030アジェン

ダは、開発途上国の開発に関する課題にとどまらず、世界全体の経済、社会及

び環境の三側面を不可分のものとして調和させる統合的取組みとして作成さ

れました。そして、2030アジェンダは、先進国と開発途上国がともに取り

組むべき国際社会全体の普遍的な目標として採択され、その中にＳＤＧｓとし

て17のゴール（目標）と169のターゲットが掲げられました。 

こうした動きを受け、国では、ＳＤＧｓにかかる施策の実施について、関

係行政機関相互の緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため、全

国務大臣を構成員とする「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が設

置（2016年５月20日閣議決定）され、2016年 12月 22日の会合で「持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」が決定されました。 

この実施指針の中では、地方自治体に対し各種計画や戦略、方針の策定や改

訂に当たっては、ＳＤＧｓの要素を最大限反映することが求められています。

そこで、本計画に示したプロジェクトと SDGｓの理念の関係を整理しまし

た。 
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県では、2012 年３月に策定した県の総合計画「かながわグランドデザイン基本構想」の基本理

念に、「いのち輝くマグネット神奈川」を掲げ、様々な施策を推進してきました。 

県民の「いのち」を輝かせるために、医療だけでなく、環境、エネルギー、農業など、生活の

すべてにわたって安全・安心を確保し、将来に向けて持続可能な形で維持していくため、総合的

な施策を展開しています。 

そうした中、2015 年９月、国連サミットにおいて、国際社会全体の目標として「持続可能な開

発目標」、いわゆるＳＤＧｓが全会一致で採択されました。 

このＳＤＧｓの理念は、県がこれまで進めてきた「いのち輝くマグネット神奈川」の取組みと

軌を一にするものと考えています。 

かながわグランドデザインとＳＤＧｓ 

UN Photo/Cia Pak 
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こうした県の取組みが評価され、2018 年６月には、国の「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体Ｓ

ＤＧｓモデル事業」の両方に全国で唯一、都道府県として選定されたことから、今後もＳＤＧｓ

先進県として先頭を走っていきたいと考えています。 

【ＳＤＧｓ達成に向けた視点】 

・「経済・社会・環境」の三側面をつなぐ統合的取組み 

・2030年のゴールに向けて逆算して現在の行動を決める「バックキャスティング※」の考え方 

・県民、ＮＰＯ、企業、大学、団体、市町村、県などすべてのステークホルダーとのパート 

ナーシップ 

※めざすべき社会の姿から振り返って現在すべきことを考える手法

【ＳＤＧｓ推進に向けた施策の展開】 

ＳＤＧｓは、複雑化・多様化する社会的課題の解決に向けた包括的な取組みであるため、具体

的な活動内容、あるいは「自分事」としてのイメージが湧きにくいといえます。そこで、ＳＤＧｓ

を「見える化」し、県民、企業、市町村などと理念・目標を共有し、ＳＤＧｓにつながる行動を

うながします。 

具体的には、 

 〇 マイクロ・プラスチック問題への取組み 

  「ゴール12 つくる責任つかう責任」や「ゴール14 海の豊かさを守ろう」につながり、

さらに「ゴール３ すべての人に健康と福祉を」や「ゴール９ 産業と技術革新の基盤を

作ろう」に関連 

 〇 健康長寿に向けた未病改善 

  「ゴール３ すべての人に健康と福祉を」や「ゴール９産業と技術革新の基盤を作ろう」

につながり、さらに「ゴール８ 働きがいも経済成長も」や「ゴール12 つくる責任つか

う責任」に関連 

などの具体的な取組みをプロジェクトに位置付け、推進していくこととしました。 

なお、本計画の23のプロジェクトとＳＤＧｓの17のゴールの関係を整理し、「かながわグラン

ドデザインのプロジェクトとＳＤＧｓの関係」に示しています。 

 今後も、ＳＤＧｓを座標軸に、政策を更に進化させ、県として果たすべき役割や使命を実行す

ることで、世界がめざす持続可能な社会の実現に貢献していきます。 

（参考）本県が策定したＳＤＧｓに係る指針等 

① かながわＳＤＧｓ取組方針 

  2018年12月、県としてＳＤＧｓの関連施策の展開例、役割及び推進するための取組みなどを示すことで、県、市町

村、企業、大学、ＮＰＯ、県民等の全てのステークホルダーと一体となってＳＤＧｓを推進することを目的に策定 

② 神奈川県ＳＤＧｓ未来都市計画 

  ＳＤＧｓ未来都市に選定された都市は、国とも連携しながら、SDGs推進の取組みを具体化した3年間の「SDGs未来都

市計画」を策定することとされており、2018年8月、2030年のあるべき姿とその実現に向けた2018年度から2020年度ま

での取組みを明らかにした「神奈川県ＳＤＧｓ未来都市計画」を策定 

69



「使わない、捨てない」ことで、プラスチッ

クごみを無くし、海洋汚染を防止

神奈川から先行的にマイクロ・プラスチック問題に取組み開始 
「かながわプラごみゼロ宣言 ～クジラからのメッセージ～ 」 等 

プラスチックに代わる新素材

の開発が進み、新たな産業に

海・陸の豊かさは水・食の安定

供給や健康に貢献へ

② 地域コミュニティ機能の再生・強化

超高齢社会に向けた社会実証プロジェクトの県内展開 
「SDGｓモデル事業、100 歳プロジェクト、リビング・ラボ、健康団地 等」

地域での社会参加を進め、働きが

い・健康づくりに

学校と地域の連携や多世代連
携で「共助・互助」を実現し、
安心して住み続けられるまち
づくりに

地域の「見守り」で、生活困窮

や児童虐待の早期発見・防止

に

未病コンセプトに基づく取組みの展開 
「食・運動・社会参加」による未病改善の取組み、未病産業、未病指標 等」

生きがい・働きがいが生まれ、

健康志向で誰もが住みやすい

まちづくりに

健康への意識・関心が高まり、

ライフスタイルが変わる

③ 健康長寿に向けた未病改善

「食・運動・社会参加」で健康長寿 

健康を支える未病産業の振興

④ ともに生きる社会づくり

ともに生き、ともに活躍できる社会の実現 

 「ともに生きる社会かながわ憲章の理念の普及、障がい者雇用、パラスポーツ、女性の活躍応援団 等」 

誰もがともに活躍できる環境・社会

づくり 

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育の推進、配偶者
等からの暴力根絶、経済的格
差の是正、障がいや差別によ
る不平等をなくし、「誰も取り
残さない」社会に

障がい者の社会参加、すべて
の人の働きがい、健康づくり
に。女性が力を発揮し、新たな
市場・ビジネスに

⑤ エネルギーの地産地消

かながわスマートエネルギー計画の推進 
「太陽光発電・エネルギーマネジメント導入、水素エネルギーの普及 等」

再生可能エネルギーの導入で、温

暖化対策に 

エネルギーの地産地消で、災

害対策とともに、地域で資金

が循環し、地域の活性化に

再生可能エネルギーの選択が

進み、市場拡大や新技術の開

発に

【ＳＤＧｓ推進に向けた施策の展開例】 

① マイクロ・プラスチック問題への取組み
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※ プロジェクトとＳＤＧｓとの関係を厳密に確認するため、プロジェクトを構成する各事業が 17のゴールを構成する 169 のターゲット

と直接関連するかどうか調査し、表に整理したものです。そのため、事業が 169 のターゲットに直接該当しない場合には、広い意味で

17のゴールに間接的に関連すると考えられる場合であっても、○印を付さないこととして整理しています。

    また、一つの事業が複数のプロジェクトに該当する場合には、主たるプロジェクトにおいて関係を表示しています。 

かながわグランドデザインのプロジェクトとＳＤＧｓの関係 
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白紙 

・

72



神 奈 川 の 戦 略

超高齢社会や人口減少社会への対応など非常に大きな課題を乗り越えるた

めに、重点施策を分野横断的にとりまとめたプロジェクトをさらに複合的に実

施する取組みを「神奈川の戦略」としてまとめました。 

それぞれのねらいと取組内容とともに、構成するプロジェクトを整理して示

しました。 

ヘルスケア・ニューフロンティアの推進

人生 100 歳時代

ロボットと共生する社会の実現

ともに生きる社会かながわの実現

地方創生の推進

マグネット・カルチャーの推進

グローバル戦略の推進

未来社会創造
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神奈川では、全国屈指のスピードで高齢化が進んでいます。少数の高齢者を多数の現役

世代で支えることを前提とした現行の医療や介護などの社会システムを維持することは困

難になりつつあります。 

そこで、超高齢社会を乗り越えていくため、県では「最先端医療と最新技術の追求」と

「未病の改善」という２つのアプローチを融合させ、ＳＤＧｓ先進県として、持続可能な

新しい社会システムを創造していく「ヘルスケア・ニューフロンティア」を推進すること

にしました。そして、未病（ＭＥ－ＢＹＯ）コンセプトの普及による県民の行動変容の促

進や未病産業の創出、再生・細胞医療の産業化拠点づくりなどに取り組んできました。 

この取組みを市町村や企業など多様な主体と連携しながら一層発展させていくことで、すべ

ての世代が元気で自立したライフスタイルを実践し、生きがいと笑いあふれる健康長寿社

会の実現をめざします。 

神奈川の戦略 

ヘルスケア・ニューフロンティアの推進
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未病の改善

●エビデンスに基づいた未病指標を県民が活用し、主体的な未病改善に向けた取組みを行うため、

健康や未病に関する知識の普及・啓発を図り、ライフスタイルの見直し、笑いを活用した社会

参加を促進します。 

●県民の行動変容に向けた選択肢を増やすため、様々な分野の企業が参加する未病産業研究会を

軸に、未病改善のための商品やサービスの普及・拡大を図ります。 

●世界保健機関（ＷＨＯ）と連携し、未病コンセプトの発信、エイジフレンドリーシティの推進、

ヘルスケア分野において国際社会で活躍する人材の育成などに取り組みます。 

最先端医療・最新技術の追求 

●最先端医療や最新技術をいち早く県民に届けるため、国家戦略特区をはじめとした特区制度な

ども最大限に活用しながら、「ライフイノベーションセンター（殿町地区）」や村岡・深沢地

区などの最先端のイノベーション拠点間で連携し、研究開発の支援と最新技術の市場化を促進

するとともに、県内における関連産業の集積促進を図ります。 

●海外とのネットワークを活用し、県内企業の国際展開を支援するとともに、海外の先進的な取

組みの県内への早期導入を促進します。 

次世代社会に向けた基盤づくり

●県民が普段の生活の中で主体的な未病改善に取り組むことができるよう、神奈川ＭＥ－ＢＹＯ

リビングラボなどを活用し、個人の選択と行動を行政や企業などが支えるしくみづくりを進め

ます。 

●企業が経営の一環として、ＣＨＯを設置し、従業員やその家族の健康づくりに取り組むＣＨＯ

構想、いわゆる健康経営の普及をさらに進めます。

●マイＭＥ－ＢＹＯカルテを普及させるとともに、蓄積されたデータなどを、個人が日々の生活

の中で未病改善に活用できるしくみの構築に取り組みます。 

●県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科（ヘルスイノベーションスクール）にお

いて、県民の健康長寿に寄与するため、ヘルスケア分野における社会システムの変革を起こす

人材の育成に取り組みます。 

具体的な取組み 

構成プロジェクト  

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト１ 未病 ライフステージに応じた未病対策、未病改善を支える社会環境づくり、 

健康情報の活用による効果的な施策の推進 

プロジェクト２ 医療 最先端医療の推進・最新技術の追求 

プロジェクト３ 高齢者 認知症の人にやさしい地域づくり、健康・生きがいづくり 

プロジェクト６ 産業振興 成長産業の創出・育成、企業誘致などによる産業集積、県内企業の活性化 

プロジェクト 16 スポーツ 誰もが生涯を通じて楽しめるスポーツ活動の推進、

スポーツ活動を拡げる環境づくりの推進 

プロジェクト 18 地域活性化 人を呼び込む地域づくり 
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人生100歳時代、いわゆる超長寿社会においては、県民一人ひとりが柔軟な働き方や学

び直しなどの多様な生き方を送ることができるような社会づくりを進めていく必要があり

ます。 

そして、明るい未来を次世代に引き継いでいくために、多様な世代・立場の人々が関わ

り合いながら活動することができる持続可能な社会への転換が必要です。 

そのため、県では、いくつになっても生き生きとくらせる未病改善の取組みを推進する

とともに、人生の充実につながるライフスタイルの多様化を促進しています。そして、Ｎ

ＰＯや企業、大学、市町村などと連携し、すべての世代・立場の人々が、自分らしく活躍

できる社会づくりを推進しています。今後も、ＳＤＧｓの視点を踏まえながら、これらの

取組みをより一層推進していくことで、県民一人ひとりが自らの人生の設計図を思い描き、

生涯にわたり輝き続ける、笑いあふれる人生100 歳時代の実現をめざします。

神奈川の戦略 

人生 100 歳時代
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生き生きとくらせる健康づくりの推進 

●すべての世代が未病を自分のこととして考え行動していくよう、企業や団体、市町村などと連

携しながらライフステージに応じた未病対策を推進します。 

●子どもの頃からスポーツに親しむ意欲や態度を育成することや、高齢者にスポーツ活動などの

成果を発表する機会や交流の場を提供することなどを通して、誰もが生涯にわたりスポーツに

親しめるよう取り組みます。 

●県営住宅の「健康団地」としての再生や、未病改善の場としての商店街魅力アップ、多世代居

住のまちづくりの推進など、未病改善につながるコミュニティの活性化に取り組みます。 

人生の充実につながるライフスタイルの多様化の促進 

●本人が希望する生き方を実現できるよう教育支援の充実を図るとともに、県民一人ひとりの学

びの意欲に応え、生涯にわたって能動的に学び続けることや、いくつになっても学び直すこと

ができるよう、生涯学習などの環境整備を行います。 

●ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、職場環境の整備促進に取り組みます。 

地域・社会で自分らしく活動できる環境の創出 

●コミュニティの再生に向け、地域に住む人が互いに協力し、支え合って生活する地域共生社会

のしくみづくりの推進、学びの場から活動の場につなぐしくみの創出などに、市町村とともに、

県民、ＮＰＯ、団体などと連携して取り組みます。 

●ＮＰＯの地域活動を支援するため、活動基盤の強化や人材の育成などに取り組みます。 

●多様な世代やニーズに対応した起業・就業支援に取り組みます。

具体的な取組み 

構成プロジェクト

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト１ 未病 ライフステージに応じた未病対策、未病改善を支える社会環境づくり、 

健康情報の活用による効果的な施策の推進 

プロジェクト３ 高齢者 地域包括ケアシステムの推進、健康・生きがいづくり 

プロジェクト６ 産業振興 成長産業の創出・育成 

プロジェクト 12 男女共同参画 あらゆる分野における男女共同参画、 

職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの実現 

プロジェクト 14 学び・教育 生涯にわたる学びの推進 

プロジェクト 16 スポーツ 誰もが生涯を通じて楽しめるスポーツ活動の推進 

プロジェクト 17 雇用 就業支援の充実、産業を支える人材育成 

プロジェクト 20 協働連携 多様な主体による協働連携の推進、ＮＰＯの自立的活動に向けた支援 
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超高齢社会や人口減少社会が到来している中、あらゆる分野での人手不足対策や、増加

する自然災害への対応、多くの人が集まる国際的な大会での安全の確保などの課題解決に

向け、ロボットやその技術が果たす役割がますます大きくなってきています。 

また、ＡＩやＩｏＴなどの発展に伴い、多様な分野でロボットが活躍する可能性が高ま

り、ロボット産業は成長産業としても期待されています。 

県では、これまで「さがみロボット産業特区」を中心に、ドローンや自動運転など様々

な生活支援ロボットの実用化・普及を通じた県民生活の安全・安心の確保及び地域社会の

活性化に取り組んできました。今後、この取組みをより一層推進し、多様な分野において、

県民が身近な場所でロボットの活躍を実感できる機会や、中小企業がロボット関連産業に

かかわる機会を提供するなど、ロボットの有用性やロボット関連産業への参入メリットの

「見える化」を推進することで、ロボットが社会に溶け込み、いのちや生活を支えるパー

トナーとして活躍する「ロボットと共生する社会」の実現をめざします。 

神奈川の戦略 

ロボットと共生する社会の実現
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様々な分野におけるロボットの活用 

●最先端ヘルスケアロボットやリハビリテーションロボットの開発支援、普及などの促進を図り

ます。

●地震や火山活動などの災害や各種治安対策において、ロボットの導入を推進します。 

●インフラ・建設、観光、農林水産(鳥獣対策を含む)など様々な分野におけるロボットの実用化、

普及の促進を図ります。 

ロボットの実用化支援 

●企業や大学などが持つ技術・資源を活用した共同開発のコーディネートを行うとともに、早期

の商品化や高い発展性・経済的効果が期待できる案件への重点的な支援を行います。 

●実証実験会場やモニターの紹介、実際の利用状況に近い環境を模したプレ実証施設の運営、規

制緩和の実現など、ロボットの実用化においてボトルネックとなる実証実験の支援に取り組み

ます。 

●中小企業などのロボット関連産業への参入促進を図るため、マッチングの支援や企業間交流の

推進を図ります。 

●企業が立地しやすい環境づくりや優遇措置の実施などにより、ロボット関連産業の集積を促進

します。 

ロボットの普及・定着 

●ロボットを実際に体験できる機会の創出や、現場におけるロボットの導入促進など、ロボット

の普及・定着を促進します。 

●ロボットが活用されている様子を身近な場所で実感できるモデル空間（ショーケース）の整備

を推進します。 

●ドローンや自動運転の実証実験などを実施し、県民の理解を深め、生活への浸透を図ります。 

具体的な取組み

構成プロジェクト

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト１ 未病 未病改善を支える社会環境づくり、健康情報の活用による効果的な施策の推進 

プロジェクト２ 医療 最先端医療の推進・最新技術の追求 

プロジェクト３ 高齢者 地域包括ケアシステムの推進 

プロジェクト４ 障がい児・者 障がい児・者の生活を支えるサービスの充実 

プロジェクト６ 産業振興 成長産業の創出・育成、企業誘致などによる産業集積 

プロジェクト８ 農林水産 持続可能な経営基盤の確立 

プロジェクト９ 減災 災害対応力の強化 

プロジェクト 10 治安 県民に不安を与える犯罪の抑止・検挙 

プロジェクト 21 自然 生物多様性の保全 

プロジェクト 23 都市基盤 交流と連携を支える交通ネットワークの充実、 

活力と魅力あふれる強靭なまちづくりの推進 
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2016年に発生した津久井やまゆり園事件は、障がい者に対する偏見や差別的思考から引

き起こされたと伝えられ、社会に大きな衝撃を与えました。また、ヘイトスピーチなどの、

自らと異質なものに対する不寛容や差別、偏見が、私たちの社会を脅かしています。 

一方では、少子高齢化や人口減少、家族形態の変化などに伴い、地域社会の脆弱化が進

み、高齢者や若年層の孤立化が社会的課題となっています。 

そこで県では、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念のさらなる普及や、ヘイトス

ピーチ対策などを推進するとともに、高齢者、障がい者、女性、外国籍県民など、誰もが

自分らしく活躍し、笑いあふれる地域社会をつくっていきます。さらに、誰もがコミュニ

ティの一員として互いに協力し、支え合い、受け入れ合う持続可能な地域共生社会を形成

することにより、ＳＤＧｓがめざす「誰一人取り残さない」という理念にも通じる「とも

に生きる社会かながわ」を実現していきます。

神奈川の戦略 

ともに生きる社会かながわの実現
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誰もが互いに尊重し合い、差別や排除のない社会づくり 

●「ともに生きる社会かながわ憲章」のさらなる普及啓発に取り組むとともに、障がい者がスポ

ーツ、文化芸術活動などを自ら楽しむための取組みを推進します。 

●性的マイノリティに関する正しい知識の普及や外国籍県民等に対するヘイトスピーチの解消を

図るなど、多様性を認め合い、互いの人権を尊重し合う社会づくりをめざします。 

●いのちの大切さや互いを思いやる心を育む「いのちの授業」や、すべての子どもができるだけ

同じ場で共に学び、共に育つインクルーシブ教育の推進に取り組みます。 

誰もが自分らしく活躍できる社会の実現 

●高齢者や障がい者が安心して移動し、社会参加できるバリアフリーのまちづくりを進めます。 

●障がい者の就労や社会参加を促進するため、障害者差別解消法に沿った合理的配慮の普及を図

ります。 

●政治や経済の方針決定過程への女性の参画をさらに進めるとともに、性別による役割分担意識

にとらわれず誰もが活躍できるような環境づくりを推進します。 

誰もが互いに支え合いながら共生する地域社会づくり 

●コミュニティの再生を通じて、市町村、県民、ＮＰＯ、団体などと連携し、地域に住む人が互

いに協力し、支え合って生活する地域共生社会のしくみづくりに取り組みます。 

●一人暮らしの高齢者や困難を抱える子どもなど、支援を必要とする人たちを地域で支える取組

みを支援します。 

●災害時に備え、自助・共助の取組みを促進するとともに、情報弱者になりやすい障がい者や高

齢者、外国籍県民、観光客などに対する情報提供などの支援体制づくりを進めます。

具体的な取組み 

構成プロジェクト

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト１ 未病 未病改善を支える社会環境づくり 

プロジェクト３ 高齢者 地域包括ケアシステムの推進、認知症の人にやさしい地域づくり、健康・生きがいづくり 

プロジェクト４ 障がい児・者 障がい児・者の生活を支えるサービスの充実、障がい児・者をとりまく社会的障壁の排除、 

障がい及び障がい児・者に対する理解促進 

プロジェクト７ 観光 受入環境の整備 

プロジェクト９ 減災 自助・共助の取組みの促進 

プロジェクト 12 男女共同参画 あらゆる分野における男女共同参画、職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの実現、 

暴力や差別のない健やかで安心なくらし 

プロジェクト 13 子ども・青少年 支援を必要とする子どもを守る体制づくり 

プロジェクト 14 学び・教育 生涯にわたる学びの推進 

プロジェクト 15 文化芸術 県民の文化芸術活動の充実 

プロジェクト 16 スポーツ スポーツ活動を拡げる環境づくりの推進 

プロジェクト 17 雇用 就業支援の充実、外国人材の育成・活躍支援 

プロジェクト 19 多文化共生 多文化理解の推進、外国籍県民等も安心してくらせる地域社会づくり 

プロジェクト 20 協働連携 多様な主体による協働連携の推進 

プロジェクト 23 都市基盤 活力と魅力あふれる強靭なまちづくりの推進 
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国全体としては既に人口減少局面に至っている中、神奈川でも、三浦半島地域、県西地

域では既に人口減少が始まっており、県全体でもまもなく減少に転じる見込みです。また、

神奈川は全国でも屈指のスピードで高齢化が進んでいます。 

将来にわたって地域の活力を維持するためには、その基礎となるコミュニティが重要で

あるとともに、持続可能なまちづくりや社会環境の整備などを一体的に推進していくこと

が求められます。 

これまでも、県では、子ども・子育て支援や地域の魅力の向上などに取り組んできまし

たが、依然として高齢化や人口減少に伴う多くの課題を抱えています。 

こうしたことから、さらなる創意工夫により、地域の資源や特性を生かしたまちづくり、

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる少子化対策などに取り組むことで、超高

齢社会や人口減少社会を力強く乗り越える地方創生を推進し、笑いあふれる神奈川をめざ

します。 

神奈川の戦略 

地方創生の推進
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安定した雇用の創出 

●国家戦略特区をはじめとした特区制度なども活用し、成長産業の創出・育成や関連産業の集積

を図るとともに、中小企業や農林水産業などのさらなる成長を促進し、雇用の創出を図ります。 

●若年者、中高年齢者、女性、障がい者などの多様なニーズに対応した就業支援や人材の育成、

外国人材の活用、安心して働ける労働環境づくりなどに取り組みます。 

地域の魅力発信と移住・定住の促進 

●地域の魅力を生かした個性的なライフスタイルの発信、文化資源を活用した地域の活性化、観

光プロモーションの強化に取り組みます。 

●三浦半島地域や県西地域など各地域の特性や資源を最大限に活用したプロジェクトの推進、関

係人口の創出を通じた移住・定住の促進により、地域活性化を図ります。 

若い世代の希望の実現

●若い世代の経済的基盤の安定などに向けた支援や結婚から育児までの切れ目ない支援に取り組

みます。 

●ワーク・ライフ・バランスの促進や女性の活躍の推進などにより、誰もが多様な働き方ができ

る環境づくりを進めるとともに、しごとと子育てや介護を両立できるよう働き方の改革に取り

組みます。 

活力と魅力あふれるまちづくり 

●未病コンセプトに基づく取組みなどにより、子どもから高齢者まで健康で安心してくらせる健

康長寿のまちづくりを進めます。

●人口減少社会に対応した、いつまでもくらしやすいコンパクトなまちづくりのほか、個性豊か

なまちづくり、安全で安心なまちづくりなど持続可能な魅力あふれるまちづくりを進めます。 

具体的な取組み 

構成プロジェクト  

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト１ 未病 ライフステージに応じた未病対策、未病改善を支える社会環境づくり、 

健康情報の活用による効果的な施策の推進 

プロジェクト３ 高齢者 健康・生きがいづくり 

プロジェクト６ 産業振興 成長産業の創出・育成、企業誘致などによる産業集積、県内企業の活性化 

プロジェクト７ 観光 観光資源の発掘・磨き上げ、戦略的プロモーションの推進、受入環境の整備 

プロジェクト８ 農林水産 持続可能な経営基盤の確立 

プロジェクト 12 男女共同参画 職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの実現 

プロジェクト 13 子ども・青少年 結婚から育児までの切れ目ない支援 

プロジェクト 15 文化芸術 文化資源を活用した地域づくりの推進 

プロジェクト 17 雇用 就業支援の充実、産業を支える人材育成、外国人材の育成・活躍支援 

プロジェクト 18 地域活性化 人を呼び込む地域づくり、関係人口の創出を通じた移住・定住の促進、 

地域産業の振興支援 

プロジェクト 23 都市基盤 活力と魅力あふれる強靭なまちづくりの推進 
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 県は、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグネット・カ

ルチャー、いわゆる「マグカル」の取組みを進めています。県内の豊富な文化資源や文化

芸術の取組みを、「マグカル」として一元的に発信するとともに、神奈川発の魅力的なコ

ンテンツの創出を下支えする人材育成にもつなげます。 

 東京 2020 大会を契機として、この「マグカル」の取組みを一層加速させ、その後もレ

ガシーとして定着させていく必要があります。 

 また、神奈川を訪れる外国人観光客が増加する中、神奈川の文化・歴史などに関する観

光資源の発掘・磨き上げを行い、魅力的な地域としての認知度を向上させていくとともに、

地域の魅力の掘り起こしや再評価などを通じて文化活動や地域の継続的な活性化につなげ

ていくことが求められます。 

 今後、文化芸術だけでなく各関連分野が有機的な連携を図りながら、笑いがあふれる社

会の実現を後押しし、「マグカル」の取組みを推進します。 

神奈川の戦略 

マグネット・カルチャーの推進 
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マグカルを牽引する地域の魅力づくり 

●市町村と連携し、各地域の文化財や伝統的な芸能などを活用して、県内外に発信していきます。

●障がいや年齢などにかかわらず、子どもから大人までのあらゆる人の鑑賞や参加の機会を増や

す取組みを進めます。

●地域の魅力を生かした観光資源の発掘・磨き上げを行い、観光ツアーの企画・商品化を促進し

ます。

●文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す事業・活動を「神奈川文化プロ

グラム」として認証し、文化活動や地域の継続的な活性化につなげていきます。

●魅力的な夜の観光コンテンツを提供するなど、ナイトタイムエコノミーの取組みを充実させま

す。 

●友好交流先やベトナムなどとの多様な文化交流を推進していきます。

●地域や地域の人と多様にかかわる関係人口に着目し、伝統行事などの地域の魅力を生かした多

様な交流機会の創出に取り組みます。 

マグカルを担う人づくり 

●県立青少年センターでは舞台芸術の裾野を広げる取組みを、神奈川芸術劇場では国際的に通用

する真のプロフェッショナル人材の育成を進める取組みを行い、また、県立高校では舞台芸術

に関する学科を新設するなど、文化芸術の発展に寄与する人材の育成を推進します。

●伝統的な芸能を支える技術・技能の継承者の育成をめざし、ワークショップの充実支援などに

取り組みます。

情報発信の強化 

●「マグカル・ドット・ネット」による情報発信や情報誌の発行など、情報発信の強化に取り組

みます。 

●神奈川を訪れる外国人や外国籍県民に、ホームページや情報誌などでの多言語による情報提供

を推進します。 

構成プロジェクト

具体的な取組み 

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト３ 高齢者 健康・生きがいづくり 

プロジェクト４ 障がい児・者 障がい及び障がい児・者に対する理解促進 

プロジェクト７ 観光 観光資源の発掘・磨き上げ 

プロジェクト 13 子ども・青少年 青少年の健全育成と自立の支援 

プロジェクト 14 学び・教育 生涯にわたる学びを支える環境づくり 

プロジェクト 15 文化芸術 県民の文化芸術活動の充実、文化資源を活用した地域づくりの推進 

文化芸術の振興を図るための環境整備 

プロジェクト 18 地域活性化 関係人口の創出を通じた移住・定住の促進 

プロジェクト 19 多文化共生 多文化理解の推進 
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 社会・経済のグローバル化が加速する中、神奈川でくらす外国籍県民等や海外進出して

いる県内企業は増加しており、神奈川と世界との結びつきはますます強まっています。 

 県ではこれまでも、企業の海外展開支援や外国企業の誘致などに取り組んできましたが、

今後、神奈川の人口減少が見込まれる中、産業の国際競争力の強化やインバウンド消費の

向上、外国人材の育成・活躍支援などにより県内経済を活性化していくことが期待されま

す。 

 こうしたことから、様々な分野における神奈川の魅力や先進的な取組みを世界に強力に

発信し、神奈川の強みを生かした積極的な国際展開を推進するとともに、神奈川と交流相

手先の国・地域などの双方にとって、メリットのある交流を戦略的に進めます。 

 また、グローバル化に対応した人づくりや海外とのネットワークづくりを促進すること

で、神奈川の地域や経済の活性化につなげます。 

さらに、入管法の改正により、今後一層外国籍県民等の増加が見込まれる中で、引き続

き、多文化理解の推進などに取り組み、外国籍県民等もコミュニティの一員として活躍し、

共に笑うことのできる多文化共生の地域社会づくりを進めます。

神奈川の戦略 

グローバル戦略の推進
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神奈川の強みを生かした国際展開

●県内経済の活性化を図るため、県内中小企業の海外展開支援と外国企業の誘致を進めます。

●米国や欧州、アジアなど、海外のライフサイエンス産業の先進地域と連携し、最先端医療や未

病関連分野の産業の国際展開を促進します。

●ラグビーワールドカップ2019TMや東京2020大会を契機に神奈川の魅力を世界に向けて効果的にＰ

Ｒし、大会開催後も見据えた外国人観光客の誘致促進に取り組みます。

●インバウンドを意識した文化プログラムを展開し、世界に向けて神奈川の文化の魅力を発信す

るとともに、大会開催後もレガシーとして地域の活性化につなげていきます。

国際展開を支える人づくり・ネットワークづくり 

●グローバル化に対応した教育を通じ、国際性豊かな人材を育成します。 

●世界保健機関（ＷＨＯ）が推進する、高齢者に優しい地域づくりに向けた自治体の国際的なネ

ットワーク「エイジフレンドリーシティ」や「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ※（ＵＨＣ）」

の実現に向け、高齢化への対応などに関する取組みを進めます。 

※すべての人が適切な予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、必要な時に支払い可能な費用で受けられる状態

●県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科（ヘルスイノベーションスクール）にお

いて、国際社会で活躍でき、ヘルスケア分野における社会システムの革新を起こす人材の育成

に取り組みます。

●「かながわ国際ファンクラブ」を活用した留学生支援、友好交流先との国際交流の推進、海外

からの研修員の受入れなどにより、人と人との交流を進め、人的ネットワークづくりを促進し

ます。

●経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の学習支援などの取組みを進めます。 

多文化共生社会の実現 

●国籍などの違いを越えて、多様性を理解し、一人ひとりが互いに認め合うことができる社会の

実現をめざし、多文化理解を推進します。

●外国籍県民等も、言葉の壁などにより不便や疎外感を感じることなく、安心してくらすことが

できる環境を整備します。 

構成プロジェクト

具体的な取組み 

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト 1 未病 未病改善を支える社会環境づくり 

プロジェクト２ 医療 医療人材の育成・確保 

プロジェクト６ 産業振興 企業誘致などによる産業集積、県内企業の活性化 

プロジェクト７ 観光 戦略的プロモーションの推進 

プロジェクト 14 学び・教育 生涯にわたる学びの推進 

プロジェクト 15 文化芸術 文化資源を活用した地域づくりの推進 

プロジェクト 16 スポーツ 大規模なスポーツイベントを盛り上げ、レガシーを創出・継承する取組み 

プロジェクト 17 雇用 外国人材の育成・活躍支援 

プロジェクト 19 多文化共生 多文化理解の推進、外国籍県民等も安心してくらせる地域社会づくり、 

外国人が活躍できる環境づくり 
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産業の発展とともに、ヒト、モノ、カネ、そして情報のグローバル化が急速に進む一方

で、少子高齢化や経済格差、海洋汚染など様々な課題が生じています。こうした中、イノ

ベーションで創出される新たな価値により、経済発展と社会的課題解決を両立する新たな

社会「Society5.0」の実現が国において提唱されています。 

県では、これまで県民の「いのち」を輝かせるため、医療だけでなく、環境、エネルギ

ー、農業など様々な施策を総合的に展開する中で、特区制度などを活用した成長産業の創

出などを推進してきました。 

今後、こうした施策と、ビッグデータやＡＩ、ロボットなど最先端のテクノロジーを融

合した、あらゆる分野の課題を解決する「近未来の神奈川モデル」を描き、バックキャス

ティングと発想の転換による新たな政策を展開し、パラダイムシフト※につながる未来に

向けた新たな価値の創出を促進していきます。そして、ＳＤＧｓ最先進自治体として全国

を牽引していくとともに、急速な高齢化や人口減少など様々な問題を抱えた課題先進県で

ある神奈川の地から、ドローン前提社会、スマートモビリティ社会などの実現を通して、

笑いあふれる未来社会を創造していきます。 

※ある時代・集団を支配する考え方が、非連続的・劇的に変化すること。社会の規範や価値観が変わること。 

神奈川の戦略 

未来社会創造 
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最先端の技術を活用した未来社会の加速実現

●ＩＣＴやビッグデータなどを活用し、個人の現在の未病の状態や将来の疾病リスクを数値で見

える化する「未病指標」の構築・活用などに取り組みます。 

●最先端医療や最新技術をいち早く県民に届けるため、「ライフイノベーションセンター（殿町

地区）」や村岡・深沢地区などの最先端のイノベーション拠点間で連携し、研究開発の支援と最

新技術の市場化を促進するとともに、県内における関連産業の集積促進を図ります。 

●消費者の利便性と事業者の生産性を向上させるキャッシュレスを推進するため、商店街などの

導入希望のある事業者を支援するとともに、国内外から神奈川を訪れる観光客が、多様な決済手

段を選択し快適な旅ができるよう、観光関連施設等におけるキャッシュレスを促進します。 

●様々な移動を一つのサービスとして捉える「ＭａａＳ」の概念などを踏まえ、市町村と連携し、

自動運転をはじめとした新技術の活用などにより、スマートモビリティ社会の実現に向けた取組

みを促進します。

●ドローンが身近な存在として、物流、農林水産（鳥獣対策を含む）、災害対応、インフラ点検

など様々な分野で活躍する社会をめざし、実用化・普及を促進します。 

ＳＤＧｓで未来につながる社会の実現 

●ＳＤＧｓの推進に向け、ＮＰＯや企業、大学、行政などと連携したネットワークの構築や普及

啓発などにより、各主体の取組みを後押しします。 

●世界的なＥＳＧ投資拡大の潮流を踏まえ、社会的課題の解決に取り組む事業の社会的効果を

「見える化」するしくみを構築し、ＳＤＧｓの達成につながる社会的投資を促進します。 

●「かながわプラごみゼロ宣言」に基づくプラスチックごみ対策、マイクロプラスチックに関す

る調査研究をはじめとして、ＳＤＧｓにつながる行動を促すための先行的な施策を展開します。

具体的な取組み 

構成プロジェクト  

PJ 名 構成施策名 

プロジェクト 1 未病 健康情報の活用による効果的な施策の推進 

プロジェクト 2 医療 最先端医療の推進・最新技術の追求 

プロジェクト 6 産業振興 成長産業の創出・育成、企業誘致などによる産業集積 

プロジェクト 7 観光 受入環境の整備 

プロジェクト 8 農林水産 持続可能な経営基盤の確立 

プロジェクト 9 減災 災害対応力の強化 

プロジェクト 18 地域活性化 地域産業の振興支援 

プロジェクト 20 協働連携 多様な主体による協働連携の推進 

プロジェクト 21 自然 生物多様性の保全 

プロジェクト 22 環境 循環型社会づくり 

プロジェクト 23 都市基盤 交流と連携を支える交通ネットワークの充実 

活力と魅力あふれる強靭なまちづくりの推進 
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計画推進のための行政運営

「第 3 期実施計画」に掲げた施策・事業を効果的・効率的に推進していく

ための行政運営をまとめました。 

ＩＣＴ・データの利活用

持続可能な行政サービスの提供

多様な担い手との連携

クロスによる施策展開

戦略的な広報の実施
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ＩＣＴはますます進展を続けており、ＡＩやＩｏＴなどの新しいＩＣＴや、ビッグデータ

など様々なデータの利活用が進み、新たな製品やサービスが次々と生み出されています。 

また、個人がＩＣＴを利用する環境として、スマートフォンが爆発的な普及を見せていま

す。スマートフォンの用途は、情報検索や人との通信（電子メール、ＳＮＳ）にとどまらず、

最近では、物理的な現金を使用しない「キャッシュレス決済」へと広がりを見せています。 

こうした中、国は、新たな社会像として、ＩｏＴで全ての人とモノがつながり、様々な情

報が共有されることにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する「Society5.0」を提唱

しました。そして、「官民データ活用推進基本法」や「デジタル・ガバメント推進方針」を定

め、官民データの適正かつ効果的な活用と行政運営のデジタル化を推進しています。 

こうした動きを踏まえ、県では、ＣＩＯ(Chief Information Officer＝情報統括責任者)に

加え、ビッグデータを含む多様なデータの利活用を統括するＣＤＯ（Chief Data Officer＝

データ統括責任者）を設置し、全庁横断的な体制の強化を図ります。そうした体制の下で、

ＩＣＴ・データの利活用に積極的に取り組み、県民の安全・安心や利便性の向上を図る「く

らしの情報化」と、行政内部の業務全般の効率化を図る「行政の情報化」を推進していきま

す。 

「くらしの情報化」では、健康・医療・介護、観光、農林水産、インフラ・防災・減災、教

育など様々な分野において、ビッグデータを含む多様なデータやＩＣＴの利活用を進めるこ

とにより、多様な県民ニーズに対応するサービスを実現していきます。このうち、県が実施

する施策については、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）※１の考え方を取り入れ、データを

活用した客観的な分析・検証により実効性を高めていきます。 

また、「行政の情報化」では、ＲＰＡ※２やＡＩなどの新たなＩＣＴを積極的に活用して効率

化を図るとともに、庁内システムの見直しなどによるＩＣＴ環境の最適化やＥＢＰＭなど多

様なデータ利活用を支える環境の整備を推進し、県民サービスの向上につなげていきます。

こうしたＩＣＴ・データの利活用を通じ、地域のさらなる発展と課題解決をめざします。 

高齢化の進展や人口減少が見込まれる中、行政コストが増大する一方で、自治体の経営資

源が制約される状況にあっては、持続可能な行政サービスを提供するため、国・県・市町村

の役割分担について不断の見直しを図ることが不可欠です。 

そのためには、県は、自らの権限と責任において、県民ニーズに的確に対応し、地域の実

情を踏まえて広域行政を展開するとともに、市町村と連携して効果的・効率的に様々な施策

を進めることが必要です。 

①  ＩＣＴ・データの利活用 

②  持続可能な行政サービスの提供 

※1 Evidence-based Policy Making の略称。国でも進められている、統計などのデータを分析し、どのような政策が有

効であるか、政策と成果の因果関係をより明確にする手法。 

※2 Robotic Process Automation の略称。ソフトウェアロボットを活用した業務自動化の取組み。
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そこで、国と地方の関係については、地方への権限移譲や、義務付け・枠付けなどの規制

緩和、現場ニーズに合わない国の制度改善とともに、地方の自主財源である税源の充実や、

地方交付税総額の確保・臨時財政対策債の廃止など、地方税財政制度の抜本的改革を国に働

きかけます。あわせて、県自らも、課税自主権の活用などにより自主財源の確保・充実に努

めます。 

一方、県と市町村の関係については、広域的な視点に立ち、地域の特性に応じた取組みを

進めるとともに、県からの権限移譲を推進するだけでなく、市町村の状況に応じ、協議のう

えでこれまで市町村に移譲された事務権限の見直しを行います。また、専門職員の確保や育

成、公共施設の老朽化対策などの課題に対応できるよう、県と市町村が連携して取組みを進

めていきます。あわせて、各自治体が持つ効果的な取組みを県・市町村間で情報共有し、そ

れぞれの施策展開につなげていきます。 

また、近隣自治体などとの関係については、都県の区域を超える広域的な行政課題に対応

するため、首都圏の都県及び指定都市で構成する九都県市首脳会議などを通じて、課題の解

決に向け国へ提案を行うとともに、環境、防災、危機管理対策をはじめ、新たな課題の解決

に向けて、近隣自治体と協調・連携した取組みを進めていきます。 

今後も、計画の推進に当たっては、地方分権を推進する中で、地方制度調査会など国にお

ける地方行政体制の検討も注視しながら、持続可能な行政サービスの提供の実現をめざして

いきます。

人口減少や県民ニーズの複雑化・多様化など社会環境の様々な変化に伴い、行政だけでは

解決することが困難な課題が生じています。地域における様々な課題を解決していくために

は、まず、県民が自らできることは自ら行い、県民一人ひとりでは担いきれない共通の公共

的な課題は、コミュニティによる助け合いなど県民が相互に協力して対応するとともに、多

様な担い手がそれぞれの強みを生かして協働・連携することが、これまで以上に重要になり

ます。

また、複雑化・多様化する社会問題に対し、課題解決に取り組む主体、サービスを生み出

す主体として、ＮＰＯや企業、大学、団体などの活動がますます重要となってきます。 

このような状況を背景に、行政が課題に取り組む際には、住民の意見を丁寧に聴き、その

反映に努めるとともに、多様な担い手とめざすべき方向性について認識を共有し、また、効

果的な役割分担や協働活動を生み出し、一層の創意工夫につなげていくことが求められてい

ます。 

こうしたことから、県では、幅広い分野で県民参加や多様な担い手との協働・連携を推進

するとともに、課題の性質によっては、県自ら旗振り役となって多様な担い手による取組み

を促進することで、ＳＤＧｓの目標の達成にもつながる協働型社会づくりを進めています。 

今後も、計画の推進に当たっては、「県民総力戦で創る神奈川」の実現に向けて、県は、県

民、ＮＰＯ、企業、大学、団体、市町村などと情報や目的を共有しながら、総力を結集し、持

③  多様な担い手との連携 
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続可能な神奈川の実現をめざしていきます。

県ではこれまで、政策課題の解決に当たり、様々な分野の施策を組み合わせた対応や、複

数の局による対応など、部局横断的な対応を図ってきました。

 しかし、社会における課題の複雑化・多様化が進む中、個々の課題は相互に複雑に関連し

合っており、これまでの手法では対応しきれない課題が生じてきています。こうした局面に

おいては、より斬新な発想によって突破口を開くことが必要となっています。

また、持続可能な開発を目指すＳＤＧｓにおいても、掲げられている様々な目標は相互に

独立したものではなく、総合的に取り組む必要があるとされているように、基本理念である

「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向けては、様々な施策を関連させ総合的に取り組

む必要があります。

 そこで、これまで以上に各施策分野間の連携・統合を図り、「観光」と「文化」、「農業」と

「福祉」など異なる分野の施策を大胆に掛け合わせ課題解決をめざすクロス施策を展開して

いきます。また、政策課題とそれをとりまく状況を俯瞰し、総合的な視点に立って政策課題

を生じさせている要因や課題間の相互関連性を見極めるとともに、多様な分野の施策や新た

な技術などをいち早く取り入れ、柔軟にクロスさせることでより大きな相乗効果を生み出し

ていけるよう、取り組みます。

 今後も、計画の推進に当たっては、目標の達成や複雑化・多様化する課題の解決に対し、

様々な施策を関連させたクロス施策を展開することにより、新たな施策効果の実現をめざし

ていきます。

計画に掲げた取組みを着実に進めていくためには、県民、ＮＰＯ、企業、団体、市町村など

と情報や目的を共有しながら、神奈川の総力を結集し、新たな政策を共に創り、その政策が

浸透するよう、県内外に向けて効果的に発信していくことが重要です。

そのためには、県の施策・事業の策定や推進に当たり、適切な時期に、県民などが必要と

する情報を的確に伝え、理解や協力を得るための広報を積極的に展開していくことが必要で

す。

県では、「行政改革大綱」のアクションプランとして、2016 年３月に「神奈川県広報戦略」

を策定し、県内外の関係者に「県民が知りたい」、「県として知らせたい」情報が効果的かつ

効率的に伝わるようにすることを戦略的広報として位置付け、取組みを進めています。

具体的には、全庁的な視点から情報発信ができる体制を構築するとともに、「情報発信力」

の強化をめざし取り組んでいます。また、緊急・災害時など、いざという時に必要な情報を

正確かつ速やかに県民に伝えることができるよう、県公式ウェブサイトやＳＮＳなどでの情

報発信について引き続き検討を行っています。

広報媒体や情報伝達手段の多様化等にともない、職員一人ひとりが、政策実現における広

④  クロスによる施策展開 

⑤  戦略的な広報の実施 
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報の重要性を認識し、「広報パーソン」の役割を担うとともに、関係団体や市町村などとの連

携を図り、神奈川の魅力や先進性を積極的に発信し、神奈川の存在感を高めていくことが、

一層必要になっています。

今後も、計画の推進に当たっては、積極的な情報発信や市町村などとの連携強化を図るこ

とにより、県民が求める「伝わる」広報の実現をめざしていきます。
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プロジェクトの指標・ＫＰＩ

各プロジェクトの指標・ＫＰＩの設定の考え方を示しました。 
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         ８ 

指標 

名称 設定の考え方 

平均自立期間（日常生活動作が自立している期

間の平均）【暦年】 

（厚生労働科学研究） 

「いのちが輝き、誰もが元気で長生きできる神奈川」を実現するため、県民一人ひとりの取組みと

ともに社会全体で健康づくりを促進していく必要があります。 

そこで、未病センター推進事業、口腔ケアによる健康寿命延伸事業、保健医療データ活用事業など

の施策を着実に進め、本県より平均自立期間が長い都道府県の中から、増加率が最も高い都道府県の

増加率をめざし、０歳の平均自立期間を 2022 年度に男性 81.85 年、女性 85.08 年とすることを目標と

しています。 

特定健康診査・特定保健指導の実施率 

（厚生労働省調査）

健康寿命を延伸し、県民が生き生きと健康的な生活を送るためには、生活習慣病の要因となる生活

習慣の早期改善につなげる特定健康診査などの実施率を向上させることが必要です。 

そこで、保険者（市町村）を対象に、特定健康診査、特定保健指導の実施率向上に資する研修を実

施し、国で定められた目標値と同程度となることをめざし、2022 年度に、特定健康診査 67.2％、特定

保健指導 40.6％とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
「未病改善」の取組みを行っている人の割合 

（県民ニーズ調査、健康増進課調査） 

超高齢社会を迎えている中、子どもから高齢者まで誰もが笑って元気に生き

生きとくらすためには、すべての世代が未病を自分のこととして考え、「食・

運動・社会参加」の３つを柱とする未病改善に取り組むことが重要です。 

そこで、ライフステージに応じた対策や効果的な普及啓発を実施し、2018 年

度の実績値を上回る水準をめざし、「未病改善」の取組みを行っている人の割

合を 2022 年度に 85％とすることを目標としています。 

Ａ 

オーラルフレイル健口（けんこう）推進員（8020 運

動推進員）数（総数） 

（健康増進課調査） 

生涯を通じて、食べる、話す、笑うことができるよう、従来からの 8020 運動

に加えて、オーラルフレイル対策などの歯と口腔の健康づくりを推進すること

が重要です。 

そこで、オーラルフレイル健口推進員養成事業などの施策を実施し、口の体

操等を通じて歯と口腔の健康づくりを普及する県民ボランティア「オーラルフ

レイル健口推進員（8020 運動推進員）」を、近年、毎年度約 60 人ずつ増加し

てきた実績を踏まえ、2022 年度には 1,575 人とすることを目標としています。 

Ｂ 

未病センターの利用者数 

（健康増進課調査） 

超高齢社会を迎えている中、子どもから高齢者まで誰もが笑って元気に生き

生きとくらすためには、すべての世代が未病を自分のこととして考え、「食・

運動・社会参加」の３つを柱とする未病改善に取り組むことが重要です。 

そこで、市町村や企業、団体などと連携しながら、県民の身近な場所で、未

病改善の取組みを実践できる未病センターの設置や利用促進を図り、これまで

の最高値を上回る水準をめざし、未病センターの利用者数を 2022 年度に

405,000 人とすることを目標としています。 

Ｂ 

県立保健福祉大学などにおける公開講座・市民大学

受講者数 

（健康増進課調査、保健人材課調査） 

健康長寿社会の実現に向けては、県民が主体的な未病改善に向けた取組みを

行う必要があり、健康や未病に関するリテラシーの向上が重要です。 

そこで、県立保健福祉大学などにおいて、公開講座・市民大学等を開催し、

これまでの実績値を踏まえ、毎年度約 80 人の増加をめざし、県立保健福祉大学

などにおける公開講座・市民大学受講者数を 2022 年度に 3,270 人とすることを

目標としています。 

Ｃ 

未病指標利用者数（累計） 

（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調

査） 

未病改善に向けた個人の行動変容を促進するためには、自分が「健康」と「病

気」のグラデーションのどこにいるのか、具体的な数値などで見える化するこ

とが必要です。 

そこで、未病指標の構築や普及拡大などの取組みを着実に進めていくことで、

2025 年の累計利用者数 80 万人に向けて、未病指標利用者数（累計）を 2022 年

度に 15 万人とすることを目標としています。 

Ｃ 

ＣＨＯ構想推進事業所登録数（総数） 

（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調

査） 

健康寿命を延伸し、県民が生き生きと健康的な生活を送るためには、企業や

団体が従業員やその家族の健康づくりを行う、いわゆる健康経営の取組みが重

要です。 

そこで、ＣＨＯ（健康管理最高責任者）を設置して健康経営に取り組む企業

や団体を、「ＣＨＯ構想推進事業所」として登録し、毎年度約 200 事業所ずつ

増加してきた実績を踏まえ、取組みを推進し、2022 年度に 2,000 事業所とする

ことを目標としています。 

柱柱ⅠⅠ 健健康康長長寿寿

１ 未病 
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指標 

名称 設定の考え方 

地域医療が充実している二次保健医療圏の数

（県内の二次保健医療圏は９圏域）（総数） 

（医療課調査） 

 県民が慣れ親しんだ地域で笑いがあふれる生活ができる社会を構築するためには、誰もが必要なと

きに身近な地域で質の高い医療を安心して受けられる医療提供体制を整備することが重要です。 

そこで、地域医療構想に基づく病床の機能分化・連携の促進や、医療人材の育成確保などの施策を

着実に進めていくことで、誰もが身近な二次保健医療圏内で医療が受けられることをめざし、2022 年

度に県内の９二次保健医療圏全てにおいて地域医療が充実することを目標としています。 

75 歳未満の 10 万人当たりのがんによる死亡数

【暦年】 

（国立がん研究センターがん対策情報センタ

ー調査） 

がんは県民の死亡原因の第１位であることから、がんによる死亡数を減少させていくことが求めら

れています。 

そこで、がん検診受診促進やがん医療提供体制の充実などの施策を着実に進めていくことで、直近

10 年間の減少率を上回る水準をめざし、75 歳未満の 10 万人当たりのがんによる死亡数を 2022 年度に

63.1 人とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

県の支援を受けて、県内に集積する最先端医療関連

のベンチャー企業数（総数） 

（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調

査） 

最先端医療を提供するためには、最先端医療関連のベンチャー企業の集積を

促進することが重要です。 

そこで、最先端医療のイノベーションの拠点間で連携しながら、ベンチャー

企業を創出・育成するなどの取組みを進めていくことにより、毎年度約５社ず

つ増加してきた実績を踏まえ、取組みを推進し、県の支援を受けて、県内に集

積する最先端医療関連のベンチャー企業数を 2022 年度に 60 社とすることを目

標としています。 

Ａ 
重粒子線治療患者数 

（地方独立行政法人神奈川県立病院機構調査） 

安全で有効ながん治療の選択肢を増やすため、最先端のがん治療である重粒

子線治療を円滑に運営し推進することが必要です。 

そこで、治療対象となる症例の拡大や、重粒子線治療の提供体制を整備する

ことで、施設の現時点での最大受入計画人数である 880 人をめざし、県立がん

センターの重粒子線治療患者数を2022年度に年間780人とすることを目標とし

ています。 

Ｂ 
訪問診療を実施している診療所・病院数（総数） 

（厚生労働省調査） 

県民が高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、

患者の日常生活を支える在宅医療の提供体制を構築することが必要です。 

そこで、在宅医療を担う人材の育成や、医療と介護の連携強化などの取組み

を着実に進めていくことで、高齢化などの影響により今後生じる在宅医療需要

の増加に対応することが必要と考え、訪問診療を実施している診療所・病院数

を 2022 年度に 2,057 箇所とすることを目標としています。 

Ｂ 
風しんの予防接種者報告件数（累計） 

（健康危機管理課調査） 

神奈川県から風しんを流行させない、先天性風しん症候群を出さないために

は、抗体保有率の低い世代の男性や、妊娠を予定又は希望する女性、そのパー

トナーが風しんの予防接種を受けることが重要です。 

そこで、県は、市町村の予防接種助成事業への補助や、国の第５期の定期接

種の取組みを着実に進めていくことで、当該世代の男性の抗体保有率 90％以上

をめざすなど、予防接種者報告件数を 2022 年度に 275,000 件とすることを目標

としています。 

Ｃ 
地域枠医師の県内就業人数（総数） 

（医療課調査） 

人口 10 万人当たりの医師数が全国平均を大きく下回り、かつ急激な高齢化が

進む本県において、県内の医療機関で地域医療を担う医師の養成が必要です。 

そこで、県内の医学部の学生を対象とした修学資金貸付制度を着実に進めて

いくことで、2022 年度までの地域枠の医師数を 102 人まで育成し、この同数を

県内の医療機関で従事する医師とすることを目標としています。 

Ｃ 

在宅医療に携わる看護職員の養成数（県内の訪問看

護ステーションに従事する看護職員数）（総数） 

（厚生労働省調査） 

今後の高齢化の進展に伴い増大が見込まれる在宅医療に対応するためには、

訪問看護に従事する看護職員の養成・確保が重要です。 

そこで、訪問看護への就労促進や訪問看護に必要な知識・技術の向上を図る

研修などの取組みを着実に進めていくことで、近年、毎年度約 250 人ずつ増加

してきた実績を踏まえ、県内の訪問看護ステーションに就労する看護職員数を

2022 年度に 4,161 人とすることを目標としています。 

２ 医療 
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指標 

名称 設定の考え方 

死亡者のうち在宅で看取りを行った者の割合

（在宅看取り率） 

（高齢福祉課調査） 

 高齢者が住み慣れた地域で安心してくらしていくためには、心身の状態に即して医療・介護サービ

スを切れ目なく提供する必要があります。 

 そこで、医療と介護の連携の強化や地域包括支援センターの機能強化などの施策を着実に進めてい

くことで、今後の需要増加を踏まえ、在宅で看取りを行った者の割合を 2022 年度に 15.2%とすること

を目標としています。 

長い人生を充実させるため、コミュニティな

ど、地域社会との関わりを大切にしている人の

割合 

（県民ニーズ調査） 

高齢者が元気に生き生きとくらしていくためには、高齢者もコミュニティの担い手として活躍して

くことが求められています。 

 そこで、地域共生社会のしくみづくりや人生 100 歳時代の設計図の取組みなどの施策を着実に進め

ていくことで、実績値が半数を下回っている現状を踏まえ、「長い人生を充実させるため、コミュニ

ティなど、地域社会との関わりを大切にしている」と考える人の割合を 2022 年度に 60.0％とするこ

とを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

地域包括支援センター職員養成研修（現任者研修）

の修了者数 

（高齢福祉課調査） 

地域包括ケアシステムの推進を達成するためには、地域包括支援センターが

地域住民に対する包括的・継続的支援を行うことが求められています。 

 そこで、地域包括支援センター職員の資質向上など地域包括支援センターの

機能強化を着実に進め、全ての地域包括支援センターが定期的にスキルアップ

研修に職員を派遣できるよう、地域包括支援センター職員養成研修（現任者研

修）の修了者数を 2022 年度までの毎年度、180 人とすることを目標としていま

す。 

Ａ 
主任介護支援専門員養成者数（累計） 

（地域福祉課調査） 

地域包括ケアシステムを推進するためには、介護サービスを支える人材を養

成することが重要です。 

 そこで、主任介護支援専門員を養成する取組みとして、特に、法令改正によ

り、2020 年度までに県内すべての居宅介護支援事業所に１人ずつ主任介護支援

専門員を配置しなければならないことから、2022 年度に累計で 3,567 人の主任

介護支援専門員を養成することを目標としています。 

Ｂ 
認知症サポート医の養成数（累計） 

（高齢福祉課調査） 

認知症の人にやさしい地域づくりを達成するためには、認知症の早期診断・

早期対応のための体制整備を進めていくことが重要です。 

 そこで、認知症サポート医や認知症疾患医療センターを中心として、地域の

医療・介護関係機関との連携を強化し、適切なサービスを提供するための体制

整備を着実に進めていくことで、各市町村の初期集中支援チームの運営状況を

踏まえ、認知症サポート医の養成数を 2022 年度に 400 人とすることを目標とし

ています。 

Ｂ 

認知症キャラバンメイト養成者数 

（計画期間中の累計） 

（高齢福祉課調査） 

認知症の人にやさしい地域づくりを達成するためには、認知症の人の意思を

尊重した支援を進めていくことが重要です。 

 そこで、認知症の人や家族の応援者であるオレンジパートナーや認知症サポ

ーターの活動を推進し、認知症の正しい理解の普及啓発を着実に進めていくこ

とで、近年、定員数を着実に養成してきたこれまでの実績を踏まえ、認知症サ

ポーターの講師役であるキャラバンメイト養成者数を 2022 年度に 800 人（計画

期間中の累計）とすることを目標としています。 

Ｃ 
住民主体の通いの場への参加者数 

（高齢福祉課調査） 

高齢者の健康・生きがいづくりを達成するためには、元気な高齢者の参加に

よる介護予防の取組みを推進する必要があります。 

 そこで、生活支援コーディネーターの養成や市町村が行う介護予防事業の支

援、未病改善、フレイル対策などの取組みを着実に進めていくことで、65 歳以

上の高齢者人口の伸び率を上回ることをめざし、住民主体の通いの場への参加

者数を 2022 年度に 65,100 人とすることを目標としています。 

Ｃ 

「かながわ人生 100 歳時代ポータル」の 

ページビュー数 

（総合政策課調査） 

生涯生き生きと充実した人生を送る県民を増やすためには、「学び」から「活

動」へのつなぎをサポートすることが必要です。 

そこで、「学び」と「活動」の情報が掲載された「かながわ人生 100 歳時代

ポータル」の活用が広がることで、より多くの県民が活動の場につながること

をめざし、ポータルの年間ＰＶ数を 2022 年度に年間 66,000ＰＶとすることを

目標としています。 

３ 高齢者 

100



指標 

名称 設定の考え方 

相談支援専門員による障害サービス等利用計

画等作成率 

（厚生労働省調査） 

 障がい児・者の生活を支えるサービスの充実には、相談支援専門員による当事者の状態や意思を尊

重した質の高い障害福祉サービス等の利用計画等の作成が重要です。 

 そこで、相談支援専門員の質的及び量的確保による相談支援体制の強化を着実に進めることで、全

国的にみて低水準にある本県の相談支援専門員による作成率を全国水準と同程度とすることをめざ

し、今後８ポイント向上させ、2022 年度に障がい者で 63.4％、障がい児で 55.8％とすることを目標

としています。 

障がい者に配慮した行動をとる人が増えたと

思う人の割合 

（県民ニーズ調査） 

ともに生きる社会かながわを実現するためには、県民総ぐるみで取り組むことが必要です。 

 そこで、ともに生きる社会かながわ憲章の普及啓発や心のバリアフリーの推進などの施策を着実に

進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、障がい者に配慮した行動をとる人が増

えたと思う人の割合を 2022 年に 50.0％とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

県内のグループホームサービスの利用者数 

（４月～２月の平均値） 

（障害福祉課調査） 

障がい者の地域生活移行を推進するためには、くらしの場としてのグループ

ホームの確保が重要です。 

そこで、グループホームの開設や運営支援を進めていくことで、近年、平均

で毎年度５％増加してきた実績を踏まえ、県内のグループホームサービスの利

用者数が 2022 年度には 10,872 人とすることを目標とします。 

Ａ 

県内のホームヘルプサービスの利用者数 

（４月～２月の平均値） 

（障害福祉課調査） 

障がい者が地域で安心して生活するためには、ホームヘルプ（訪問支援）サ

ービスの充実が重要です。 

そこで医療的ケアを伴うホームヘルプサービスに対する支援などを進めてい

くことで、県内のホームヘルプサービスの利用者数が近年の平均増加率を上回

る水準で増加することをめざし、2022 年度に 21,434 人とすることを目標とし

ます。 

Ａ 
相談支援従事者数（総数） 

（厚生労働省調査） 

相談支援を必要とする障がい児・者に適切な相談支援が実施できるとともに、

意思決定支援を進めるためには、相談支援従事者の確保が必要です。 

そこで相談支援従事者の増員に向けた施策を進めることで、2017 年度末で

1,150 人程度であった相談支援従事者を、直近で年間約 130 人増加した実績を

踏まえ、2022 年度に 1,808 人とすることを目標としています。 

Ｂ 
手話講習会の実施事業所数 

（地域福祉課調査） 

障がい児・者が必要なサービスが受けられるようにするためには、障がい特

性に応じて情報にアクセスしやすくすることが必要です。 

そこで、ろう者にとって重要なコミュニケーション手段である手話について、

事業所が主体的に普及に取り組む施策を進めることで、これまでの水準を維持

し、着実に進めることをめざし、2022 年度までの毎年度、30 事業所の開催を目

標としています。 

Ｂ 

就労系３サービス（就労移行支援、就労継続支援

Ａ・Ｂ）のサービス利用者数（４月～２月の平均値） 

（障害福祉課調査） 

障がい者の社会参加や日中活動の充実を図るためには、障がい者に対する就

労支援が重要です。 

そこで、障害者就業・生活支援センターによる相談や訪問などの支援を進め

ることで、就労系３サービスの利用者数が近年、平均で毎年度９％増加してき

た実績を踏まえ、2022 年度に 23,127 人とすることを目標としています。 

Ｂ 
一般就労への年間移行者数 

（障害福祉課調査） 

障がい者が地域で自立して生活するためには、企業などへの一般就労への移

行も重要です。 

そこで、障害者雇用促進センターなど関係機関と連携した取組みを進めるこ

とで、一般就労への年間移行者数が近年、平均で毎年度 13％増加してきた実績

を踏まえ、2022 年度に 2,316 人とすることを目標としています。 

Ｃ 

「ともに生きる社会かながわ憲章」を「知っている」

または「言葉は聞いたことがある」と答えた人の割

合 

（県民ニーズ調査） 

ともに生きる社会かながわ憲章の理念を実現するためには、多くの県民に憲

章の理念を広く深く浸透させていくことが重要です。 

 そこで、市町村や団体、大学、企業、教育などと連携して、憲章の普及啓発

を着実に進めていくことで、これまでの実績値を踏まえ、県民の半数以上に広

めることをめざし、「ともに生きる社会かながわ憲章」を「知っている」また

は「言葉は聞いたことがある」と答えた人の割合を 2022 年度に 50.0％とする

ことを目標としています。 

Ｃ 
障がい者への差別・偏見があると思う人の割合 

（県民ニーズ調査） 

障がい児・者への差別や偏見を解消するためには、社会全体で障がいに対す

る理解を促進することが必要です。 

そこで、障がいに対する理解促進や差別解消に関する普及啓発を進めること

で、障がい者への差別・偏見があると思う県民の割合をこれまでの最低値を下

回る水準まで減少させることをめざし、2022 年度には現在よりも４ポイント減

じた 44.0％とすることを目標としています。 

Ｃ 
心のバリアフリー推進員養成者数 

（障害福祉課調査） 

障がいに対する理解を促進し、障がい者が企業などで働きやすい環境づくり

を進めるためには、企業などで障がい者受入れの中心的な役割を担う人材の育

成が重要です。 

 そこで、心のバリアフリー推進員の養成研修を開催することで、研修修了者

を年間約 50 人養成してきた実績を踏まえ、2022 年度までの毎年度、50 人の推

進員を養成確保することを目標としています。 

４ 障がい児・者 
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指標 

名称 設定の考え方 

県内の年間電力消費量の削減率（2010 年度比） 

（エネルギー課調査） 

分散型エネルギーシステムを構築するためには、事業者や県民の協力を得て、エネルギー消費量を

削減する省エネを進めることが重要です。 

そこで、省エネ対策の促進やネット・ゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）などの導入促進等の施策

を着実に進めていくことで、県内の年間電力消費量の削減率を、2030 年度に 2010 年度比、15％削減

に向けて、2022 年度に 11.0％削減することを目標としています。 

県内の年間電力消費量に対する分散型電源に

よる発電量の割合 

（エネルギー課調査） 

分散型エネルギーシステムを構築するためには、太陽光発電やガスコージェネレーションなどの分

散型電源の確保が不可欠です。 

そこで、自家消費型太陽光発電への導入支援や民間事業者と連携した太陽光発電の共同購入による

導入拡大などの施策を着実に進めていくことで、県内の年間電力消費量に対する分散型電源による発

電量の割合を、2030 年度、45％に向けて、2022 年度に 25.0％以上とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
太陽光発電設備の導入量（総数） 

（エネルギー課調査） 

再生可能エネルギー等の導入を促進するためには、太陽光発電の導入を拡大

することが重要です。 

そこで、自家消費型太陽光発電の導入支援や民間事業者と連携した太陽光発

電の共同購入による導入拡大などの施策を着実に進めていくことで、2030 年度

の 815 万 kW に向けて、太陽光発電設備の導入量を 2022 年度に 455 万 kW とする

ことを目標としています。 

Ａ 
太陽光発電に係るイベントなどへの来場者数 

（エネルギー課調査） 

 再生可能エネルギー等の導入を促進するためには、太陽光発電への導入意識

の拡大を図ることが重要です。 

そこで、普及啓発の取組みを着実に進めていくことで、これまでの太陽光発

電に係るイベントへの来場者数の最高値を上回る水準をめざし、来場者数を

2022 年度に 40,000 人とすることを目標としています。 

Ｂ 
ガスコージェネレーションの導入量（総数） 

（コージェネ財団調査） 

安定した分散型エネルギー源の導入を促進するためには、ガスコージェネレ

ーションの導入を拡大することが重要です。 

そこで、普及啓発などの取組みを着実に進めていくことで、2030 年度の 173

万 kW に向けて、ガスコージェネレーションの導入を 2022 年度に 118 万 kW とす

ることを目標としています。 

Ｂ 
水素ステーションの設置数（総数） 

（エネルギー課調査） 

安定した分散型エネルギー源の導入を促進するためには、水素需要を拡大さ

せることが重要です。 

そこで、水素ステーションへの導入支援やＦＣＶ（燃料電池自動車）への導

入支援などの取組みを着実に進めていくことで、国で定められた目標値以上の

水準となることをめざし、水素ステーションの設置数を 2022 年度に 35 箇所と

することを目標としています。 

Ｃ 
地球温暖化防止活動推進員の人数（総数） 

（環境計画課調査） 

家庭における省エネルギー対策を促進するためには、県民一人ひとりのライ

フスタイルの転換を促進することが重要です。 

そこで、県から委嘱を受けて地球温暖化防止のために省エネルギー対策など

の活動を促す地球温暖化防止活動推進員の募集をより広く呼び掛けていくこと

で、近年減少傾向にあった人数を増加させることをめざし、2022 年度に 280 人

に増員することを目標としています。 

Ｃ 
ＺＥＨの設置数（総数） 

（エネルギー課調査） 

省エネルギーの促進とスマートコミュニティの形成を実現するためには、エ

ネルギー自立型の住宅・ビルを普及させることが重要です。 

そこで、ＺＥＨへの導入支援や普及啓発などの取組みを着実に進めていくこ

とで、国で定められた目標値と同程度となることをめざし、ＺＥＨの設置数の

総数を 2022 年度に 65,000 件とすることを目標としています。 

柱柱ⅡⅡ 経経済済ののエエンンジジンン

５ エネルギー 
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指標 

名称 設定の考え方 

企業経営の未病が改善した企業の割合（「未病

ＣＨＥＣＫシート」をもとに、支援機関に相談

した企業のうち、改善した企業の割合） 

（中小企業支援課調査） 

 中小企業・小規模企業が持続的に発展していくためには、経営状況が下降する前からその兆しに気

づき、早期に必要な対策を講じることによって、より健全経営に近づけていくという「企業経営の未

病改善」の取組みが重要です。 

そこで、「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」の記入結果をもとに、商工会・商工会議所などに相

談し、早期に必要な対策を講じることによって、持続的発展の源泉となる「黒字」の中小企業の割合

を高めることをめざし、企業経営の未病が改善した企業の割合を、2022 年度に 80％とすることを目標

としています。 

開廃業率の差（開業率から廃業率を引いた差） 

（中小企業支援課調査） 

持続可能な県経済を実現するためには、県内産業の更なる活性化が求められています。 

そこで、成長産業の創出・育成やベンチャー支援、企業誘致などにより、開業する企業を増やすと

ともに、不本意な倒産や廃業を抑制することで、現在の企業数を維持することをめざし、開廃業率の

差を 2022 年度に 4.4 ポイントとすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

未病産業研究会を通じた未病産業関連商品の事業

化件数（累計） 

（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室調査）

未病産業市場を拡大し、県民の未病改善の選択肢を広げるためには、未病に

関連する多くの商品・サービスを市場に投入することが必要です。 

そこで、未病産業研究会の活動を軸にした取組みを着実に進めていくこで、

毎年度約 15 件ずつ増加してきた実績を踏まえ、取組みを推進し、未病産業研究

会を通じた未病産業関連商品の事業化件数を2022年度に150件とすることを目

標としています。 

Ａ 
生活支援ロボットの商品化件数 

（産業振興課調査） 

さがみロボット産業特区の目的を達成するためには、支援したプロジェクト

が商品化され、生活の現場に導入されていくことが必要です。 

そこで、ロボットの実用化においてボトルネックとなる実証実験の支援など

に取り組むことで、特区第１期（2013 年度 ～2017 年度）の実績（平均３件／

年度）を上回る水準を目指し、生活支援ロボットの商品化件数を 2022 年度まで

の毎年度５件とすることを目標としています。 

Ｂ 
企業立地支援件数（計画期間中の累計） 

（企業誘致・国際ビジネス課調査） 

県内経済の活性化と雇用の創出を図るためには、県外・国外からの企業誘致

や県内企業の投資活動が大切です。 

そこで、経済的インセンティブによる支援やプロモーション活動の重点的な

展開などを通じて、企業の立地を促進し、県経済のエンジンを回すため、景気

の不透明感がある中、これまでの企業立地支援件数を上回るよう、企業立地支

援件数を 2022 年度に 200 件（計画期間中の累計）とすることを目標としていま

す。 

Ｂ 

県内で進められている地域経済牽引事業件数 

（総数） 

（産業振興課調査） 

地域の成長発展の基盤強化を図るためには、成長分野において、地域の特性

を生かして高い付加価値を創出する事業を生み出すことが必要です。 

そこで、地域未来投資促進法に基づく神奈川県基本計画を策定し、今後、成

長が見込まれる産業分野として、９つの分野を定めた上で、制度の周知と事業

の発掘を行い、各分野で３件ずつ地域経済牽引事業を創出し、事業の着実な進

捗を図りながら、県内で進められている地域経済牽引事業件数を 2022 年度に

27 件とすることを目標としています。 

Ｃ 

企業経営の未病に気づき支援機関に相談する 

企業数 

（中小企業支援課調査） 

企業経営の未病改善の取組みを進めていくためには、企業経営の未病を「見

える化」した中小企業・小規模企業が適時適切な支援を受けられるよう、企業

に寄り添った支援体制を整えることが重要です。 

そこで、「企業経営の未病ＣＨＥＣＫ シート」による企業と支援機関などの

継続的な関係を構築することにより、支援機関等の更なる活用が図られること

をめざして、商工会・商工会議所などに相談する企業数を 2022 年度までの毎年

度 10,000 企業とすることを目標としています。 

Ｃ 
神奈川発新技術の実用化件数（累計） 

（（地独）神奈川県立産業技術総合研究所調査） 

県内産業が発展していくには、中小企業などの技術力の向上が重要です。 

そこで、県内中小企業を中心に、（地独）神奈川県立産業技術総合研究所に

よる支援を行うことにより、過去５年間の実績の平均値を基準として、毎年度、

件数を漸増させていくことをめざし、実用化した技術の累計件数を 2022 年度に

179 件とすることを目標としています。 

Ｃ 
企業への技術支援件数（累計） 

（（地独）神奈川県立産業技術総合研究所調査） 

県内経済の活性化には、県内企業が直面する様々な技術課題やニーズに応え

ていくことが必要です。 

そこで、（地独）神奈川県立産業技術総合研究所による支援を行うことによ

り、過去５年間の実績の平均値を基準として、毎年度、件数を漸増させていく

ことをめざし、技術支援の基本となる試験計測の累計件数を、2022 年度に

274,285 件とすることを目標としています。 

６ 産業振興 
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指標 

名称 設定の考え方 

観光消費額総額【暦年】 

（観光庁「観光入込客統計に関する共通基準」） 

 「観光立県かながわ」を実現するためには、消費単価の高い宿泊観光客を呼び込むなど、観光消費

額を引き上げることで地域の活性化、雇用の創出につなげていくことが必要です。 

そこで、観光資源の発掘・磨き上げ、戦略的プロモーションの推進、受入環境の整備など観光消費

額の増加につながる取組みを進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、神奈川の

観光消費額総額を 2022 年度に１兆 3,500 億円とすることを目標としています。 

入込観光客数【暦年】 

（神奈川県入込観光客調査） 

観光消費額総額を引き上げるためには、地域の魅力を高め、国内外から多くの観光客を神奈川に呼

び込むことが必要です。 

そこで、国内外から観光客が集中する東京においてプロモーションに取り組むなど、観光客の増加

につながる取組みを進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、神奈川の入込観光

客数を 2022 年度に２億 1,200 万人とすることを目標としています。 

延べ宿泊者数【暦年】 

（観光庁「宿泊旅行統計調査」） 

観光消費額総額を引き上げるためには、日帰り客に比べて消費単価の高い宿泊客を増やしていくこ

とが必要です。 

そこで、地域の魅力的な宿泊施設を観光資源と組み合わせてＰＲし、県内での滞在期間を長くして

いくほか、ナイトタイムエコノミーや早朝型観光など宿泊客の呼び込みにつながる取組みを進めてい

くことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、神奈川の延べ宿泊者数を 2022 年度に 2,600 万人

泊とすることを目標としています。 

外国人延べ宿泊者数【暦年】 

（観光庁「宿泊旅行統計調査」） 

観光消費額総額を引き上げるためには、日本人に比べ、滞在期間が長く、消費単価が高い外国人の

宿泊客を増やしていくことも重要です。 

そこで、宿泊につながる体験型アクティビティを伴う観光コンテンツの発掘・磨き上げをさらに進

めていくとともに、ナイトタイムエコノミーや早朝型観光など、外国人宿泊客の呼び込みにつながる

取組みを進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、神奈川の外国人延べ宿泊者数

を 2022 年度に 320 万人泊とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
新たな観光の核づくり地域入込観光客数【暦年】 

（神奈川県入込観光客調査） 

県内における周遊観光を促すためには、横浜・鎌倉・箱根に次ぐ魅力的な観

光地の創出が重要です。 

そこで、新たな観光の核づくり地域（城ヶ島・三崎地域、大山地域、大磯地

域）の取組みの支援などを進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準

をめざし、新たな観光の核づくり地域の入込観光客数を、2022 年度に 374 万人

とすることを目標としています。 

Ａ 

ナイトタイムエコノミー・早朝型観光向け 

観光資源数（総数） 

（国際観光課調査） 

消費単価の高い宿泊客を増やすためには、夜間や早朝に観光客を県内に呼び

込むことも重要です。 

そこで、観光資源の発掘・磨き上げを進めていくことで、観光客が夜間や早

朝に楽しむことができる観光資源を増加させることをめざし、ナイトタイムエ

コノミー・早朝型観光向け観光資源数を 2022 年度に 200 件とすることを目標と

しています。 

Ｂ 

民間事業者と連携したプロモーション事業数 

（計画期間中の累計） 

（観光部調査） 

多くの観光客を呼び込むためには、多様な関係者と連携したプロモーション

を実施していくことが重要です。 

そこで、鉄道事業者と連携した東京都内でのプロモーションなどを進めてい

くことで、現在の実績以上の実施をめざし、民間事業者と連携したプロモーシ

ョン事業数を、2022 年度に 160 件（計画期間中の累計）とすることを目標とし

ています。 

Ｂ 

「観光かながわＮＯＷ」宿泊施設紹介の 

ページビュー数 

（観光企画課調査） 

宿泊客を呼び込むためには、観光客のニーズに対応した情報をタイムリーに

提供していくことが大切です。 

そこで、「観光かながわＮＯＷ」の宿泊情報をリニューアルすることで、こ

れまでの最高値を上回る水準をめざし、「観光かながわＮＯＷ」宿泊施設紹介

のページビュー数を、2022 年度に 600,000ＰＶとすることを目標としています。 

Ｂ 
アンテナショップ「かながわ屋」来店者数 

（観光企画課調査） 

県内における周遊観光を促すためには、県産品を通じて地域の魅力を発信し

ていくことが重要です。 

そこで、アンテナショップ「かながわ屋」において「かながわの名産 100 選」

をはじめとする地域の魅力的な県産品をＰＲしていくことで、これまでの最高

値を上回る水準をめざし、「かながわ屋」の来店者数を、2022 年度に 13 万人

とすることを目標としています。 

Ｃ 

観光客満足度 

（神奈川県観光客消費動向等調査/神奈川県外国人

観光客実態調査） 

将来にわたって観光客を呼び込むためには、安全かつ快適に県内を観光して

いただくことが重要です。 

そこで、多言語化の促進やおもてなしの向上など受入環境の整備を進めてい

くことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、観光客の満足度を、2022

年度に 70％とすることを目標としています。 

Ｃ 
おもてなし人材育成人数（計画期間中の累計） 

（観光部調査） 

本県を訪れた観光客の満足度を高めるためには、おもてなし人材の育成が重

要です。 

そこで、観光事業者などを対象にした人材育成講座や観光ボランティアガイ

ド団体の活動支援などの取組みを進めていくことで、現在の実績を上回る人材

育成をめざし、おもてなし人材の育成人数を、2022 年度に 4,000 人（計画期間

中の累計）とすることを目標としています。 

７ 観光 
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指標 

名称 設定の考え方 

農林水産物の産出額【暦年】 

（農林水省調査、水産課調査） 

 産業として安定した農林水産業を持続していくためには、生産の拡大を図りながら再生産可能な価

格で販売されることが必要です。 

そこで、農林水産業の新たな担い手の確保と育成支援、生産技術などの開発と普及及び生産基盤の

整備などの取組みを着実に進めていくことで、天候などの影響や農地面積、就業者が減少する中でも

農林水産物の産出額を現在の水準で維持していくことをめざし、産出額を 2022 年度に 911 億円とする

ことを目標としています。 

「地元でとれた新鮮な野菜や魚を食べられる

こと」に満足している人の割合 

（県民ニーズ調査） 

地産地消を通じて県民に新鮮で安全・安心な農林水産物を供給するためには、県民ニーズに応じた

農林水産物の生産の拡大のほか、ブランド力を強化し、県民の認知度向上による利用拡大を図ること

が必要です。 

そこで、かながわブランドの登録推進やかながわブランドサポート店と連携したＰＲ・販売促進活

動などの取組みを着実に進めていくことで、「地元でとれた新鮮な野菜や魚を食べられること」に満

足している人の割合をこれまでの調査結果の最高値を上回るよう、2022 年度に 28％とすることを目標

としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

農林水産業への新規就業者数 

（農業振興課調査、森林再生課調査、水産庁新規漁

業就業者数等調査、水産課調査） 

意欲ある持続可能な経営体を確保するためには、新たな担い手の育成支援が

重要です。 

そこで、就業相談や技術・経営指導、研修などの取組みを着実に進めていく

ことで、県の農林水産業の産出額の維持に必要な新規就業者数の確保をめざし、

2022 年度に 141 人とすることを目標としています。 

Ａ 
スマート農業技術導入戸数(累計) 

（農政課調査、農業振興課調査） 

品質や収穫量の向上、省力化など農業の生産性を高めるためには、ＩＣＴや

ロボット技術などを活用したスマート農業技術の普及が重要です。 

そこで、園芸施設内の温度・湿度・二酸化炭素濃度などの環境をモニタリン

グする機器の導入支援などの取組みを着実に進めていくことで、スマート農業

技術導入戸数を現状の２倍をめざして毎年度増加させ、2022 年度に 164 戸とす

ることを目標としています。 

Ａ 
資源管理に取り組む魚種数 

（水産課調査） 

海洋資源の持続可能な利用を達成するためには、水産資源を科学的根拠に基

づき適切に管理し、維持・回復させる必要があります。 

そこで、漁獲統計、漁船の操業実態、漁獲物の体長組成等のデータの収集・

分析を着実に進めることで、資源管理に必要な資源評価に取り組む魚種数を現

状の 16 種から毎年度１種ずつ拡大し、2022 年度に 20 種とすることを目標とし

ています。 

Ａ 
認定農業者等への農地集積率（総数） 

（農地課調査） 

持続性のある経営体を育成するため、経営規模の拡大を図ろうとする認定農

業者などへの農地の集積を促進する必要があります。 

そこで、農地中間管理機構などと連携して、農地所有者に対し実施した農地

利用意向調査の結果を活用し農地のマッチングを促進することで、今まで毎年

度１％の増加に満たなかった農地集積率を現状の 20％から毎年度１％ずつ増

加させ、2022 年度に 24％とすることを目標としています。 

Ｂ 
県産農畜水産物の販路拡大件数 

（農政課調査、畜産課調査、水産技術センター調査） 

県民ニーズに応じた農林水産物を提供するためには、その販路を拡大するこ

とが重要です。 

そこで、生産者と小売業者、食品加工業者などとのマッチング商談会の開催

や水産加工品の開発などの取組みを着実に進めていくことで、過去５年間の平

均値である25件を上回る件数をめざし、県産農畜水産物の販路拡大件数を2022

年度まで毎年度 26 件拡大していくことを目標としています。 

Ｂ 
県産木材の利用量 

（森林再生課調査） 

神奈川県産木材の活用を促進するためには、産地の明らかな木材として県民

に供給していくことが必要です。 

そこで、県内から生産されるすべての原木に産地認証を付して流通させる産

地認証制度などの推進に取り組むことで、県内の人工林を適正に管理した時に

活用できる最大の見込み量が毎年度利用されることをめざし、県産木材の利用

量を 2022 年度まで毎年度 30,000  とすることを目標としています。

Ｂ 
「かながわブランド」の認知度 

（県民ニーズ調査） 

県内産農林水産物の利用拡大を図るためには、その認知度を高めることが必

要です。 

そこで、かながわブランドやかながわブランドサポート店の登録推進などの

取組みを着実に進めていくことで、かながわブランドの認知度をこれまでの調

査結果の上昇率の２倍となる毎年度２％程度向上させることをめざし、「かな

がわブランド」の認知度（言葉も内容も知っている、または、言葉は聞いたこ

とはあるが、内容は知らなかった人の割合）を 2022 年度に 80％とすることを

目標としています。 

８ 農林水産 
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指標 

名称 設定の考え方 

大地震などの災害がおきても３日間はくらせ

るように、防災の準備ができている人の割合 

（県民ニーズ調査） 

災害に強いかながわの実現には、県民等の防災意識の向上などの自助・共助の取組みの促進が重要

です。 

そこで、総合防災センターの体験施設の活用や学校での防災教育などの施策を着実に進め、これま

での実績値を上回る水準をめざし、防災の準備のできている人の割合を 2022 年度に 42％とすること

を目標としています。 

「地震、台風、火災などへの対策が十分に整っ

ていること」に関する満足度 

（県民ニーズ調査） 

災害に強いかながわの実現には、災害対応力の強化や災害に強いまちづくりの公助の取組みが重要

です。 

そこで、防災関係機関の災害救助対応力の強化や自然災害から県民の生命や財産を守るための河川、

土砂災害防止施設などの整備、災害時における応急対応機能を確保するための県有施設や橋りょう、

上下水道施設の耐震化の推進などの施策を着実に進め、これまでの実績値を上回る水準をめざし、地

震、台風、火災などへの対策が十分に整っていることの満足度を 2022 年度に 17％とすることを目標

としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

「かながわシェイクアウト（いっせい防災行動訓

練）」の参加人数（事前登録者数） 

（災害対策課調査） 

自助・共助の取組みを促進していくためには、防災訓練への参加促進などが

必要です。 

そこで、地震災害対策推進条例に基づき、県民への普及啓発や防災訓練への

参加促進を着実に進め、これまでの最高値と同水準となるよう、地震災害時の

安全確保行動を行う「かながわシェイクアウト（いっせい防災行動訓練）」の

参加人数（事前登録者数）について、2022 年度までの毎年度、200 万人とする

ことを目標としています。 

Ａ 

ディザスターシティを使用した訓練への消防団員

及び自主防災組織の延べ参加人数 

（消防学校調査） 

自助・共助の取組みを促進していくためには、地域の防災力向上への取組み

が重要です。 

そこで、消防団・自主防災組織に対する啓発・教育・活動への支援や、救出・

救助活動、消火活動のための実践的訓練の実施などの施策を着実に進め、ディ

ザスターシティを使用した訓練に参加する消防団員及び自主防災組織の人数に

ついて、現時点で最大の参加見込み数として、2022 年度までの毎年度、2,300

人とすることを目標としています。 

Ａ 

迅速・円滑な避難を支える津波避難施設を整備拡充

した県内沿岸市町数（累計） 

（災害対策課調査） 

津波発生時における自助・共助の取組みを促進していくためには、市町村の

取組みへの支援が重要です。 

そこで、「市町村地域防災力強化事業費補助金」による支援などの施策を着

実に進め、2024 年度までに県内すべての沿岸市町（15 市町）での津波避難施設

の整備拡充に向けて、津波避難施設を整備拡充した県内沿岸市町数を 2022 年度

に 14 市町とすることを目標としています。 

Ｂ 

津波の被害が想定される県内沿岸市町の津波避難

訓練の実施率 

（災害対策課調査） 

災害対応力の強化を図るには、津波からの早期避難意識を高めることが重要

です。 

そこで、県内沿岸市町に対する支援などの取組みを着実に進め、これまでの

最高値を上回る水準をめざし、2022 年度までの毎年度、津波の被害が想定され

る県内沿岸市町の津波避難訓練の実施率を 100％とすることを目標としていま

す。 

Ｂ 

ビッグレスキュー、かながわ消防などの訓練参加 

人数 

（くらし安全防災局総務室調査） 

災害対応力の強化を図るためには、市町村や防災関係機関などと連携したオ

ール神奈川での取組みが重要です。 

そこで、ビッグレスキューかながわによる関係機関が連携した訓練や、かな

がわ消防の初動対応力の強化などの取組みを着実に進め、これまでの最高値を

上回る水準をめざし、県が実施する実動訓練の参加人数を 2022 年度に 1,700

人とすることを目標としています。 

Ｃ 
護岸の整備延長（累計） 

（河川課調査） 

災害に強いまちづくりの取組みを推進していくためには、自然災害から県民

の生命や財産を守るため、河川施設の整備を進めることが重要です。 

そこで、中小河川のうち、過去に水害が発生した河川や、都市化の進展が著

しい地域を流れる河川について、重点的な整備を着実に進め、災害に強い河川

の実現をめざし、河川ごとの事業計画を踏まえて、護岸の整備延長を 2022 年度

に 91.6km とすることを目標としています。 

Ｃ 
洪水調節施設の供用箇所数（累計） 

（河川課調査） 

災害に強いまちづくりの取組みを推進していくためには、自然災害から県民

の生命や財産を守るため、河川施設の整備を進めることが重要です。 

そこで、中小河川のうち、過去に水害が発生した河川や、都市化の進展が著

しい地域を流れる河川について、重点的な整備を着実に進め、災害に強い河川

の実現をめざし、河川ごとの事業計画を踏まえて、洪水調節施設の供用箇所を

2022 年度に７箇所とすることを目標としています。 

Ｃ 

土砂災害防止施設の整備箇所数 

（計画期間中の累計） 

（砂防海岸課調査） 

集中豪雨の多発等による土砂災害から県民の生命を守るためには、土砂災害

防止施設の整備などを進めることが重要です。 

そこで、土砂災害危険箇所における土砂災害防止施設の整備を促進していく

ことで、土砂災害に対して安全なまちづくりをめざし、箇所ごとの事業計画を

踏まえて、土砂災害防止施設の整備箇所数を 2022 年度に 39 箇所（計画期間中

の累計）とすることを目標としています。 

柱柱ⅢⅢ 安安全全・・安安心心

９ 減災 
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指標 

名称 設定の考え方 

「犯罪や交通事故がなく安全で安心してくら

せること」に関する満足度 

（県民ニーズ調査） 

 犯罪や交通事故がなく安全で安心してくらせる地域社会を実現するためには、犯罪の抑止・検挙活

動を推進するとともに、安全で快適な交通環境を整備していくことが必要です。 

そこで、犯罪情報などの発信、防犯カメラの設置促進、街頭・パトロール活動や交通安全対策を強

化していくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、「犯罪や交通事故がなく安全で安心し

てくらせること」の満足度を 2022 年度に 27.0％とすることを目標としています。  

「今住んでいる地域は、夜、一人歩きをしても

安全だ」と思う人の割合 

（県民ニーズ調査） 

犯罪の起きにくい地域社会を実現していくためには、夜間でも安全と感じられる地域社会を実現す

ることが必要です。 

そこで、各種治安基盤の整備を推進していくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、「今

住んでいる地域は、夜、一人歩きをしても安全だ」と思う人の割合を、2022 年度に 66.0％とすること

を目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

地域住民と連携した地域安全活動等の実施回数 

【暦年】 

（県警察本部調査） 

各種街頭犯罪の抑止を推進するためには、地域住民との連携した活動が重要

です。 

そこで、地域住民との合同パトロール、街頭活動、会合などの取組みを着実

に進め、これまでの実績値を上回る水準をめざし、地域住民と連携した地域安

全活動などの実施回数を 2022 年度までの毎年度、5,000 回とすることを目標と

しています。 

Ａ 

サイバー犯罪の被害防止に向けた広報啓発活動 

【暦年】 

（県警察本部調査） 

サイバー犯罪の被害防止を推進するためには、被害防止に向けた広報啓発活

動が重要です。 

そこで、防犯教室などあらゆる機会を通じて、また、インターネット等各種

広報媒体を活用した広報啓発活動を着実に進めていくことで、これまでの最高

値を上回る水準をめざし、サイバー犯罪の被害防止に向けた広報啓発活動の実

施回数を 2022 年度までの毎年度、1,300 回とすることを目標としています。 

Ｂ 
交通事故死者数【暦年】 

（県警察本部調査） 

交通死亡事故の発生抑止のためには、多角的な交通安全対策が重要です。 

そこで、交通指導取締りを強化し、交通安全キャンペーンなどの広報啓発活

動を幅広く推進していくことで、「交通事故のない社会」の実現に至る中期的

な目標として、交通事故死者数を、2022 年度までの毎年度、150 人以下とする

ことを目標としています。 

Ｂ 
交通安全教育の実施回数【暦年】 

（県警察本部調査） 

交通事故から県民を守るためには、交通安全教育の推進が不可欠です。 

そこで、高齢者や子どもなど対象に応じた効果的な交通安全教育を着実に進

めていくために、これまでの実績値を上回る水準をめざし、交通安全教室の実

施回数を 2022 年度までの毎年度、9,400 回とすることを目標としています。 

10 治安 
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指標 

名称 設定の考え方 

安全・安心なまちづくりのための地域活動に参

加したい人の割合 

（県民ニーズ調査） 

 日常生活における安心の実現には、犯罪などの起きにくい地域社会づくりの取組みが重要です。 

そこで、防犯ボランティア活動の人材の育成や理解促進などの施策を着実に進め、これまでの実績

値を上回る水準をめざし、安全・安心なまちづくりのための地域活動に参加したい人の割合を 2022 年

度に 52.0％とすることを目標としています。 

安全で安心な消費生活の確保に関する施策に

満足している人の割合 

（県民ニーズ調査） 

日常生活における安心の実現には、複雑化・多様化する消費者トラブルへの対応と未然防止に向け

た取組みが重要です。 

そこで、かながわ中央消費生活センターの機能向上や、県全体の相談機能の充実に向けた市町村の

支援に取り組むとともに、悪質商法による被害など消費者トラブルの未然防止や若年者などへの消費

者教育の充実などの施策を着実に進め、これまでの実績値を上回る水準をめざし、安全で安心な消費

生活の確保に関する施策に満足している人の割合を 2022 年度に 21.0％とすることを目標としていま

す。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
各種防犯キャンペーンの参加人数 

（くらし安全交通課調査） 

犯罪などの起きにくい地域社会づくりの推進には、県民の防犯意識を向上さ

せることが重要です。 

そこで、安全・安心なまちづくりを県民総ぐるみの運動として展開し、これ

までの最高値と同水準となるよう、各種防犯キャンペーンの参加人数を 2022

年度までの毎年度、5,000 人とすることを目標としています。 

Ａ 
ディスカッション方式の防犯セミナーの受講者数 

（くらし安全交通課調査） 

犯罪などの起きにくい地域社会づくりの推進には、防犯ボランティア活動の

人材の育成や理解促進の取組みによる、防犯意識の高い人材の確保が重要です。 

そこで、ディスカッション方式の防犯セミナーの受講者数について、現時点

で最大の参加見込み数として、2022 年度までの毎年度、330 人とすることを目

標としています。 

Ａ 
自主防犯活動団体の登録数（総数） 

（くらし安全交通課調査） 

犯罪などの起きにくい地域社会づくりの推進には、自主防犯活動に取り組む

人・団体の活動活性化が重要です。 

そこで、県内各地域で活動する自主防犯団体、防犯ボランティア団体などに

対する情報発信や普及啓発を着実に進め、これまでの実績値を上回る水準をめ

ざし、自主防犯活動団体の登録数を 2022 年度に 2,360 団体とすることを目標と

しています。 

Ｂ 
犯罪被害者などに対する理解促進講座の実施回数 

（くらし安全交通課調査） 

犯罪被害者などへの支援の推進には、犯罪被害者などを地域社会で孤立させ

ないよう理解や支援の輪を広げていくための取組みが重要です。 

そこで、学校、民間団体、市町村などと協働による啓発活動を着実に進め、

これまでの最高値と同水準となることをめざし、犯罪被害者などに対する理解

促進講座の実施回数を 2022 年度までの毎年度、10 回とすることを目標として

います。 

Ｂ 
「いのちの大切さを学ぶ教室」の実施回数【暦年】 

（県警察本部調査） 

犯罪被害者などへの支援の推進には、被害者を思いやり、加害者にならない

意識を育むための取組みが重要です。 

そこで、中学生・高校生を対象にした啓発講座を開催し、被害者への理解を

深めていくために、これまでの最高値と同水準となることをめざし、「いのち

の大切さを学ぶ教室」の実施回数を 2022 年までの毎年度、80 回とすることを

目標としています。 

Ｃ 

県の消費生活相談員及び行政職員が行う市町村支

援件数 

（消費生活課調査） 

消費者トラブルへの対応については、相談機能の充実をすることが重要です。 

そこで、県内どこでも同じ水準の消費生活相談を受けられるよう、県全体の

相談機能を充実させ、これまでの最高値を超えるよう、県の消費生活相談員及

び行政職員が行う市町村支援件数を 2022 年度までの毎年度、36 件とすること

を目標としています。 

Ｃ 

消費者教育を担う様々な主体と連携した消費者教

育の場の設定 

（消費生活課調査） 

複雑化・多様化する悪質商法による被害などの消費者トラブルへの対応と未

然防止のためには、消費者教育とそのための環境づくりが重要です。 

そこで、若年期や高齢期など消費者のライフステージに応じた消費者教育を

着実に進め、これまでの実績値を上回る水準をめざし、消費者教育を担う様々

な主体と連携した消費者教育の場の設定を 2022 年度までの毎年度、７回とする

ことを目標としています。 

Ｃ 

高校などに対する新たな教材を活用した出前講座

の開催回数 

（消費生活課調査） 

若年者の消費者トラブルの未然防止のためには、効果的な消費者教育を実施

することが重要です。 

そこで、民法改正による 2022 年度の成年年齢の引下げを見据え、高校などに

おいて、子どもたちの理解が進むよう工夫した教材を活用した消費者教育を進

め、現時点で最大の見込み回数をめざし、高校などに対する新たな教材を活用

した出前講座の開催回数を、教材完成初年度の 2019 年度は 15 回、以降 2022

年度までの毎年度、30 回とすることを目標としています。 

11 安心 
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指標 

名称 設定の考え方 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」とい

う考え方について「そう思わない」人の割合 

（県民ニーズ調査） 

 男女共同参画社会の実現には、根強い課題となっている「固定的性別役割分担意識」の解消が必要

です。 

そこで、男女共同参画について理解を深めるための各種啓発講座の実施や、男女共同参画に関する

調査研究及び情報発信などを通じて、これまでの最高値を上回る水準をめざし、「夫は外で働き、妻

は家庭を守るべきだ」という考え方について「そう思わない」人の割合を、2022 年度に 82.0％とする

ことを目標としています。 

25～44 歳の女性の就業率 

（神奈川県労働力調査） 

職業生活における女性の活躍を推進するには、働きたい女性が「仕事か子育てか」の二者択一を迫

られることなく働き続けられるよう支援することが必要です。 

そこで、企業におけるワーク・ライフ・バランスの促進、育児や介護の基盤整備などにより、国で

定められた目標値と同程度の上昇率となることをめざし、結婚や出産などのライフイベントにより離

職する割合が高い 25～44 歳の女性の就業率を、2022 年度に 76.0％とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
県の審議会等における女性委員の割合 

（内閣府調査） 

あらゆる分野における女性の活躍を実現するには、政治・行政分野における

政策・方針決定過程への女性の参画を促進することが必要です。 

そこで、「審議会等委員への女性委員の登用計画」に基づく女性委員の登用

を促進し、2019 年度までの推計値及び近年、毎年度 0.4％ずつ増加してきた実

績を踏まえ、県の審議会等における女性委員の割合を、2022 年度に 40.8％とす

ることを目標としています。 

Ａ 
民間事業所の女性管理職（課長相当職以上）の割合 

（かながわ男女共同参画センター調査） 

企業活動等の現場に多様な価値観や新たな発想をもたらし、社会全体の活力

につなげるためには、民間における政策・方針決定過程への女性の参画が必要

です。 

そこで、女性管理職育成セミナーの実施、かながわ女性の活躍応援団の取組

みなどを通じて、これまでの最大値を上回る水準での増加をめざし、民間事業

所の女性管理職（課長相当職以上）の割合を、2022 年度に 13.0％とすることを

目標としています。 

Ｂ 

ワーク・ライフ・バランスのセミナー等への 

参加者数 

（労政福祉課調査） 

ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、企業が職場環境の整備に自

主的に取組むことが重要です。 

そこで、企業への普及啓発を図るため、多くの方にワーク・ライフ・バラン

スの重要性を理解していただくことをめざし、ワーク・ライフ・バランスのセ

ミナー等を実施し、今後は取組みを行っていない企業が減少していく中、近年

の高い水準にある実績値を維持していくことをめざし、ワーク・ライフ・バラ

ンスのセミナー等の参加者を 2022 年度までの毎年度、150 人とすることを目標

としています。 

Ｂ 
民間の介護休業利用事業所割合 

（かながわ男女共同参画センター調査） 

男女共に仕事と家庭生活との両立を実現できるようにするためには、介護な

どを理由とするやむを得ない離職をなくす必要があります。 

そこで、介護休業制度の活用を事業所に啓発する取組みを促進することによ

り、近年、毎年度 1.1％ずつ増加してきた実績を踏まえ、民間の介護休業利用

事業所割合を、2022 年度に 31.2％とすることを目標としています。 

Ｃ 
デートＤＶ防止啓発講座開催数 

（かながわ男女共同参画センター調査） 

若い恋人同士の間でのデートＤＶを防止するためには、デートＤＶについて

理解を深める機会が必要です。 

そこで、若い世代が、デートＤＶが身近に起こった場合の対応や、悩んでい

る友達に自分ができることを考える機会として、また、お互いを尊重するコミ

ュニケーション力を身につける機会として、希望する中学校、高校・大学で開

催しているデートＤＶ防止啓発講座について、近年、毎年度４回の開催として

いる実績を踏まえ、学校側の理解を得ながら、講座開催数を 2022 年度に６回と

することを目標としています。 

Ｃ 

母子家庭等就業・自立支援センター事業による 

就業者数 

（子ども家庭課調査） 

母子家庭等のくらしを支えるためには、その家庭にあった就業環境を整える

支援も必要になります。 

そこで、母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、家庭などの状況や職

業能力の適性を見極め、職業訓練の必要性の理解や就業意欲の形成を図りつつ、

求人などの情報を提供する就業相談を実施することで、これまでの就業実績値

を踏まえ、2022 年度までの毎年度、80 人とすることを目標としています。 

柱柱ⅣⅣ ひひととののチチカカララ
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指標 

名称 設定の考え方 

「安心して子どもを生み育てられる環境が整

っていること」に関する満足度 

（県民ニーズ調査） 

 「すべての子ども・青少年が健やかに成長できるかながわ」を実現するためには、安心して出産、

子育てができる環境が整っていることが重要です。 

 そこで、結婚から育児までの切れ目ない支援や、支援を必要とする子どもを守る体制づくりなどの

施策を着実に進めていくことで、これまでの実績値を上回る水準をめざし、「安心して子どもを生み

育てられる環境が整っていること」に関する満足度を、2022 年度に 20％とすることを目標としていま

す。 

保育所等利用待機児童数 

（次世代育成課調査） 

子育てと仕事の両立を支援し、安心して子どもを生み育てられる環境を実現するためには、保育を

希望するすべての家庭が保育サービスを利用できるよう、待機児童を解消する必要があります。 

 そこで、市町村と連携して保育所等の整備や保育士確保対策などの施策を着実に進めていくことで、

国で定められた目標（2020 年度末までに待機児童を解消）の達成・維持をめざし、待機児童を 2022

年度にゼロとすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ

保育士・保育所支援センターを利用して就職に結び

ついた保育士数 

（次世代育成課調査） 

保育所などの多様な教育・保育サービスの充実を図るためには、担い手とな

る保育士を確保することが重要です。 

 そこで、潜在保育士の復職支援などの取組みを着実に進めていくことで、こ

れまでの実績値を上回る水準をめざし、保育士・保育所支援センターを利用し

て就職に結びついた保育士数を2022年度に170人とすることを目標としていま

す。 

Ａ 

かながわ子育て応援パスポートの協力施設数 

（総数） 

（次世代育成課調査） 

子育てを応援する社会を実現するためには、社会全体で子育て家庭を支援し

ようとする機運を醸成するしくみづくりが重要です。 

 そこで、子育て家庭に対する各種割引などのサービスを提供する、かながわ

子育て応援パスポート協力施設の開拓を着実に進めていくことで、これまでの

実績値を上回る水準をめざし、2022 年度に 3,790 施設とすることを目標として

います。 

Ｂ
里親の新規認定登録数 

（子ども家庭課調査） 

様々な事情により家庭で生活できない子どもたちを、できる限り家庭と同様

の環境で養育していくためには、里親家庭をさらに増やしていくことが必要で

す。 

そこで、里親センターを中心に、児童相談所や里親支援機関が連携して普及

啓発を行い、里親制度に対する県民の理解を醸成するとともに、特に子どもの

特性に理解のある方々に対し里親申請を勧めていくことで、過去５年の最高登

録数を上回る水準以上をめざし、里親の新規登録数を 2022 年度に 30 組とする

ことを目標としています。 

Ｂ 
いじめ認知件数のうち、「解消」した割合 

（神奈川県児童・生徒の問題行動等調査） 

児童・生徒が健やかに成長し、「いのち」を輝かせるためには、いじめの早

期発見・解消に向けて取組みを一層進めることが必要です。 

そこで、「いのちの授業」の取組みやスクールソーシャルワーカーの配置に

よる教育相談体制の充実などを着実に進めることで、すべてのいじめの解消を

めざし、いじめ認知件数のうち、「解消」した割合を 2022 年度まで毎年度、100％

とすることを目標としています。 

Ｃ 

神奈川県青少年保護育成条例の内容を知っている

保護者の割合 

（青少年課調査） 

保護者は、青少年にとって最も身近な存在であり、神奈川県青少年保護育成

条例における保護者の役割は非常に大きく、条例の適切な運用には、保護者の

理解と協力が必要です。 

そこで、地域と連携して様々な機会を活用して条例の周知啓発の取組みを着

実に進めていくことで、これまで条例周知度の向上率は年平均 1.5％程度でし

たが、今後は年２％の向上率をめざし、条例の内容を知っている保護者の割合

を 2022 年度に 70.0％とすることを目標としています。 

Ｃ 

地域若者サポートステーションで支援を受けた人

の就職率 

（青少年課調査） 

県の若年無業者の割合は、上昇傾向の後、おおむね横ばいで推移しており、

働くことに悩みを抱える若者が職業的に自立できるよう支援していくことが重

要です。 

そこで、そうした若者の就職が難しい状況の中、「地域若者サポートステー

ション」において、一人ひとりに適切な支援プログラムを提供するなど取組み

を着実に進めることで、過去５年間の就職率を上回る水準をめざし、地域若者

サポートステーションで支援を受けた人の就職率を 2022 年度に 50.0％とする

ことを目標としています。 
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指標 

名称 設定の考え方 

高校生活を振り返って満足した生徒の割合 

（高校教育課調査） 

 一人ひとりの「生きる力」を高めるためには、生徒が目標に向かい主体的に学び続ける態度を身に

付けられるよう、高校生活において多様で充実した学びや経験を得られることが大切です。 

そこで、県立高校改革などの施策により、魅力ある高校づくりを着実に進めていくことで、これま

での実績値を上回る水準をめざすとともに、ほぼすべての生徒が満足することをめざし、高校生活に

関する満足度を 2022 年度に 90.0％とすることを目標としています。 

教師が、自分のよいところを認めてくれている

と思う生徒の割合（中学校） 

（文部科学省調査） 

これからの時代に求められる資質・能力を十分に育成するうえでは、子どもたちの自己肯定感を育

むことが重要です。 

そこで、子どもたちの学びや成長を学校・家庭・地域で支える取組みなどの施策を着実に進めてい

くことで、これまでの実績値を上回る水準をめざすとともに、ほぼすべての生徒が自己肯定感を持て

ることをめざし、教師が、自分のよいところを認めてくれていると思う生徒の割合（中学校）を 2022

年度に 90.0％とすることを目標としています。 

教師が、自分のよいところを認めてくれている

と思う児童の割合（小学校） 

（文部科学省調査） 

これからの時代に求められる資質・能力を十分に育成するうえでは、子どもたちの自己肯定感を育

むことが重要です。 

そこで、子どもたちの学びや成長を学校・家庭・地域で支える取組みなどの施策を着実に進めてい

くことで、これまでの実績値を上回る水準をめざすとともに、ほぼすべての児童が自己肯定感を持て

ることをめざし、教師が、自分のよいところを認めてくれていると思う児童の割合（小学校）を 2022

年度に 90.0％とすることを目標としています。 

県立社会教育施設の利用者が満足と回答した

割合 

（生涯学習課調査） 

人生 100 歳時代において、県民の「学び」や「学び直し」を支援していくためには、県立社会教育

施設利用者の満足度の向上を図ることが必要です。 

そこで、各館の専門性や特色を生かした展示・講座などの開催、安全・安心な施設としての老朽化・

長寿命化対策を推進することで、ほぼすべての利用者が満足することをめざし、県立社会教育施設の

利用者が満足と回答した割合を 2022 年度に 90.0％とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
県立学校施設開放の利用回数 

（生涯学習課調査） 

人生 100 歳時代において、県民の「学び」や「学び直し」を支援するととも

に、地域に親しまれる学校づくりの促進を図っていくためには、県立学校を県

民の学習・文化・スポーツ活動の「場」として提供していくことが必要です。 

そこで、身近な県立学校の学習施設や体育施設の開放を促進していくことに

より、これまでの実績を上回る施設の開放をめざし、県立学校施設開放の利用

された回数を 2022 年度に 17,250 回とすることを目標としています。 

Ａ 
問題解決能力が向上したと回答した生徒の割合 

（高校教育課調査） 

社会の様々な場面において一人ひとりが能力を発揮するためには、知識の習

得だけではなく、その知識を活用し、問題解決に生かす力が必要です。 

そこで、組織的な授業改善を一層進めることで、大半の生徒が能力向上を自

覚できることをめざし、高校及び中等教育学校を卒業する際に問題解決能力が

向上したと回答した生徒の割合を 2022 年度に 82.0％とすることを目標として

います。 

Ｂ 

求められる英語力（ＣＥＦＲ Ｂ２レベル以上）を

有する英語担当教員（高等学校）の割合（総数） 

（英語教育実施状況調査） 

生徒の英語力を向上させるためには、英語担当教員（高等学校）の英語力を

高めることが重要です。 

そこで、英語教員海外研修実施事業や生徒の発信力強化に向けた英語指導力

向上事業などの取組みを着実に進めていくことで、国で定められた目標値と同

程度となることをめざし、英語力（ＣＥＦＲ Ｂ２レベル以上）を有する英語担

当教員（高等学校）の割合を 2022 年度に 75.0％とすることを目標としていま

す。 

Ｂ 
県立高校の耐震化率（累計） 

（教育施設課調査） 

生徒が安全・安心で、快適に学べるよう、教育環境を整備することが大切で

す。 

そこで、新まなびや計画を着実に進め、県立高校の耐震化を推進していくこ

とで 2023 年度までに 100％とすることをめざし、県立高校の耐震化率を 2022

年度に 94.4％とすることを目標としています。 

14学び・教育 
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指標 

名称 設定の考え方 

県文化芸術事業参加者数 

（文化課調査） 

 文化芸術により真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな県民生活と、活力に満ちた地域づくりを実

現するためには、県民に文化芸術に触れる機会を提供していくことが重要です。 

そこで、東京 2020 大会を契機とした事業等を推進していくことで、参加者数を現在の実績以上に増

やしていくことをめざし、県文化芸術事業参加者数を 2022 年度に 1,694,000 人とすることを目標とし

ています。 

神奈川県民ホール、神奈川芸術劇場、県立音楽

堂、かながわアートホール及び神奈川近代文学

館の利用者満足度 

（文化課調査） 

文化芸術により真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな県民生活を実現するためには、文化芸術に

触れる機会を提供することに加え、実際に参加・利用した県民に満足してもらうことも重要です。 

そこで、県の代表的な文化芸術施設において魅力的な公演等を行っていくことで、満足度 97％とい

う近年の高い水準を維持していくことをめざし、県の代表的な文化芸術の発信拠点である５施設にお

ける利用者満足度を 2022 年度に 97％とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
伝統芸能の体験・ワークショップ等の回数 

（文化課調査） 

県内各地域の伝統的な文化芸術を次世代に継承し、地域資源として活用する

ためには、発表の場や触れる機会を設け、継承していくことが重要です。 

そこで、県内各地域において伝統芸能の体験やワークショップ等の増加に取

り組み、実施回数を現在の実績以上に増やしていくことをめざし、伝統芸能の

体験・ワークショップ等の回数を 2022 年度に 14 回とすることを目標としてい

ます。 

Ａ 
共生共創事業の公演等の参加者数 

（文化課調査） 

あらゆる人々が文化芸術に親しむためには、年齢や障がいにかかわらず、文

化芸術の鑑賞・参加機会を確保していくことが重要です。 

そこで、県民が「ともに創る」喜びを分かち合えるよう、高齢者や障がい者

も参画し、「共生」をテーマとした舞台公演やワークショップ等の事業を実施

することで、参加者数を現在の実績以上に増やしていくことをめざし、共生共

創事業の公演等の参加者数を2022年度に6,000人とすることを目標としていま

す。 

Ａ 
マグカルシアター等参加者数 

（文化課調査） 

マグカルの取組みを推進していくためには、本県の舞台芸術の将来を担う人

材育成を図ることが重要です。 

そこで、若者が自らの才能や可能性を引き出し発信する場をこれまで以上に

提供することで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、マグカルシアター

等の参加者数を 2022 年度に 10,500 人とすることを目標としています。 

Ｂ 
神奈川文化プログラム認証件数 

（文化課調査） 

神奈川の持つ魅力ある文化芸術をより多くの人々に楽しんでいただくために

は、東京 2020 大会を契機として、官民一体の「オール神奈川」で文化芸術を発

信していくことが重要です。 

そこで、県内各地の様々な文化芸術を統一的な名称やマークを活用し、「神

奈川の文化プログラム」としてアピールする取組みを着実に進めていくことで、

認証件数を現在の実績以上に増やしていくことをめざし、神奈川文化プログラ

ムの認証件数を 2022 年度に 450 件とすることを目標としています。 

Ｂ 

県文化芸術振興審議会が選定した質の高い文化芸

術活動を行う非営利活動団体数 

（文化課調査） 

県民が行う自主的な文化芸術活動の活性化及び文化芸術の振興を図るために

は、質の高い文化芸術を県民に提供する団体を増やすことが大切です。 

そこで、県民の文化芸術活動への参加を促進する取組みを通じて、地域の文

化芸術活動を行う団体を活性化していくことで、団体数を現在の実績以上に増

やしていくことをめざし、県文化芸術振興審議会が選定した質の高い文化芸術

活動を行う非営利活動団体数を、2022 年度に 40 団体とすることを目標として

います。 

Ｃ 

県立文化施設で育成した文化芸術を担う人材数 

（計画期間中の累計） 

（文化課調査） 

文化芸術の振興を推進するためには、文化芸術を発信する拠点施設における

人材の育成が必要です。 

そこで、各地の文化施設から職員等の受入れ等を通じて、舞台施設運営や意

見交換、研修等を継続的に行い、レベルアップした文化芸術人材をこれまで以

上に増やしていくことをめざし、県立文化施設で育成した文化芸術を担う人材

数を、2022 年度に 532 人（計画期間中の累計）とすることを目標としています。 

Ｃ 
「マグカル・ドット・ネット」のページビュー数 

（文化課調査） 

東京 2020 大会を契機として、広く国内外に県の文化芸術の魅力を発信してい

くことが重要です。 

そこで、このマグカル・ドット・ネットのコンテンツの充実を図り、インタ

ーネット広告等も引き続き活用することにより、これまでの最高値を上回る水

準をめざし、マグカル・ドット・ネットにおけるページビュー数を 2022 年度に

387,400ＰＶとすることを目標としています。 

15文化芸術 
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指標 

名称 設定の考え方 

子どもの週３回以上のスポーツ実施率 

（保健体育課調査） 

誰もが生涯にわたりスポーツに親しめる社会を実現するためには、ライフステージに応じたスポー

ツ活動の推進やスポーツ活動を拡げる環境づくりが重要です。 

そこで、子どもの頃からスポーツに親しむ意欲や態度を育成し、生涯を通じて豊かなスポーツライ

フの基礎づくりの取組みなどの施策を着実に進めていくことを通じ、子どもの週３回以上のスポーツ

実施率を２人に１人以上の 55％とすることをめざし、東京 2020 大会が開催される 2020 年度に目標値

を達成し、さらに、2022 年度も 55％の水準を維持することを目標としています。 

成人の週１回以上のスポーツ実施率 

（県民ニーズ調査） 

誰もが生涯にわたりスポーツに親しめる社会を実現するためには、ライフステージに応じたスポー

ツ活動の推進やスポーツ活動を拡げる環境づくりが重要です。 

そこで、１日 30 分・週３回・３か月間継続して運動やスポーツを行う「3033 運動」の推進などに

より、成人期のくらしの中でのスポーツを行う習慣確立のための施策を着実に進めていくことを通じ、

国のスポーツ基本計画が定めた目標値（成人の週１回以上のスポーツ実施率を 2021 年度に 65％）を

めざし、東京 2020 大会が開催される 2020 年度に国の目標値を達成し、さらに、2022 年度も 65％の水

準を維持することを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

体力テスト総合評価５段階評価のうち、Ｄ、Ｅの児

童の割合 

（保健体育課調査） 

児童・青年期のスポーツに親しむ意欲や態度の育成には、運動嫌いやスポー

ツが苦手な子どもへのアプローチが重要です。 

そこで、体力・運動能力の向上、運動習慣の確立、生活習慣の改善への取組

みを着実に進めていくことで、これまでの実績を上回る効果をめざし、体力テ

スト総合評価５段階評価のうち、Ｄ、Ｅの児童の割合を、2022 年度に 27.5％と

することを目標としています。 

Ａ 

成人が一週間に３回以上１日 30 分程度のスポーツ

を習慣的に行っている割合 

（県民ニーズ調査） 

成人期のスポーツを行う習慣の確立には、スポーツが嫌いな人や苦手な人も

含めた施策が重要です。 

そこで、スポーツに親しむ機会の充実や 3033 運動の推進などの取組みを着実

に進めていくことで、国で定められた成人の週３回以上のスポーツ実施率の目

標値(2021 年度に 30％程度)を 2020 年度に達成し、2021 年度以降はそれを上回

る水準をめざし、成人が一週間に３回以上１日 30 分程度のスポーツを習慣的に

行っている割合を、2022 年度に 32％とすることを目標としています。 

Ａ 

高齢者のスポーツ等の交流大会である、かながわシ

ニアスポーツフェスタの参加者数 

（スポーツ課調査） 

円熟期のスポーツを通じた健康・生きがいづくりには、高齢者の社会参加を

兼ねたレクリエーションスポーツなどに親しめる機会の提供が必要です 

そこで、レクリエーションスポーツの推進や体の状態や体力に応じた運動の

推進などの取組みを着実に進めていくことで、これまでの実績値に、ねんりん

ピックかながわ 2021 開催による効果も見込み、高齢者のスポーツ等の交流大会

である、かながわシニアスポーツフェスタの参加者数を、2022 年度に 4,100 人

とすることを目標としています。 

Ｂ 

ＰＤＣＡサイクルなどにより運営改善を図る総合

型地域スポーツクラブの割合 

（スポーツ課調査） 

スポーツ活動の環境整備には、運動やスポーツに親しめる機会や場が身近に

整っていることが求められています。 

そこで、スポーツ環境の基盤となる「人材」の育成と「場」の充実やコミュ

ニティの中心となる総合型地域スポーツクラブの質的充実などの取組みを着実

に進めていくことで、国で定められた目標値（2021 年度に 70％）を上回る水準

をめざし、ＰＤＣＡサイクルなどにより運営改善を図る総合型地域スポーツク

ラブの割合を、2022 年度に 75.0％とすることを目標としています。 

Ｂ 
かながわパラスポーツ関連事業への参加者数 

（スポーツ課調査） 

障害者スポーツの推進には、障がいの種類や程度に応じた配慮が求められる

とともに、スポーツに親しみやすい環境づくりが重要です。 

そこで、障がい者スポーツの機会拡大や理解促進などの取組みを着実に進め

ていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、かながわパラスポー

ツ関連事業への参加者数を、2022 年度に 15,000 人とすることを目標としてい

ます。 

Ｃ 

東京 2020 大会等の機運醸成や、大会後のレガシー

となるスポーツ推進に資する取組みを主体的に実

施する市町村数（累計） 

（オリンピック・パラリンピック課調査） 

大会を契機としたスポーツの普及推進には、大会を身近に感じられる取組み

が重要です。 

そこで、東京 2020 大会等の機運醸成や、大会後のレガシーとなるスポーツ推

進に資する取組を主体的に実施する市町村を県が支援することで、2020 年度に

全 33 市町村で取組みが実施されることをめざし、さらに、その取組みが、2021

年以降も継続され、2022 年度にも全 33 市町村で実施されていることを目標と

しています。 

Ｃ 
県民スポーツ月間の参加者数 

（スポーツ課調査） 

生涯スポーツ社会の実現には、東京 2020 大会開催による県民のスポーツに対

する機運の盛り上がりの維持・拡大が重要です。 

そこで、運動やスポーツに親しむきっかけづくりや習慣化を図るなどの取組

みを着実に進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、県民

スポーツ月間の参加者数を、2022 年度に 420,000 人とすることを目標としてい

ます。 

16スポーツ 
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指標 

名称 設定の考え方 

完全失業率【暦年】 

（神奈川県労働力調査） 

 一人ひとりが、輝きながら働くことができる社会を実現するためには、誰もが就業することができ

る環境を整備することが重要です。 

そこで、若年者、中高年齢者、女性、障がい者などの多様なニーズに対応した就業支援、企業と求

職者のニーズに対応した人材育成を進めることで、雇用情勢が経済状況に左右される中においても、

直近の水準を維持していくことをめざし、完全失業率を 2022 年度に２％台とすることを目標としてい

ます。 

1 人当たり月所定外労働時間(事業所規模 30 人

以上）【暦年】 

（神奈川県毎月勤労統計調査） 

働く意欲のあるすべての人がその能力を発揮し、生き生きと働くことができる社会の実現のために

は、ワーク・ライフ・バランスを実現することが重要です。 

そこで、企業における働き方改革の推進などに取り組むことで所定外労働時間について、近年の減

少傾向を踏まえ、最小値をめざし、１人当たり月所定外労働時間を 2022 年度に 10.5 時間とすること

を目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

「かながわ若者就職支援センター」でキャリアカウ

ンセリングを利用した者の就職等進路決定率 

（雇用対策課調査） 

不本意ながら非正規雇用で働き続ける若年者などがその能力を発揮し生き生

きと働くためには、希望に沿った就業支援が必要です。 

そこで、「かながわ若者就職支援センター」において、キャリアカウンセリ

ングなどの就業支援を実施し、希望に沿った就業をめざし、キャリアカウンセ

リングを利用した者の就職等進路決定率を 2022 年度に 50.0％とすることを目

標としています。 

Ａ 

「シニア・ジョブスタイル・かながわ」でキャリア

カウンセリングを利用した者の就職等進路決定率 

（雇用対策課調査） 

就業意欲の高い高齢者を含む中高年齢者がその能力を発揮し生き生きと働く

ためには、多様なニーズに合った就業支援が必要です。 

そこで、「シニア・ジョブスタイル・かながわ」において、キャリアカウン

セリングなどの就業支援を実施し、ニーズに合った就業をめざし、キャリアカ

ウンセリングを利用した者の就職等進路決定率を 2022 年度に 45.0％とするこ

とを目標としています。 

Ａ 

「マザーズハローワーク横浜」でキャリアカウンセ

リングを利用した者の就職等進路決定率 

（労政福祉課調査） 

育児期の女性などがその能力を発揮し生き生きと働くためには、個々のニー

ズに合った就業を後押しすることが重要です。 

そこで、「マザーズハローワーク横浜」において多様なニーズに応じるキャ

リアカウンセリングなどの就業支援を実施し、近年の増加傾向を踏まえ、過去

最高の水準をめざし、キャリアカウンセリングを利用した者の就職等進路決定

率を 2022 年度に 20.0％とすることを目標としています。 

Ａ 
障がい者雇用率 

（厚生労働省障害者雇用状況報告） 

障がい者雇用を促進するためには、企業が障がい者雇用の意義を理解し、自

ら取り組むことが重要です。 

そこで、個別訪問や出前講座などによる企業への支援やフォーラムの開催な

どによる普及啓発に取り組み、2021 年度に雇用率を 2.3％（2021 年４月までに

法定雇用率は現行から 0.1％引き上げられ 2.3％になる予定）とすることを目標

としています。また、その後も取組みを継続し、2022 年度に 2.32％とすること

を目標としています。 

Ｂ 

総合職業技術校における修了者の３か月後の 

就職率 

（産業人材課調査） 

求職者が早期に就職するためには、企業の求める職業能力を確実に身につけ

ることが重要であり、このことは企業の即戦力となる人材確保につながります。

そこで、総合職業技術校において企業ニーズに対応した訓練と就職支援に取

り組み、技術校生が就業をめざして訓練を受講していることから、訓練の成果

として就職率を目標とし、引き続き、高い就職率の維持をめざし、技術校生の

修了３か月後の就職率を 2019 年度以降、2022 年度まで毎年度 95.0％を維持す

ることを目標としています。 

Ｂ 

総合職業技術校などにおいて新たに実施する求職

者訓練及び在職者訓練のコース数 

（産業人材課調査） 

産業人材の育成には、本県の産業構造の変化や技術革新の進展を見据え、県

内企業などから求められる専門スキルを習得するための職業能力開発手法を調

査検討し、職業訓練に反映することが重要です。 

そこで、これからの神奈川の産業を担う人材を育成し、社会のニーズに対応

するため、これまで実施してきた情報通信技術（ＩＣＴ）や介護分野での訓練

コースの実績と同程度の新しいコース設定をめざし、2022 年度までの毎年度訓

練コースを２コースずつ新たに実施することを目標としています。 

Ｃ 
産業技術短期大学校への外国人材の受入れ人数 

（産業人材課調査） 

ものづくりを行う県内の中小企業において深刻化している専門的技術を持っ

た人材不足の解消に向けて、多くの実践技術者を育てることが必要です。 

そこで、産業技術短期大学校に外国人材を受け入れ、同校の訓練生の定員を

踏まえつつ、不足している実践技術者の育成をめざし、新たに 2020 年度から

2022 年度まで、毎年度 10 人の留学生を受け入れることを目標としています。 

Ｃ 
外国人家事支援人材の雇用人数 

（労政福祉課調査） 

女性の社会進出を促進するためには、家庭における家事負担の軽減のための

支援が重要です。 

そこで、国家戦略特別区域内での外国人家事支援人材受入事業の適正かつ着

実な実施を確保していくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、外

国人家事支援人材の雇用人数を2022年度に700人とすることを目標としていま

す。 

17 雇用 
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指標 

名称 設定の考え方 

三浦半島地域（鎌倉市を除く）における観光客

消費額【暦年】 

（観光企画課調査） 

地域活性化を達成するためには、人口減少が進む三浦半島地域に人を呼び込むことが重要です。 

そこで、三浦半島魅力最大化プロジェクトなどの施策を着実に進めていくことで、これまでの最高

値を上回る水準をめざし、三浦半島地域における年間観光客消費額を 2022 年度に 30,800 百万円とす

ることを目標としています。 

県西地域における年間観光客消費額【暦年】 

（観光企画課調査） 

地域活性化を達成するためには、人口減少が進む県西地域に人を呼び込むことが重要です。 

そこで、県西地域活性化プロジェクトなどの施策を着実に進めていくことで、これまでの最高値を

上回る水準をめざし、県西地域における年間観光客消費額を 2022 年度に 124,000 百万円とすることを

目標としています。 

人口が転出超過の市町村数【暦年】（総数） 

（総務省調査） 

地域活性化を達成するためには、人口減少が進む三浦半島地域や県西地域を中心に人を呼び込むこ

とが重要です。 

そこで、将来の移住につながるよう、来訪した人と地域の人との多様な交流機会の創出などの施策

を着実に進めていくことで、これまでの県内市町村の社会増減の傾向を踏まえ、人口が転出超過の市

町村数を 2022 年度に 10 市町村とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
未病バレー「ビオトピア」の来場者数 

（地域政策課調査） 

人を呼び込む地域づくりを達成するためには、人口減少が進む県西地域に人

を呼び込むことが重要です。 

そこで、県西地域活性化プロジェクトなどの施策を着実に進めていくことで、

これまでの最高値を上回る水準をめざし、未病バレー「ビオトピア」の来場者

数を 2022 年度に 70 万人とすることを目標としています。 

Ａ 
水源地域への交流人口 

（土地水資源対策課調査（指定管理者調査を含む）） 

水源地域の活性化を達成するためには、水源地域の魅力ある地域資源（自然・

郷土文化など）を活用し、下流域の都市地域住民との交流等を増やすことが必

要です。 

そこで、それらの地域資源を生かしたイベントの実施や魅力の発信などの取

組みを着実に進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、水

源地域への交流人口を 2022 年度に 102.6 万人とすることを目標としています。 

Ａ 

三浦半島地域における各種イベント参加人数 

【暦年】 

（地域政策課調査） 

人を呼び込む地域づくりを達成するためには、人口減少が進む三浦半島地域

に人を呼び込むことが重要です。 

そこで、三浦半島魅力最大化プロジェクトなどの施策を着実に進めていくこ

とで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、三浦半島地域における各種イ

ベント参加人数を 2022 年度に 141,000 人とすることを目標としています。 

Ｂ 

市町村で実施した関係人口に関するイベント等へ

の参加者数 

（地域政策課調査） 

地域活性化を達成するためには、人口減少が進む三浦半島地域や県西地域を

中心に人を呼び込むことが重要です。 

そこで、将来の移住につながるよう、来訪した人と地域の人との多様な交流

機会を創出などの施策を着実に進めていくことで、これまでの最高値を上回る

水準をめざし、市町村で実施した関係人口に関するイベント等への参加者数を

2022 年度に 6,000 人とすることを目標としています。 

Ｂ 
県や市町村の相談を経由して移住した人数 

（地域政策課調査） 

地域活性化を達成するためには、人口減少が進む三浦半島地域や県西地域を

中心に人を呼び込むことが重要です。 

そこで、将来の移住につながるよう、来訪した人と地域の人との多様な交流

機会の創出などの施策を着実に進めていくことで、これまでの最高値を上回る

水準をめざし、県や市町村の相談を経由して移住した人数を 2022 年度に 96 人

とすることを目標としています。 

Ｃ 

県内外から人を引きつけるために魅力を高める取

組みを行う商店街団体の数 

（商業流通課調査） 

地域商業の持続的な活性化を進めるためには、県内各地の商店街が人を引き

つけるマグネット商店街になることが重要です。 

そこで、商店街が行う活性化に向けた取組みを支援することで、現在の実績

以上に取り組むことをめざし、県内外から人を引きつけるために魅力を高める

取組みを行う商店街団体の数を、県内各地域で、2022 年度まで毎年度 30 団体

とすることを目標としています。 

Ｃ 

中小企業が作成した「地域産業資源を活用した地域

活性化のための事業計画」が、国に認定された件数 

（中小企業支援課調査） 

魅力的な地域を創出していくためには、これまで育んできた歴史・文化・自

然環境などの地域資源を活用して、国内外からの観光客や地域づくりの担い手

を呼び込むなど、関係人口を増やして地域の活性化につなげていくことが重要

です。 

そこで、地域資源を活用する取組みを支援することで、地域活性化に取り組

む事業者数を、直近の水準と同様に増やしていくことをめざし、国の定める地

域産業資源活用事業プログラムに基づく地域産業資源活用事業計画の認定件数

を、2022 年度まで毎年度２件とすることを目標としています。 

柱柱ⅤⅤ ままちちづづくくりり

18地域活性化 
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指標 

名称 設定の考え方 

「外国人と日本人が国籍、民族、文化の違いを

理解し、認め合ってともに暮らすこと」を重要

だと思う人の割合 

（県民ニーズ調査） 

 多文化共生の地域社会づくりの実現のためには、引き続き外国人と日本人が認め合ってくらすこと

が重要です。 

そこで、外国籍県民等がくらしやすい環境づくりや神奈川でくらし学ぶ留学生への支援等に取り組

み、これまでの最高値を上回る水準をめざし、「外国人と日本人が国籍、民族、文化の違いを理解し、

認め合ってともに暮らすこと」を重要だと思う人の割合を 2022 年度に 70％とすることを目標として

います。 

国内に就職した留学生数 

（神奈川県内大学等在籍留学生調査） 

多文化共生の地域社会づくりを進めるためには、留学生を支援することが重要です。 

そこで、「かながわ国際ファンクラブ」の活用や留学生就職支援施策を着実に進めていくことで、

県におけるこれまでの最高値を上回る水準をめざし、県内の大学等において教育を受ける外国人留学

生（「入管法」別表第一に定める「留学」の在留資格により在留する者。卒業生。）のうち、国内に

就職した留学生数を 2022 年度に 1,710 人とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
多文化共生イベントの参加者の満足度 

（国際課調査） 

一人ひとりが互いに認め合うことができる社会を実現するためには、国籍な

どの違いを越えて、多様性を理解することが大切です。 

そこで、あーすフェスタなどの多文化共生イベントを毎年開催することで、

現在の実績以上に来場者の満足度を高めることをめざし、多文化共生イベント

の参加者の満足度を 2022 年度に 80％とすることを目標としています。 

Ａ 
地球市民かながわプラザの利用者数 

（国際課調査） 

外国籍県民の増加や定住化、また、社会のグローバル化が進む中で、一人ひ

とりが多様な文化や民族の違いを理解し、認め合うことが重要です。 

そこで、次代を担う子どもたちを中心に、多文化理解などの学習事業を総合

的に進める支援拠点である地球市民かながわプラザにおいて、企画展示など指

定管理事業を着実に進めていくことで、これまでの最高値を上回る水準をめざ

し、年間利用者数を 2022 年度に 465,000 人とすることを目標としています。 

Ｂ 
医療通訳実施率 

（国際課調査） 

外国籍県民等も、言葉の壁などにより不便や疎外感を感じることなく、コミ

ュニティの一員として共にくらす環境を整えるためには、外国籍県民等への生

活支援の充実を図ることが重要です。 

そこで、多岐にわたる言語に対応する医療通訳を養成し派遣等を行うシステ

ムの取組みを着実に進めていくことで、将来的にすべての外国籍県民等が安心

して適切な医療を受けられるようになることをめざし、医療通訳実施率を 2022

年度に 93.5％とすることを目標としています。 

Ｂ 
多言語支援センター対応件数 

（国際課調査） 

外国籍県民等が安心・安全に過ごすことができる環境をつくるためには、多

言語による情報支援の充実を図ることが重要です。 

そこで、多言語支援センターなどの相談窓口の運営や、外国籍県民等を支援

する人材の育成により、総合的な相談体制を整えることを着実に進めていくこ

とで、これまでの最高値を上回る水準をめざし、多言語支援センターの対応件

数を 2022 年度に 3,600 件とすることを目標としています。 

Ｃ 
県内大学等在籍留学生数（総数） 

（国際課調査） 

外国人が活躍できる環境づくりを達成するためには、留学生が安心して学べ

る環境を整えることが重要です。 

そこで、「かながわ国際ファンクラブ」を活用し、ニーズに応じた留学生支

援を着実に進めていくことで、県内大学等の受入拡大を促進し、これまでの最

高値を上回る水準をめざし、県内の大学等において教育を受ける外国人留学生

（「入管法」別表第一に定める「留学」の在留資格により在留する者）数を 2022

年度に 20,000 人とすることを目標としています。 

Ｃ 
「かながわ国際ファンクラブ」会員数（総数） 

（国際課調査） 

外国人が活躍できる環境づくりを達成するためには、留学生をはじめとする

外国人の方が安心して過ごせることが重要です。 

そこで、ニーズに応じた留学生支援や「かながわ国際ファンクラブ」の活性

化に取組み、神奈川ゆかりの外国人の方々やその方々を支える人々とのネット

ワーク化を着実に進めていくことで、引き続き、神奈川のファンを増加させる

ことをめざし、「かながわ国際ファンクラブ」会員数を 2022 年度に 10,000 人

とすることを目標としています。 

19 多文化共生 
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指標 

名称 設定の考え方 

「公益活動を行うＮＰＯなどに寄附をしてみ

たい」と思う人の割合 

（県民ニーズ調査） 

 ＮＰＯなど多様な主体による協働型社会を実現するためには、県内で活動するＮＰＯが県民に支え

られて自立的かつ安定的に活動していくことが重要です。 

そこで、ＮＰＯの認知度向上の取組などにより、2018 年度の実績値を上回ることをめざし、公益活

動を行うＮＰＯなどに寄附をしてみたいと思う人の割合を 2022 年度に 22.0％とすることを目標とし

ています。 

県と企業・大学との連携事業数 

（総合政策課調査） 

複雑化・多様化する地域課題などを解決するために、県は企業・大学と積極的に連携していくこと

が重要です。 

そこで、双方の強みを生かした連携を積極的に推進していくことで、近年、毎年度 30 件程度ずつ増

加してきた実績を踏まえ、県と企業・大学との連携事業数を、2022 年度に 2,540 件とすることを目標

としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
県と連携事業を行っている企業・大学数 

（総合政策課調査） 

県と企業・大学との連携事業数を増やしていくためには、あらゆる機会を捉

え連携の可能性を模索することが重要です。 

そこで、企業・大学側のニーズと県側の課題認識等を把握し、効果的なマッ

チングを図っていくことで、近年、毎年度 12 件程度ずつ増加してきた実績を踏

まえ、県と連携事業を行っている企業・大学数を 2022 年度に 1,051 件とするこ

とを目標としています。 

Ａ 

交流の場で協働連携のきっかけを得られた参加者

の割合 

（ＮＰＯ協働推進課調査） 

ＮＰＯなど多様な主体による協働連携を促進するためには、多様な主体の出

会いや連携のきっかけが必要です。 

そこで、ＮＰＯを中心に企業や大学、行政など多様な主体の交流の場を設け

ることで、2018 年度の実績値を上回ることをめざし、交流の場で協働連携のき

っかけを得られた参加者の割合を 2022 年度に 33.0％とすることを目標として

います。 

Ｂ 

県が実施するかながわコミュニティカレッジ受講

者の満足度 

（かながわ県民活動サポートセンター調査） 

ＮＰＯが自立的・安定的に活動していくためには、地域の活性化や課題解決

に取り組む人材を育成することが必要です。 

そこで、県民の学びの場である「かながわコミュニティカレッジ」において、

これまでの最高値を上回る水準をめざし、県民ニーズに即した質の高い講座を

実施していくことで、受講者の満足度を 2022 年度に 80.0 点とすることを目標

としています。 

Ｂ 

寄附金税制優遇の対象となるＮＰＯ法人の県指

定・認定件数 

（ＮＰＯ協働推進課調査） 

ＮＰＯが自立的・安定的に活動していくためには、重要な活動原資となる寄

附を県民が行いやすい環境づくりが重要です。 

そこで、寄附金税制優遇の対象となるＮＰＯ法人の県指定・認定を着実に進

めることで、全国トップクラスの県指定・認定実績を維持していくため、新た

に県指定・認定する件数を 2022 年度に 10 件とすることを目標としています。 

20 協働連携 
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指標 

名称 設定の考え方 

生物多様性の認知度 

（県民ニーズ調査） 

 生態系全体を生物多様性として捉え保全していくためには、県民の理解と保全のための行動が重要

であり、生物多様性という言葉の認知度を高めていく必要があります。 

そこで、「かながわ生物多様性計画」に基づいた様々な取組みを行うことで、国が「生物多様性国

家戦略 2012-2020」において、国全体の認知度を 75％以上にすることをめざしていることを参考に、

本県においても生物多様性の認知度（生物多様性の言葉の意味を知っている、又は、意味は知らない

が聞いたことがある）を 2022 年度に 70％とすることを目標としています。 

水源の森林づくり事業で行った森林整備の延

べ面積（累計） 

（水源環境保全課調査） 

良質な水を将来にわたり安定的に確保していくためには、水源かん養などの公益的機能の高い活力

ある森林づくりを行い、水源環境を保全していく必要があります。 

そこで、2026 年度までの水源環境保全・再生施策の取組方向を示した「かながわ水源環境保全・再

生施策大綱」に基づき策定した、「かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」では、2026 年度ま

でに手入れが必要な私有林を延べ54,000ha整備することを目標としており、計画的に進めるため 2022

年度に整備面積を 45,675ha とすることを目標としています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
生物多様性アドバイザーの派遣回数 

（自然環境保全課調査） 

生物多様性を保全していくためには、県民が日常の活動において、生物多様

性への配慮や保全のための行動を起こして生物多様性への理解を深めていくこ

とが重要です。 

そこで、生物多様性への理解を深めるための専門アドバイザーの派遣につい

て、現在の実績以上に増やしていくことをめざし、派遣回数を 2022 年度に年間

10 回とすることを目標としています。 

Ａ 
地域ぐるみの鳥獣被害対策の重点取組地区数 

（自然環境保全課調査） 

鳥獣被害の軽減のためには、地域ぐるみの鳥獣被害対策の取組みを広げてい

くことが重要です。 

そこで、既に「重点取組地区」として選定した地区を中心に、対策の取組体

制の構築支援やその後の継続支援を行っていますが、各地域の状況などを踏ま

え、現状の 11 地区から今後も毎年度３～６地区程度増やしていくことをめざ

し、地域ぐるみの鳥獣被害対策の重点取組地区数を 2022 年度に 27 地区とする

ことを目標としています。 

Ｂ 
森林づくりボランティア参加者数 

（自然環境保全課調査） 

森林を保全・再生してくためには、県民に森林づくりの大切さや森林の働き

について理解を深めてもらうことが重要です。 

そこで、理解促進を図り、森林づくりの輪を広げるため、（公財）かながわ

トラストみどり財団が主催する県民参加による森林づくりの場へのボランティ

ア参加者について、現在の実績以上に増やすことをめざし、参加者数を 2022

年度に年間 10,500 人にすることを目標としています。 

Ｂ 

市町村と連携して保全活動団体への支援に取り組

む里地里山保全等地域数 

（農地課調査） 

里地里山の有する多面的機能を発揮させ、次世代への継承を図るには、里地

里山の保全、再生及び活用を進める地域を増やしていくことが重要です。 

そこで、市町村と連携した里地里山の保全をさらに進めることとし、2015 年

度から 2018 年度までの選定数が２地域であるという実績を踏まえ、市町村と連

携して保全活動団体への支援に取り組む里地里山保全等地域を 2022 年度に 25

地域とすることを目標としています。 

Ｃ 

県民参加による保全活動が行われている県有緑地

の数 

（自然環境保全課調査） 

緑地を保全していくためには、適切な維持管理が必要不可欠です。 

そこで、都市のみどりについては、県としても草刈りや倒木処理といった維

持管理を行っていますが、地域住民などから維持管理に参加したいとの声もあ

り、県有緑地において、県民参加による保全活動が行われていることから、こ

れまでの実績以上に多くの活動が行われることをめざし、県民参加による保全

活動が行われている県有緑地の数を 2022 年度に 14 箇所とすることを目標とし

ています。 

Ｃ 
小網代の森における年間の環境学習機会の回数 

（自然環境保全課調査） 

身近にふれあうことのできる自然環境を保全する重要性を県民に再認識して

もらうため、都市部にあるにもかかわらず、貴重な自然環境を有している小網

代の森を、環境学習の場として活用促進を図ることが重要です。 

そこで、学校への働きかけやイベントを実施することで、現在の実績以上に

活用されることをめざし、小網代の森における年間の環境学習機会の回数を

2022 年度に 90 回とすることを目標としています。 

Ｄ 

動物愛護センターに保護された犬猫の譲渡会の 

回数 

（生活衛生課調査） 

「ペットのいのちも輝く神奈川」の実現のために、動物愛護センターに保護

された犬と猫の殺処分ゼロを継続するとともに、いのちを守りつなぐ取組みが

重要です。 

そこで、動物愛護センターの「ふれあいホール」などの新しい施設などを活

用して保護された犬猫の譲渡会の開催回数を、これまでの最高値を上回る水準

をめざし、2022 年度までに年間 24 回とすることを目標としています。 

Ｄ 

動物愛護センターにおける年間の子ども向け普及

啓発事業の回数 

（生活衛生課調査） 

次世代を担う子どもたちが、動物とのふれあいなどを通して、動物愛護の精

神を身につけていくことは、優しさ、思いやりなどを育むために有効であり、

人と動物が幸せにくらす社会の実現が求められています。 

そこで、動物愛護センターが行う「動物ふれあい教室」などの子ども向けの

普及啓発事業の回数を、これまでの最高値を上回る水準をめざし、2022 年度に

年間 35 回とすることを目標としています。 

21 自然 
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指標 

名称 設定の考え方 

神奈川県における温室効果ガス排出量の削減

割合（2013 年度比） 

（環境計画課調査） 

 将来世代に良好な環境をつなぐ、持続可能な社会を実現するためには、地球温暖化を防止すること

が必要です。 

そこで、事業者や家庭に向けた省エネルギー対策などを促進するとともに、県民一人ひとりのライ

フスタイルの転換を促進することにより、地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガス排

出量を 2030 年度に 2013 年度比で 27％削減することをめざし、2022 年度に 2013 年度比で 12.4％削減

することを目標としています。 

生活系ごみ１人１日当たりの排出量 

（資源循環推進課調査） 

持続可能な社会を実現するためには、３Ｒ（排出抑制・再使用・再生利用）を推進することが重要

です。 

そこで、排出抑制や再使用に重点を置き、レジ袋や食品ロスの削減に向けた普及啓発など県民に対

する３Ｒの推進に係る施策を着実に進めていくことで、2016 年度は 660ｇであり、近年、取組みの進

展に伴い毎年度約 10ｇずつ減少していますが、今後、徐々に鈍化傾向になることが予想されることを

踏まえ、生活系ごみ１人１日当たりの排出量を 2022 年度に 623ｇとすることを目標としています。 

光化学スモッグ注意報発令日数 

（大気水質課及び大気汚染防止法政令市調査） 

大気環境を保全し、将来世代に良好な環境をつないでいくためには、大気中の汚染物質を低減させ

ていくことが必要です。 

そこで、光化学スモッグの原因物質である揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制に向けた事業者

による自主的な取組みなどを着実に促進していくことで、2017 年度及び 2018 年度の光化学スモッグ

注意報の発令日数８日よりも減らすことをめざし、発令日数を 2022 年度に６日とすることを目標とし

ています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 
気候変動の影響への適応の関心度 

（県民ニーズ調査） 

気候変動の影響による被害を防止又は軽減するためには、温室効果ガスの削

減のほか、避けることのできない気候変動に対して適応していくことも重要で

す。 

そこで、適応策の推進とともに適応策の普及啓発に取り組み、2016 年度に内

閣府が実施した世論調査の調査結果を踏まえ、気候変動の影響への適応につい

て関心がある方の割合を、2022 年度に 60％とすることを目標としています。 

Ａ 
マイエコ 10（てん）宣言の宣言者数 

（環境計画課調査） 

地球温暖化を防止するためには、県民一人ひとりのライフスタイルの転換を

促進することが重要です。 

そこで、個人や団体が取り組む内容を自ら宣言し実践する「マイエコ 10（て

ん）宣言」をさらに呼びかけていくことで、これまでの実績を上回る水準をめ

ざし、宣言者数を 2022 年度に年間 23,000 人とすることを目標としています。 

Ｂ 

家庭から排出される食品ロス調査を実施したこと

のある市町村数（累計） 

（資源循環推進課調査） 

家庭から排出される食品ロスを削減するためには、県民一人ひとりが主体的

に問題を認識することが重要です。 

そこで、効果的な普及啓発を行うため、県内の各家庭からどのようなものが

どれくらい廃棄されているか、食品ロスの実態を把握し、県内全市において調

査を実施することをめざし、食品ロス調査を実施したことのある市町村数を

2022 年度に 23 市町村とすることを目標としています。 

Ｂ 

かながわプラごみゼロ宣言に賛同した企業・団体・

学校などの数（累計） 

（資源循環推進課調査） 

「かながわプラごみゼロ宣言」に基づき、リサイクルされない、廃棄される

プラスチックごみゼロを達成するためには、企業などと連携し、プラスチック

ごみ対策に取り組むことが必要です。 

そこで、宣言に賛同する企業などの募集を着実に進めるとともに、企業など

が独自の取組みを進めるようはたらきかけることで、取組みの初年度である

2018 年度の実績の 10 倍を超えることをめざし、かながわプラごみゼロ宣言に

賛同した企業・団体・学校などの数を 2022 年度に 1,100 件とすることを目標と

しています。 

Ｃ 

PM2.5 の有効測定局のうち環境基準を達成した測定

局の割合 

（大気水質課調査） 

大気環境を保全していくためには、PM2.5 といった大気汚染物質をこれ以上

増加させないことが重要です。 

そこで、PM2.5 の原因物質である揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制な

ど事業者による自主的な取組みの促進や旧式ディーゼル車の取締り（運行規制）

などに着実に取り組むことで、2016 年度以降県内の有効測定局全局で環境基準

を達成していますが、その状態を今後も維持していくことをめざし、引き続き

PM2.5 に係る環境基準の達成率を 2022 年度に 100％とすることを目標としてい

ます。 

Ｃ 

河川における環境基準（ＢＯＤ）を達成した測定地

点の割合 

（大気水質課調査） 

水環境を保全するためには、汚濁物質の河川への流入を防止することが求め

られています。 

そこで、立入検査による工場・事業場の指導や水質事故防止のための啓発な

どの取組みを着実に進めていくことで、2017 年度以降全測定地点で河川におけ

る環境基準を達成していますが、その状態を今後も維持していくことをめざし、

引き続き河川における環境基準の達成率を2022年度に100％とすることを目標

としています。 

22 環境 
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指標 

名称 設定の考え方 

「道路の渋滞がないなど、自動車で県内各地へ

スムーズに移動できること」に関する満足度 

（県民ニーズ調査） 

 県民生活の利便性の向上や地域経済の活性化などを図るためには、交通ネットワークの充実などに

より、慢性的な交通渋滞を解消し、誰もが自動車で県内各地へスムーズに移動できるようにすること

が重要です。 

そこで、自動車専用道路などの幹線道路ネットワークの整備を推進していくことで、これまでの最

高値を上回る水準をめざし「道路の渋滞がないなど、自動車で県内各地へスムーズに移動できること」

に関する満足度を 2022 年度に 20.0％とすることを目標としています。 

インターチェンジまでの距離５km 以内の地域

の割合（累計） 

（道路企画課調査） 

慢性的な交通混雑を解消し、交通利便性の向上や経済の活性化を図るためには、より一層、交通ネ

ットワークの充実を図るとともに、自動車専用道路にスムーズにアクセスできるなど、県内外の交流

連携を図ることが重要です。 

そこで、自動車専用道路や （仮称）綾瀬スマートインターチェンジなどの整備を着実に促進するこ

とにより、自動車専用道路と県内各地とのアクセスの強化をめざし、路線ごとの事業計画を踏まえて、

インターチェンジまでの距離５km 以内の地域の割合を 2022 年度に 97％とすることを目標としていま

す。 

※供用中または計画中の全インターチェンジが供用した際の５km 以内の地域の面積割合を 100％とし

ています。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

具体的な

取組み 
名称 設定の考え方 

Ａ 

自動車専用道路などの供用箇所数 

（計画期間中の累計） 

（道路企画課、道路整備課調査） 

県民生活の利便性の向上や地域活性化と災害時などにおける県民の安全・安

心を確保するためには、より一層、自動車専用道路やインターチェンジ接続道

路などの幹線道路ネットワークの充実を図ることが重要です。 

そこで、新東名高速道路や（都）横浜藤沢線などの整備を着実に進め、県内

におけるより多くの幹線道路の供用をめざし、路線ごとの事業計画を踏まえて、

自動車専用道路などの供用箇所数を 2022 年度に 14 箇所（計画期間中の累計）

とすることを目標としています。 

Ａ 

１日当たりの平均利用者数 10 万人以上の鉄道駅に

おけるホームドアの設置駅数（累計） 

（交通企画課調査） 

駅ホームからの転落を防止し、利用者の安全と鉄道の安定輸送を確保するた

め、ホームドアの設置を促進することが重要です。 

そこで、鉄道事業者が行うホームドアの設置に対し、国や地元市と協調して

補助を行うことで、利用者の安全と鉄道の安定輸送の確保をめざし、鉄道事業

者が発表している設置予定を踏まえ、１日当たりの平均利用者数 10 万人以上の

鉄道駅におけるホームドアの設置駅数を 2022 年度に 26 駅とすることを目標と

しています。 

Ｂ 

市街地再開発事業の完成地区数 

（計画期間中の累計） 

（都市整備課調査） 

人口減少社会に対応したまちづくりを進めるためには、誰もが安心して、健

康で快適に生活できる、魅力にあふれたコンパクトなまちづくりを進めていく

ことが重要です。 

そこで、駅周辺に多様な都市機能の集約が図られ、利便性の向上や様々な交

流や賑わいが創出される市街地再開発事業を県費補助により着実に進めていく

ことで、県内におけるより多くの事業の完成をめざし、地区ごとの事業スケジ

ュールを踏まえて、市街地再開発事業の完成地区数を、2022 年度に５地区（計

画期間中の累計）とすることを目標としています。 

Ｂ 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録戸数 

（総数） 

（住宅計画課調査） 

県内の空き家は約４９万戸あり、今後、一層増加することが懸念されること

から、空き家化の予防のみならず、利活用可能な空き家への取組みも必要です。 

そこで、空き家や空き室を活用した、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の

登録を不動産団体などに働きかける取組みを着実に進めることで、神奈川県賃

貸住宅供給促進計画で定めた目標値である2025年度の登録戸数2,800戸に向け

て、登録戸数を 2022 年度に 1,600 戸とすることを目標としています。 

Ｂ 

道路施設（橋りょう、トンネル・洞門、横断歩道橋、

門型標識・門型道路情報提供装置）の点検施設数 

（計画期間中の累計） 

（道路管理課調査） 

道路利用者の安全・安心を確保するためには、道路施設を点検し、小規模な

修繕を繰り返すことで施設の長寿命化を図ることが重要です。 

そこで、県が管理している道路施設（橋りょう、トンネル・洞門、横断歩道

橋、門型標識・門型道路情報提供装置）の点検を着実に進めていくことで、管

理している 1,470 施設の点検が５年に 1 回のサイクルで完了するよう、道路施

設の点検施設数を 2022 年度に 1,100 施設（計画期間中の累計）とすることを目

標としています。 

Ｂ 

河川構造物（堰・水門等）の長寿命化計画に沿った

計画的な維持管理施設数 

（河川課調査） 

県民の安全・安心を確保するためには、予防保全の考え方に沿った計画的な

維持管理を実施し、河川構造物の健全性を長期にわたって保つことが重要です。 

そこで、長寿命化計画を策定した 25 施設すべてにおいて、計画に基づいた維

持管理を着実に進めていくこととし、2022 年度までの毎年度河川構造物（堰・

水門等）の長寿命化計画に沿った計画的な維持管理施設数を 25 施設とすること

を目標としています。 

Ｂ 

流域下水道の幹線管渠の点検延長 

（計画期間中の累計） 

（下水道課調査） 

流域下水道の幹線管渠の破損が原因による道路陥没事故の未然防止を達成す

るためには、幹線管渠を定期的に点検し、異常個所を適切に修繕していくこと

が重要です。 

そこで、県が管理している幹線管渠の内部などの点検を着実に進めていくこ

とで、管理している管渠約 183km の点検が７年に１回（一部腐食の恐れが著し

い箇所では５年に１回）のサイクルで完了するよう、流域下水道の幹線管渠の

点検延長を 2022 年度に 100.4km（計画期間中の累計）とすることを目標として

います。 

23 都市基盤 
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参考 

神奈川をとりまく状況 

2012 年３月に策定した「かながわグランドデザイン 基本構想」では、人口動

向や国際化、情報化の進展など、神奈川をとりまく社会環境を踏まえ、202５年の

神奈川の将来像を見据えた基本目標と政策の基本方向を示しました。 

「基本構想」策定時における社会環境の変化の傾向は継続していますが、「第３

期実施計画」の策定に当たり、特に念頭に置くべき統計データや社会動向などにつ

いて、「神奈川をとりまく状況」として整理しました。 
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神奈川の人口は、1970 年には若い年代ほど人口が多くなる人口ピラミッドとなっていました。 

2015年の人口ピラミッドでは、60歳代後半の第一次ベビーブーム世代※1（団塊の世代）や40歳

代前半の第二次ベビーブーム※2世代が多い一方で、それより若い世代は出生数の減少により、少

なくなっています。 

2050 年には、第二次ベビーブーム世代が 70 歳代後半になるなど、高齢者が多くなり、若い世

代が少なくなると見込まれます。 

このような人口構成の変化を踏まえ、超高齢社会や人口減少社会への十分な対応を図る必要が

あります。 

2050 年 

総人口 841 万人 

（県の将来人口推計） 

2015 年 

総人口 913 万人 

（国勢調査実績） 

1970 年 

総人口 547 万人 

（国勢調査実績） 
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１ 神奈川の人口ピラミッド

0 10 20 30 40 50

01020304050

0～ 4歳

5～ 9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳～

（万人）
男 女
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掲載している将来人口推計は施策効果などを反映していない単純推計です。県の将来人口はこ

の冊子に掲載しているプロジェクトや地方創生の取組みにより今後変動する見込みです。

※1 1947 年～1949 年における出生の急増 

※2 1971 年～1974 年における出生の急増 
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（1）神奈川の人口 

神奈川では、2014 年に 1958 年の調査開始以降初めて死亡者数が出生者数を上回る自然減と

なり、その後も減少幅は拡大しています。一方、人口流入などによる社会増は継続しており、

神奈川の人口は引き続き増加しています。 

県では、2015 年の国勢調査を踏まえ、高位、中位、低位の３つのケースを設定した将来人口 

推計を行いました。将来人口は、高位と低位の範囲内で推移していくと予測しており、神奈川

の総人口は 2020 年頃にピークを迎え、その後減少していくと見込まれています。 

（2）少子化の進行、高齢化の加速 

ア少子化の進行 

全国の合計特殊出生率※1は、2005 年には過去最低の 1.26 を記録した後は上昇に転じ、2015

年には 1.45 となりましたが、2017 年は 1.43 となっています。神奈川でも、2005 年には過去最

低の 1.19 を記録した後は上昇に転じ、2015 年には 1.39 となりましたが、2017 年には 1.34 と

なっています。神奈川の出生率は、全国よりも低い水準であり、国、県ともに人口が長期で安

定的に維持される人口置換水準※2（2.07）を大幅に下回っています。 

２ 人口減少社会の到来

我が国の人口は、2008 年をピークに減少局面に入っています。こうした中にあって、神奈

川の人口も 2020 年頃をピークに減少に転じると見込まれています。
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国勢調査実績：2015年、912.6万人

高位推計：2023年、923.6万人でピーク
中位推計：2020年、917.4万人でピーク
低位推計：2018年、914.0万人でピーク

※出生率は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2017年４月）」の出生率をもとに、神奈川の出生率を設定。
※将来の転入と転出によって生じる社会増減の程度に応じて、高位・中位・低位の３つのケースを設定して推計。

912.6万人

高位推計

低位推計

中位推計

（県政策局作成）
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全国

神奈川

（厚生労働省政策統括官「人口動態統計（確定数）の概況」、県健康医療局「神奈川県衛生統計年報」より作成)

（年）

※1 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。１人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当

※2 人口が将来にわたって増えも減りもしないで、親の世代と同数で置き換わるための大きさを表す指標 

合計特殊出生率の推移 

神奈川の総人口の将来推計 
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イ高齢化の加速

神奈川の高齢化率（65 歳以上人口の占める割合）は、2013 年１月に 21.7％となり、超高齢社

会※に突入し、2015 年には 23.9％となっています。県の将来人口推計（中位推計）では、高齢化

率が 2040 年には 33.1％、2065 年には 34.8％になることが見込まれています。 

（3）地域の動向 

人口動向を地域政策圏※別に見ると、川崎・横浜地域圏、県央地域圏、湘南地域圏では増加して

いますが、三浦半島地域圏や県西地域圏では人口減少が進んでいます。県の将来人口推計（中位

推計）では、川崎・横浜地域圏は 2028 年、県央地域圏は 2019 年、湘南地域圏は 2020 年に人口の

ピークを迎え、その後、減少していくことが見込まれており、三浦半島地域圏と県西地域圏では

引き続き人口減少が続く見込みです。 
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424万人
（54.8%）

269万人
（34.8%）

81万人
（10.5%）

477万人
（69.0%）

170万人
（24.6%） 96万人

（10.9%）

291万人
（33.1%）

492万人
（56.0%）

実績 推計

216万人
（23.9%）

574万人
（63.5%）

114万人
（12.6%）

44万人
（6.4%）

※2015年までの実績値は、総務省統計局「国勢調査」。
※年齢３区分別の割合は、年齢不詳を除いて算出。

（県政策局作成）
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県西地域圏

三浦半島地域圏

湘南地域圏
県央地域圏

実績 推計

500
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※2015年までの実績値は総務省統計局「国勢調査」、2016年以降は推計値。
※ は、各地域圏の人口の最大値。

(県政策局作成)

※ 地域政策圏…①川崎・横浜地域圏（川崎、横浜の各市域）、②三浦半島地域圏（横須賀、鎌倉、逗子、三浦の各市域、葉山町域）、③県

央地域圏（相模原、厚木、大和、海老名、座間、綾瀬の各市域、愛川、清川の各町村域）、④湘南地域圏（平塚、藤沢、茅

ケ崎、秦野、伊勢原の各市域、寒川、大磯、二宮の各町域）、⑤県西地域圏（小田原、南足柄の各市域、中井、大井、松田、

山北、開成、箱根、真鶴、湯河原の各町域）

※ 超高齢社会…高齢化の状況を表す言葉として、国連の世界保健機関(WHO)では、高齢化率（国や地域の人口における65歳以上人口が占める割合）

により、次のように分類している。高齢化社会は高齢化率 7％以上 14％未満、高齢社会は14％以上 21％未満、超高齢社会は 21％以上 

地域政策圏別の将来人口推計（中位推計） 

神奈川の年齢３区分別の将来人口推計（中位推計）
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（4）世帯の動向 

神奈川の世帯数は、2015 年には 397 万世帯となり、増加が続いています。県の将来世帯推計で

は、2030 年頃にピークを迎えると見込まれています。家族類型別に見ると、単独世帯などが増加

しており、特に一人暮らしの高齢者の世帯が大幅に増加していくことが予測されています。 
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※2015年までの実績値は、総務省統計局「国勢調査」。
※2045年以降は参考値。 （県政策局作成）

神奈川の世帯の将来推計 
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（1）経済の結びつき  

日本の貿易額は、2016 年に資源価格の下落などの影響により落ち込みましたが、翌年以降は回 

復に向かって持ち直しています。こうした中、アジアとの関係では、輸出入額が 2018 年には約

78 兆円となるなど、米国やＥＵを大きく上回っており、強い経済的な結びつきがあります。 

神奈川においても、三大港（横浜港、川崎港、横須賀港）の 2018 年の対アジア貿易の割合は、 

輸出額の 53.7％、輸入額の 41.6％（横浜港の輸入額・輸出額は速報値）となっており、アジアと

の関係が大きな比重を占めています。 

（2）多様な文化が共存する地域社会  

神奈川の外国籍県民は、引き続き増加傾向にあり、2018 年度には 212,567 人（県民の約 43 人 

に１人）となっています。出身地別にみると、近年、中国、フィリピン、ベトナムが増加してい

ます。 

３ 国際化と情報化

グローバル化が加速する中、国境を越えたヒトやモノ、情報の移動は一層活発化しています。

また、生活の様々な場面で情報通信技術の活用が進んでいます。

※アジアには、中国（香港を含む）、インド、シンガポール、台湾、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイを含む。 

※金額は輸出額と輸入額との合計額。

（財務省関税局「貿易統計」より作成）
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（県国際文化観光局「国際課調べ」より作成）
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県内の大学等に在籍する外国人留学生の状況

（県国際文化観光局 「神奈川県内大学等在籍留学生調査結果」より作成）

県内の大学等に在籍する外国人留学生は、増加傾向にあり、2018 年度には 13,239 人となって

います。出身国・地域も 2018 年度には 127 国（地域）と多様化しています。 

県内の外国人労働者数が年々増加している中、入管法が一部改正され、2016 年には在留資格「介

護」が、2018 年には建設業や農業など 14 分野における就労が認められる在留資格「特定技能」

が創設されました。 

（3）情報化の動き  

2017 年における全国の個人の端末別インターネット利用状況は、スマートフォン（59.7％）が 

パソコン（52.5％）を上回っています。また、世帯におけるスマートフォンの保有率も増加して

おり、2017 年に全国では 75.1％、神奈川では 81.7％となっています。スマートフォンの普及に

伴い、ＳＮＳが多くの人に利用されるなど、ソーシャルメディアによる情報発信・情報収集が一

般化しつつあります。 

また、ＩＣＴの高度化に伴い、世界中で様々なモノがインターネットにつながるＩｏＴ化が進 

んでおり、こうした技術を活用した新しい製品やサービスも登場しています。また、国内におい

ては、ＩｏＴデバイスなどから得られる膨大なデータ（ビッグデータ）を効率的に収集・共有で

きる環境が技術的にも、法整備の面でも実現されつつあります。 

一方、県警察によるサイバー犯罪の検挙件数は 2018 年には過去最多の 1,278 件になるなど、イ

ンターネットを利用した新たな犯罪の多発や複雑化、ネットいじめや人権被害といったインター

ネットの普及やＩＣＴの進展に伴う課題も懸念されています。

（総務省情報流通行政局「通信利用動向調査」より作成）
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（1）産業構造の転換と技術・技能の継承  

製造業の事業所数は全国的に長期的な減少傾向が続き、2017 年には 187,000 事業所（速報値）

となっています。この傾向は神奈川でも同様であり、2017 年には 7,567 事業所（速報値）となっ

ています。

また、経営者などの高齢化が進む中で、地場産業や伝統工芸産業を含め、後継者や事業承継の

問題が顕在化してきており、貴重な技術などが次世代に継承されない懸念が高まっています。

一方、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットに関する技術は、さらなる進展が見込まれ、人手不足などの社

会課題の解決や生産性の向上などにも大きく資するものと期待されています。神奈川においても、

「国家戦略特区」、「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」、「さがみロボット産業

特区」などにより、最先端医療産業や未病産業、ロボット関連産業などの成長産業の創出・育成

が進んでいます。 

 2018 年６月に閣議決定した「未来投資戦略 2018」では、第４次産業革命の社会実装により、経

済発展と様々な社会課題の解決を両立する社会「Society 5.0」の実現が提唱されています。 

（2）新たな働き方  

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合

的に推進するため、長時間労働の是正などの措置を講ずる「働き方改革関連法」が 2018 年６月に

成立しました。 

また、テレワークを導入している企業は、2017 年には 13.9％となっており、テレワークの導入 

目的は「勤務者の移動時間の短縮」が半数を占めています。 

（3）農林水産業における担い手の状況  

神奈川の農業就業人口は減少しており、2015 年には 24,195 人となっています。このうち、65 

歳以上の割合が過半数（57.3％）を占めています。こうした中、企業やＮＰＯ法人などの参入を

含む新規参入が促進・定着するなど、担い手の多様化が進んでいます。 

神奈川の漁業の就労者は減少しており、2013 年では 2,273 人となり、65 歳以上の割合が 38.6％

を占めています。 

神奈川の林業の就労者は、2017 年では 313 人となっていますが、60 歳以上の割合は、近年若返 

りが進んでおり、2017 年には約 19.8％まで減少しています。 

４ 産業構造の転換と働き方の多様化

特区制度などを活用した成長産業の集積に期待が高まる一方で、様々な分野で後継者不足な

どによる事業承継や人手不足などの問題が顕在化し、その対応が進められています。 

また、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなどの第４次産業革命に伴う技術革新は、産業構造の転換を

促し、社会課題の解決にも資するものと期待されています。 

さらに、2018年に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下「働

き方改革関連法」という。）が成立し、より一層の多様で柔軟な働き方などが求められていま

す。 
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（4）観光と地域経済 

国内外から神奈川を訪れる延べ観光客数（入込観光客数）は、2017 年には初めて２億人を突破 

するなど、増加傾向にあります。一方で、消費単価の高い宿泊観光客の割合が日帰り観光客に比

べて非常に低く、観光消費額総額は伸び悩んでいます。

訪日外国人旅行者は 2018 年には史上初めて 3,000 万人を超え、神奈川を訪れる外国人旅行者も 

増加を続けていますが、近年では訪日外国人の訪問地が首都圏以外の日本各地に分散する傾向に

あります。 

また、我が国のキャッシュレス決済比率は、2008 年の 11.9％から 2017 年には 21.3％へと推移

しているものの、各国と比較可能な 2016 年時点では、多くの海外諸国が 40～60％台であるのに

比べ、日本は 19.8％と低い状況です。
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（1）エネルギー政策の進展 

県内における年間電力消費量は、2016 年度実績で、2010 年度比で削減率が 9.3％となっていま 

す。また、2016 年度の県内の再生可能エネルギー等による発電出力は 157.1 万 kW となり、その

内訳は、41 万 kW の水力発電に加えて、太陽光発電が 91.2 万 kW となっており、太陽光発電は 2010

年度に比べ、約７倍に増加しました。 

東日本大震災以降、電力コストが上昇し、その後、原油価格の下落などにより 2014 年度以降は 

低下傾向にありますが、依然として高い水準にあります。 

国内における太陽光発電の導入量はこれまで増加してきましたが、電力系統への接続制限、賦 

課金による国民負担の増大、固定価格買取制度の見直しなどの影響により新規導入量が減少して

います。

（2）気候変動に関する動向  

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約９割を占める二酸化炭素の県内における排出量は、

近年、増加傾向にありましたが、2014 年度と 2015 年度は減少し、2016 年度(速報値)はほぼ横ば

いとなっており、その要因は、製造業における石炭や電力消費量の減少、家庭における電力消費

量の減少によるものと考えられます。2015 年の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）

で採択された「パリ協定」では、今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出の実質ゼロをめざして

おり、県でも温室効果ガス排出量の削減が求められています。 

また、豪雨の増加や記録的な猛暑などの気候変動に起因して、人の健康や社会、経済などへの 

影響が顕在化しており、気候変動の影響による被害の回避・軽減対策を進めるため、「気候変動適

応法」が 2018 年６月に成立しました。 

５ エネルギー・環境問題の新たな展開

（県産業労働局「エネルギー課調べ」）

安全・安心なエネルギーを安定的に確保するためには、再生可能エネルギーなどを最大限導

入し、エネルギーを地産地消する分散型のエネルギーシステムを構築していく必要がありま

す。

また、地球温暖化をはじめとする気候変動による影響が顕在化しており、温室効果ガス排出

量削減や気候変動の影響への適応の取組みをさらに推進していくことが必要です。 

県内の再生可能エネルギー等発電出力の推計 
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（3）自然環境の保全 

丹沢大山地域などでは、森林の持つ水源かん養機能などの公益的機能を発揮させるため、森林

整備や土壌保全対策、ニホンジカの保護管理が進められ、下層植生の回復が見られています。こ

うした中、2019 年には、市町村が実施する森林整備などに必要な財源として新たに森林環境税・

森林環境譲与税が創設され、森林の保全・再生への活用が期待されます。 

県内各地で地域の特性に応じ、人に恵みをもたらしている自然環境は、人間活動により影響を

受け、地球温暖化や外来生物による生物多様性の危機が指摘されています。

野生鳥獣については、生息地の拡大などによる生態系や農林水産業への被害が続いており、2017

年度の農作物被害額は２億 1,272 万円となっています。 
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（1）自然災害への備え  

南海トラフ地震や首都直下地震が懸念され、発災時には、人的・物的被害はもちろん、経済的

被害も甚大なものとなることが危惧されています。また、台風や豪雨による被害が全国各地で発

生しており、県内でも 2018 年には台風第 12 号により住宅などの建物や漁港・港湾の施設等に被

害が発生しました。内閣府が 2016 年に行った防災に関する調査では、国民の災害発生の可能性に

対する意識は高いものの、その備えへの取組みは十分ではないことが示されています。 

（2）身近な犯罪や事故の多発  

県内の刑法犯認知件数は 2002 年をピークに減少傾向にあり、2018 年では 46,780 件となり、犯

罪情勢には一定の改善が見られました。しかし、県内の特殊詐欺の認知件数は、2018 年には 2,604

件（暫定値）に増加しています。 

また、児童虐待の通告件数や配偶者暴力・ストーカー事案の相談件数は増加傾向にあります。

県内の交通事故発生件数は減少しており、2017 年には 26,212 件となっています。ただし、交通

事故死者数全体に占める高齢者の割合は増加しており、2018 年には 41.4％となっています。 

（3）地域医療の安心  

県内の医師数（医療施設の従事者）は増加していますが、人口 10 万人当たりの医師数は、救急 

科が全国平均を上回っていますが、外科、内科、産科・婦人科などは全国平均を下回っており、 

診療科ごとの医師の偏在がみられます。 

県内の救急出動件数は増加しており、2016 年には 458,686 件となっています。救急自動車によ 

る収容所要平均時間は、2016 年には 39.6 分を要しています。 

６ くらしの様々な状況

南海トラフ地震や首都直下地震のほか、台風や豪雨など、自然災害に対する脅威が高まって

いるとともに、特殊詐欺が増加しているなど、くらしの安全・安心の確保がより一層求められ

ています。

一方、家族形態の変化や生活様式の多様化などにより、家族や地域社会とのつながりが希薄

化し、生活上の様々な課題を抱える人が社会的な孤立に陥りやすくなっています。こうした中、

地域の課題解決を担う多様な主体の活動が進んでいます。また、誰もがその人らしく生き生き

とくらせる環境づくりが求められています。 
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（県警察本部刑事部「犯罪統計資料」より作成）
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（4）地域や家庭の変化  

家族形態の変化や共働き家庭の増加、価値観の多様化などにより、地域や家族、親類などとの

つながりが希薄化する中、一人暮らしの高齢者、不本意に非正規で働く若者、ひとり親家庭など

生活上の様々な課題を抱える人が、社会的な孤立に陥りやすくなっています。

社会的な孤立は、精神的な影響のみならず、身体的な健康を損なうおそれがあることも指摘さ

れています。

（5）自殺者の状況  

我が国は、欧米諸国（フランス、ドイツ、カナダ、米国、英国、イタリア）と比べて、自殺率 

が高くなっています。特に、15～34 歳の若い世代では、死因の第１位が自殺となっているのは先

進国で日本のみであり、深刻な状況となっています。 

また、自殺に至る原因・動機としては、2018 年では、不詳を除くと「健康問題」が最も多く、

次いで「経済・生活問題」、「家庭問題」の順となっています。 

（6）地域の課題解決を担う多様な主体の動向  

神奈川のＮＰＯ法人の認証数は、2017 年度末では全国で２番目に多い 3,633 法人となっていま

す。近年では、地域が抱える様々な課題に対して、自治体と企業・大学等との間で、幅広い分野

で協働することを規定する「包括連携協定」を締結するなど、連携・協力を推進する動きが全国

的に広がっています。2017 年４月から全面施行された改正社会福祉法において、社会福祉法人に

おける公益的な取組みを実施する責務が規定され、地域を支える環境は一層の充実が図られまし

た。

（7）課題を抱える子どもたち  

県内の公立学校のいじめの認知件数の合計は、国によりいじめの認知に関する考え方が詳細に 

示され、各学校が積極的に認知するようになったことも影響し、2017 年度には 19,997 件と大幅

に増加しています。 

また、インターネットやスマートフォンの普及などに伴い、第三者による把握が困難なＳＮＳ 

を利用した「ネットいじめ」が発生するなど、事案が複雑化・潜在化しています。 

全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は増加しており、神奈川においても同様 

の傾向にあります。こうした中、国は児童虐待について発生予防から虐待を受けた子どもの自立

支援まで一連の対策のさらなる強化などを図るため、2016 年に児童福祉法等の一部を改正し、児
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童相談所の体制強化や里親委託の推進などを図っています。 

2015 年の日本の相対的貧困率※は 15.7％、子どもの貧困率は 13.9％となっており、長期的には

増加傾向にあります。

親の経済的格差が子どもの教育格差に影響し、その後の雇用格差や所得格差に影響するといっ 

た貧困の世代間連鎖により、格差が固定化していくことが懸念されます。 

（8）障がい者をとりまく変化  

神奈川における障がい者数（身体障害者手帳交付者数、知的障害児者把握数及び精神障害者保 

健福祉手帳交付者数の合計）は、2017 年度には 415,858 人となるなど引き続き増加傾向にありま

す。 

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、2013 年 

に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）が制定

され、2016 年から施行されました。 

（9）若者をめぐる状況  

非正規として雇用されている 25～34 歳の割合は、全国で 2017 年に 25.9％となっています。ま

た、正規雇用の場合も長時間労働など職場環境が厳しいことなどを理由とした早期離職が少なく

ないことや、「若者の使い捨て」が疑われる企業などが社会的な問題となっています。 

435 492 603 950 
1,394 

1,909 1,746 2,058 
2,797 

2,381 
2,878 2,974 

3,419 3,387 
4,303 

4,914 
5,571 

6,436 
7,035 

10,489 
11,451 

13,102 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

（県福祉子どもみらい局「神奈川県福祉統計」より作成）

県内の児童相談所における児童虐待相談受付件数

（年度）

（件）

12.0 

13.2 13.5 13.7
14.6

15.3 14.9
15.7 16.0 16.1 15.7

10.9

12.9 12.8
12.1

13.4

14.5
13.7

14.2

15.7
16.3

13.9

8.0
9.0

10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

子どもの貧困率（全国）

相対的貧困率

子どもの貧困率

（厚生労働省政策統括官「国民生活基礎調査」より作成）

（％）

（年）

※ 一定基準（等価可処分所得の中央値の半分の額）を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合 

134



（10）男女共同参画の進展  

夫婦ともに雇用者の共働き世帯は、全国で 2017 年には 1,188 万世帯となり、増加傾向にありま 

す。また、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方（性別役割分担意識）に反

対する人の割合も、男女とも長期的に増加傾向にあります。 

神奈川では、長時間労働や長時間通勤などにより仕事と家庭の両立は容易ではなく、女性の年

齢階級別の労働力率の推移を表すＭ字カーブの底の値と深さは全国最下位となっていますが、近

年は改善しつつあります。 

また、全国の男性の育児休業の取得率を見ると、2017 年度は 5.14％となり、上昇傾向にありま

すが、2017 年度の女性の育児休業の取得率の 83.2％と比較すると依然として低水準にあります。

神奈川においても同様に、育児休業の取得状況は男女間に大きな差があります。 

（11）高齢者の活動  

超高齢社会を迎え、65 歳以上の人口は増加傾向が続くと見込まれています。そのうち、75 歳以 

上人口は 2018 年には 65～74 歳人口を上回り、その後も 2054 年まで増加傾向が続くものと見込ま

れています。また、平均寿命は 2016 年には男性 80.98 年、女性 87.14 年となっています。今後、

男女ともさらに延び、2065 年には男性 84.95 年、女性 91.35 年になると見込まれています。 

平均寿命が約 70 年であった頃には 10 年程度であった定年退職後の「老後」は大幅に伸長し、 

高齢者の社会的・経済的な生活は大きく変化しつつあります。従来の「教育―仕事―引退生活」

という３つのライフステージにとらわれない、柔軟な働き方や学び直しに注目が集まるなど、人

生 100 歳時代、いわゆる超長寿社会のあり方について関心が高まっています。 
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（厚生労働省政策統括官「簡易生命表」、「完全生命表」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）より作成） 
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（12）文化芸術・スポーツへの関心 

2015 年の県民の体力・スポーツに関する調査によると、県内の成人が週に１回以上運動やスポ 

ーツを行った人の割合は 42.2%でした。年代別でみると 30 代から 50 代にかけて年代が上がるに

つれ週１回以上運動やスポーツを行った人の割合が高くなっています。 

また、県民ニーズ調査によると、「文化や芸術を鑑賞したり、活動に参加できる場が身近に整っ

ていること」の重要度について、「非常に重要である」又は「かなり重要である」と回答した人の

割合は、近年約５割となっています。 

（13）県民生活や経済活動を支える交通インフラ 

県内では、2015年３月にさがみ縦貫道路（首都圏中央連絡自動車道）が開通し、中央自動車道

や関越自動車道方面への交通利便性が飛躍的に向上しました。今後も現在整備中の新東名高速道

路などの開通により、県内の交通利便性はさらに向上していくものとみられます。 

また、リニア中央新幹線の整備も進められており、神奈川にも中間駅が設置される予定となっ

ていますが、このリニア中央新幹線の開業により東京・大阪間が約１時間で結ばれ、三大都市圏

がそれぞれの特色を発揮しつつ一体化することによる世界を先導するスーパー・メガリージョン

（巨大経済圏）の形成が期待されています。 

さらに、自動運転やドローンなどの進展する新たな技術の活用により、コミュニティの活性化

を支えるスマートモビリティ社会の実現も期待されており、ライフスタイルやビジネススタイル

に様々な影響をもたらす可能性があります。 

一方、高度経済成長期に集中的に建設された道路施設などの交通インフラが今後、一斉に高齢 

化するため、老朽化による事故や致命的な損傷の発生リスクが高まることや、維持管理・更新に

係る費用が増加することが懸念されることから、長寿命化計画などに基づく戦略的なインフラメ

ンテナンスが求められています。 
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little 

（1）市町村における持続可能な行政サービスの提供 

高齢化の進展や人口減少が見込まれる中、社会構造の変化が進む状況にあっても住民に持続可

能な行政サービスを提供するために、従来の延長線上で県からの権限移譲を推進するだけでなく、

それぞれの市町村の状況に応じ、協議のうえでこれまで市町村に移譲された事務権限の見直しを

行い、より合理的な事務執行方策、専門職員の確保や育成、公共施設の老朽化対策などの課題に

対応できるよう、市町村と県で連携した取組みを進めています。

あわせて県では、市町村が住民に身近な行政を総合的に実施できるよう、市町村の状況に応じ 

た権限移譲に取り組むとともに、行財政基盤の強化に資する市町村間の広域連携の取組みに対し

て、支援を行っています。 

（2）国から地方への権限移譲 

県では、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、住民に身近な行政はできる限り 

地方自治体で行うことができるよう、地方分権改革の実現に向けた取組みを推進してきました。 

そうした中、権限移譲・規制緩和については、国が地方の発意に根ざした新たな取組みとして、 

2014年に導入した「提案募集方式」を活用し、毎年積極的に国へ提案を行い、農地転用許可に係

る地方への権限移譲等が実現するなど、一定の進展が見られています。 

しかしながら、国と地方の役割分担の適正化に向けた大幅な権限移譲や規制緩和、地方税財政 

制度の抜本的改革が実現していないなど、多くの課題が残されています。 

（3）広域行政課題への対応 

県民の日常生活圏や経済活動範囲の拡大に伴って増大する課題に適切に対処するため、県域を 

越えて、他の自治体との連携を様々な形で図っています。 

例えば、首都圏の都県及び指定都市で構成する九都県市首脳会議においては、環境問題、廃棄 

物問題、防災危機管理対策などをテーマとした委員会を設け、再生可能エネルギーの導入促進に

係る普及啓発や合同防災訓練の実施などに取り組んでいます。 

７ 行政をとりまく状況

高齢化の進展や人口減少が見込まれる中、社会構造の変化が進み、対応すべき課題が複雑

化・多様化するなど自治体をとりまく状況は大きく変化しています。

国では、地方制度調査会において人口減少時代における地方行政体制のあり方についての検

討を進めています。 
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